
 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設（1-150）、MOX

燃料加工施設（1-154））」 

 

２．日時：令和４年８月２日（火） １４時００分～１９時２０分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、大橋上席安全審査官、中川上席安全審査官、田尻主任安全

審査官、津金主任安全審査官、羽場崎主任安全審査官、藤原主任安全審査官、

大岡安全審査官、武田安全審査官、髙梨安全審査専門職、瀬戸川安全審査専

門職、清水係員  

日本原燃株式会社 高松 理事 燃料製造事業部副事業部長 他２３名 

中部電力株式会社 原子力本部 原子燃料サイクル部  

サイクル戦略グループ 副長 

九州電力株式会社 原子力発電本部 原子燃料技術グループ 担当 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 

  なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年１２

月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更の認

可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 

・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２年１

２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX 燃料加工施設の設計及び工事の計画の 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html


変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html 

・ 令和４年７月４日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年７月２２日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年７月２９日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年８月１日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

  

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html


別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 院長規制庁清水です。それではただいまから日本原燃とのヒアリングを

開始します。 

0:00:06 本日のヒアリングは令和 2年 12月 24日に申請があった設工認申請につ

いて、資料を基にヒアリングにて事実確認を行うものになります。 

0:00:16 尼崎規制庁側の出席者を紹介いたしますと本庁会議室 2の出席者の紹介

をお願いします。 

0:00:24 ハバサキ法が、 

0:00:28 フジワラオオハシセトガワになります。これ、遅れてあと高梨さんが参

加されます。 

0:00:36 はい。あとその他ＷＥＢからコサクナカガワツガネタジリタケダシミズ

がいます。 

0:00:47 それでは日本原燃の方からの出席者の紹介等議題の構成の説明をした上

で、資料の説明を開始してください。 

0:00:57 はい、日本老年ナカハマでございます。 

0:01:00 本連盟側の参加者を紹介いたします。 

0:01:05 赤松。 

0:01:07 井口。 

0:01:08 千原ヤマダ。 

0:01:11 キクチ。 

0:01:12 うちメーカー。 

0:01:14 黒川。 

0:01:15 佐藤。 

0:01:17 田巻。 

0:01:18 パッチ 

0:01:20 オウサカ。 

0:01:21 金井志田。 

0:01:23 コシカ。 

0:01:25 これが 

0:01:26 黒野式。 

0:01:27 それは、 

0:01:29 当時の 

0:01:30 これか。 

0:01:31 堀部千野図 

0:01:34 ナカムラ。 

0:01:36 ブロック、 

0:01:37 青山。 



0:01:38 スモモザワ。 

0:01:40 ナカハマ。 

0:01:42 以上になります。 

0:01:44 本日ご確認いただきます資料でございますけれども、 

0:01:48 画面経由させていただいてございますが、 

0:01:51 まずその事務、審査会合資料のご確認をいただきます。 

0:01:56 そのあと、共通シリーズの共通 06、 

0:02:00 10、 

0:02:01 05を、 

0:02:03 08、 

0:02:05 定量向上剤 501、重大事故の十時 030305 

0:02:13 以上の説明資料となります。 

0:02:17 それでは審査会合資料の方の確認いただきたいと思いますので、ご説明

開始させていただきます。 

0:02:28 日本原電の高橋でございます。震災後資料についてご説明をさしていた

だきます。 

0:02:35 前回ですね 7月 21日に一度ご説明をさしていただきましたけども、そ

こで出たコメントを反映いたしまして、7月 29日に提出していた、させ

ていただいたものでございます。 

0:02:49 主に修正点についてご説明をさしていただきます。 

0:02:53 2ページ目をご覧いただければと思いますが、 

0:02:57 2ページ目ですね、まず三つの矢羽根につきましてはですね趣旨は特に

大きく変わってございませんで、趣旨は同じで記載の適正化を一部した

ものでございます。 

0:03:09 外山の四つ目でございますが、四つ目につきましてはですね、前回のヒ

アリングでですね、記載内容の拡充が必要な事項ということで具体的な

記載を、 

0:03:23 書くというようなお話があったかと思ってまして、そこについてです

ね、括弧書きでそのような記載をしたし、したという趣旨で 

0:03:33 四つ目の矢羽根を追加しているということでございます。それから五つ

目の矢羽根でございますが、五つ目の矢羽根につきましてはですね、 

0:03:43 設工認の分割申請計画につきましてですね、次回以降の話につきまして

今後ご説明をしていくという趣旨を記載すると。 

0:03:53 いうところで今回五つ目の矢羽根の趣旨を記載させていただいたところ

でございます。説明は以上でございます。 

0:04:02 規制庁清水です。それでは、最後資料について規制庁側から特にござい

ましたらお願いします。 



0:04:10 はい。規制庁仲です。 

0:04:12 今説明あった通り 

0:04:16 もう少し具体化したというような話もありましたけど修正のところでで

すね、若干ちょっと曖昧で、意味がよくわからないようなところも見受

けられて、 

0:04:26 例えば矢羽根の四つ目なんですけれど、まずその 

0:04:33 設工認申請書の構成の見直しや記載内容の拡充となっていて、 

0:04:39 記載の拡充というのはまあそれはあるのかなと思います構成の見直しっ

てのはこれは何、何を意図してるんでしょうか。 

0:04:49 はい。日本原燃の高橋でございます。確かにちょっとここ記載内容の拡

充と記載内容の拡充については、もともと入れるつもりだったんですが

構成の見直しについてちょっと書くのが実は迷ったところではありまし

た。で、 

0:05:04 確かにちょっとこのような構成の見直しって角度ですね非常に大きさに

見えてしまったというところがあったかもしれませんけども、我々とし

て確かに今更ですね大きな構成の見直しがあるとは全然思っ 

0:05:17 てませんで、例えばですね警察、計算機構造とかをですね今それぞれの

書類ごとにつけるとかですねそのようなちょっと軽微なちょっと修正も

ある。 

0:05:29 ていうことをちょっと意識してですね、記載の拡充っていうのと、プラ

スしてちょっとそういうところもちょっと書いたつもりであったんです

けども、そのようなところも踏まえてですね 

0:05:41 ＭＯＸの方でも、そういうところの議論も基本的には記載の方向性って

いうのも基本的にはもう収束してるのかなというところもありますし、 

0:05:54 わざわざちょっとそのようなところをですね審査会合資料の審査会合の

中でですね、お話するようなことでもないのかなというふうに思ってご

ざいますので、 

0:06:03 ちょっと我々の中では、この構成の見直しっていうのは、もう消してし

まっていいのかなっていうふうに考えているところでございます。以上

です。 

0:06:13 はい。規制庁仲です。 

0:06:15 わかりました。書くなら書くということでもですねそれが読んでわかる

ように書いていただいた方がいいのかなと思います。内容だけではちょ

っとわからなかったところで結論としてですね構成の見直しを消してい

ただくということでそれはそれで、 

0:06:32 よろしいのかなと記載内容の拡充というところに、中心になりますが、

それはそれでよろしいのかなと思います。それで、その具体例としてで

すね括弧で外部衝撃における波及的影響の考え方というのと、 



0:06:47 あとは溢水評価における冷却塔の扱いというのがですね確かにヒアリン

グレベルで言えば、 

0:06:53 いろいろやりとりをしてるというのは事実ではあるんですけど、ただ溢

水評価における冷却の扱いだけであると、何がどう、どうなのか、どう

いう扱いなのかというところがちょっと、 

0:07:06 具体性がわからないということと、 

0:07:10 あとはこれ自体がですね何か主要な論点となるような今その長時間かか

ってる理由なのかと思う等、 

0:07:22 むしろ何か、 

0:07:24 これだけではなくてですね例えば再処理で言えば、ＭＯＸんと比較して

屋外の施設等がある中でそういう屋外施設、 

0:07:35 に対する評価とかですねそそういうものを、一般が、 

0:07:40 を充実する必要があるのではないかというふうに考えてますが、 

0:07:46 いかがですかね何か。 

0:07:49 逆にこの溢水評価における冷却塔の扱い者に何か解決すればすべてがこ

うおさまるのかということでもなくてもっと広い意味での再処理施設と

しての特徴としての 

0:08:01 屋外施設に対する考慮拡充、そういったことかと思うんですがいかがで

すか。 

0:08:09 学園の高橋でございます。確かにですね、再処理施設の特徴としては、

ＭＯＸと比べるとですね、屋外施設、屋外施設、屋外に重要な施設があ

るということで、 

0:08:22 今評価全般にわたってですねやっぱり記載っていうのは、やっぱり見て

いかなきゃいけないとこあると思っているので、一般の方にわかるよう

にっていうのもありますし、 

0:08:32 記載の拡充という意味では、ここに記載してる内容だけではなくてです

ね、全般にわたってという意味であれば、屋外施設における評価に係る

記載と、 

0:08:46 いうような形で、ちょっと全般にかかるような書き方っていうのは、そ

の通りかと思いますんで、ちょっと記載についてちょっとその辺修正さ

せていただきたいと思います。 

0:08:56 はい。市長の仲です。確かに 

0:08:58 修正の方針はそういうことで理解しました。溢水評価における冷却は確

かに、 

0:09:05 いろいろやりとりはあるので当日ですねどういうところが使ってるかと

いう話の展開によってはこちらからもその溢水評価における、 



0:09:15 こういったところについてもう少しこういう整理が必要だということは

コメントするかもしれませんけど資料上はちょっと一般的にもわかりや

すいような、何が論、主要なものかと。 

0:09:26 いうことで、それは広い意味での屋外施設に対する評価ということで、 

0:09:33 記載いただければそれはそれで理解できるのかなと思いました。了解し

ました。 

0:09:39 それからあと最後ですけど五つ目で審査での説明性向上を図るためとい

うのはこれはどういうふうに捉えればよろしいでしょうか。 

0:09:50 はい。 

0:09:52 ちょっとここもですねどのようにですねどこまで記載すればいいかって

のは少し迷ったところではあったんですが、まず書きたかった伝え方と

意図はですね、 

0:10:04 基準適合を説明する際にですね、当然ながらですね次回で、技術基準適

合を説明する際に次回で、 

0:10:15 申請範囲とか申請施設を含めてですね説明を必要とする場合はやっぱり

非常に多いというところで、当然ながら分割申請するよりもですね、一

括して申請する方がですね、 

0:10:27 同じ申請書の中で説明することができると。 

0:10:30 いうところでですね当たり前の話ではわかっていた話ではあるんですけ

ども説明性がより良いですよねというところをお伝えしたかったという

ところでございます。以上です。 

0:10:43 はい。規制庁仲です。 

0:10:45 ちょっと今までがどういうことであってなぜこういうふうに変えるのか

っていうところがちょっとわからなくて、 

0:10:52 たところがあったんですが 

0:10:55 意図は何となくわかるんですが、もう少しわかりやすい表現があるかど

うかでなければコストになるのかもしれませんけど、 

0:11:04 少し従前こうだったものがこうである。 

0:11:08 ようにするということがですね明確になればいいのかなとは思いますち

ょっと。 

0:11:14 大道金井で私も特段、こうだと言うつもりはありませんが、一応ちょっ

とそこはコメントだけということにしておきます。以上です。 

0:11:25 日本のタカハシ断層とかあります。ちょっと 

0:11:31 従前こうだったものをこのように、 

0:11:35 考えた残しますっていうちょっといい表現があるとちょっと考えたいと

思います。以上です。規制庁仲です。そうですね 



0:11:43 あまり長ったらしく書くとまたその字数がちっちゃくなってというとこ

ろもあって難しいところはあるんですけどもしかしたら口頭での説明と

いうことになるのかもしれませんがそこは、 

0:11:53 何がどうだったからその説明性をさらにこういうＳＥＭこうするってい

う先ほど説明があったようなことをですね口頭でいただく。 

0:12:02 こともあるのかなと思いますがより良い表現があれば適切に修正してい

ただいて、なければこれでしっかりと口頭で説明していただければと思

います。以上です。 

0:12:13 規制庁コサクです。今、大きく 2点あってし、0点の下二つ。 

0:12:21 だと思うんですけど、 

0:12:22 まず内容的なその今後っていうところについては、 

0:12:29 私もちょっとよくわからなくて、 

0:12:31 外部衝撃における波及的影響の考え方っていうのは、先ほどの 

0:12:38 仲川が言った奥が設備の云々っていうのと同じですか。 

0:12:47 同じというかその中に入ることですか、それとも別ですか。 

0:12:52 辨野高橋でございますけども、私の解釈でいうと、そこに含まれるのか

なというふうに考えましたけども、 

0:13:07 はい、規制庁不足ですそうだろうなと思うので、まずそういう 

0:13:12 状況がちゃんと伝わるように言っていただきたいということです。今の

観点からいうと、このレ点の二つ目ですかね。 

0:13:24 先行でＭＯＸが進んでいる中、最初にも参考にと言いつつ、3、 

0:13:31 高にできないというか、もう最初に特有のものは再処理、ＭＯＸでは整

理されてないので、追加で整理をしなきゃいけないと。 

0:13:41 いう範疇があるっていうことなんだと思うんですけどそういう理解でい

いですか。 

0:13:48 井上の高橋でございます。はい。まさにそういう範囲だというふうに理

解してございます以上です。 

0:13:55 はい。補足です。そういうことをまずちゃんと言っていただくのが大事

だろうなと思って。 

0:14:01 それー、そこが屋外施設っていうだけかっていうところはどうなんです

かね。 

0:14:21 日本原電の高橋ですけども。 

0:14:25 待った結党言われると、 

0:14:34 ちょっと難しいんですが特徴的なのは確か屋外施設の、どんなのかなと

いうふうには思っていますが、 

0:14:46 はい。はい、古作です。もう少しだから 

0:14:51 これからやらなきゃいけないことのタスクっていうのを整理をして、そ

それが 



0:14:56 再処理特有っていうことに、大枠の言葉としては集約されると思うの

で、それがな、具体的に何なのかっていうので屋外施設ってのがありま

すということだったりこういうことがあったりと。 

0:15:07 いうことがいえるようにして、資料を提示いただきたいと思いますし、

当日説明いただきたいと思います。その一つの 

0:15:16 話とすると、再処理でまだ手付けられてつけられてないっていうと語弊

ありますね手はついてるんだけど、また最終的なところまで行き着いて

ないのが設備抽出で、 

0:15:28 一応 

0:15:31 溶解設備を例にしながら、こんな形で整理をしていけば、機能を 

0:15:39 に、宣言している機能に対して、それを担う設備が 

0:15:46 設工認の申請のレベル感として仕様表。 

0:15:50 方針。 

0:15:51 というところでどの範囲どういうふうに進出けば適切かと。 

0:15:56 いうことの網羅性というのが説明できるようになってくると。 

0:16:00 いうことがあって、一応そのあたりは前回の会合でもお話をしていただ

いてますけど、まだ少しかかりだというところがあるので、 

0:16:09 補正の内容、 

0:16:12 というところだと、もう原燃としては整理がついてて補正で今回はもう

しっかりとまとまってますということかもしれませんけど、説明という

関係からは、 

0:16:22 ＭＯＸに比べて系統ば大きい、機能も細々多いと。 

0:16:28 いうようなことを、 

0:16:33 だけ今後も多いというかあれですかね、複数施設に跨る、一体としての

機能があると、いうことかもしれませんけど、 

0:16:43 そういったところもわかるようにしていただければいいかなというふう

に思います。 

0:16:54 日本原燃の高橋です。 

0:16:56 わかりましたまず、屋外施設における評価に加えてですね、ちょっと

今、説明が残ってるものっていうのはまずは、我々の中で当然、 

0:17:08 洗い出しは当然なんですが、その中でもちょっと設備抽出の件について

はですね、ちょっと考えさせていただきたいと、ご説明の中に加えるの

かなというふうに考えましたので、 

0:17:21 その辺も含めてですね、ちょっと資料直させていただきます。以上で

す。 

0:17:26 はい。 



0:17:27 補足ですその他も含めて精査をしていただければと思います。それで今

の設備中枢の次に来るのは類型化っていう話に大枠としてはなるんです

けど、 

0:17:40 その話通す、一番下のレ点の分割申請計画っていうのは関連してる事項

だと思ってまして。 

0:17:50 先ほどナカガワも、これＤはどう考えて何でとかっていうところになる

んですけど、説明性向上って、なるべく 1本の方がって言われたらじゃ

あ最初から 1本でよかったじゃねえかという話になるわけで、 

0:18:09 それこそ、このタイミングでそういうんだったら 1回取り下げて一本で

出していただいた方がよっぽど審査はしやすいわけですね、方針とか

も、設備が出てない中の方針審査するよりは一体で審査した方がいいわ

けで、 

0:18:22 というところまではいかないんだとしたら、これが説明の目途が小対応

の目的だっていうと、話が違うような気がするんですよ。 

0:18:35 元の分割の理由は何だったのかっていうのにちゃんと立ち返っていただ

いて、 

0:18:41 その図、申請した時のその理由と、 

0:18:45 現状とがどういう変化があり、それに応じて、今後こういうふうにして

いきたいと言うことを、説明できるようにするということだと思うんで

すね。 

0:18:56 資料としては言葉じりわあ、そんなに多くいらなくて、その経緯がわか

るようなワードがちょっと入ってるだけで十分なんですけど。 

0:19:06 そのあたりどうお考えになってるんですか。 

0:19:09 2本 0．タカハシでございます。 

0:19:13 今のお話、いただいてですねそのような説明っていうのは可能かなとい

うふうには思いました。で、 

0:19:24 我々としては、当然ながらの設計進捗っていうところも正直ございまし

たけども、我々のちょっと至らんところもあってですね、ちょっとなか

なか 

0:19:38 審査がちょっとなかなか、我々の説明がちょっとあれあったのもあっ

て、このように時間がかかってしまった部分があったので、 

0:19:48 逆に言うとですね設計の方の進捗ってのはそれなりには我々の中ではで

きたのかなというところもありますんで、そういうところも踏まえてで

すね、 

0:19:59 ちょっと記載のほうは考えさせていただければなというふうには思って

ございます以上です。 



0:20:05 はい、蘇武ですまさにそういうことだと思っててですね分割の理由は、

一番最初に一番大きかったの設計進捗だったんで、その説明をしていた

だくのが一番 

0:20:16 理解しやすいんだと思います。ＭＯＸの方はここ、 

0:20:20 建設工程というのが一番大きな話だったと思いますので、 

0:20:27 ちなみにＭＯＸの方は分割計画は変えるつもりはないっていう、 

0:20:32 ちょっと申し訳ないですけどすみません乳井西田でございます。今、つ

もりはございません。当初通り建設工程に合わせてということで、4分

割ということで考えてます。 

0:20:44 はいコサクですわかりました。あれですかね、再処理とＭＯＸの関係性

でいうと、 

0:20:51 ＭＯＸ再処理の共用部分、再処理との共用部分っていうのは再処理が先

行して、ＭＯＸがそれを使いますよということで、 

0:21:01 ＭＯＸを使うということは許可で整理されているので再処理の申請にお

いてそこの部分はもうすでに考慮してやっておいてっていうことなの

で、再処理が進む分には何も問題ないっていうことですかね。 

0:21:13 はい、稲石でございます。そういう考えでもともと整理をしておりまし

た。以上です。 

0:21:20 はい。コサクですわかりました。それでしたら最後のレ点のところは、

その設計進捗のことも触れて、 

0:21:29 説明いただけるといいかなと。 

0:21:31 いうところで、あと類型化の方なんですけど、 

0:21:36 当分割でいく場合にはその類型のうちのどこが対応なんだと、次回に出

てくるもので同じ類型のやつも代表性としてどうかと。 

0:21:46 いうことを話をして次回合理的にやっていくと。 

0:21:50 いうのが基本思想で我々いたというところですけど、その点で言うとま

とめた際にわあ、その点ではそんなに次回のことを考えなくてよくなる

ので、その申請の中での累計で、 

0:22:09 代表性を淡々と見ていくということにはなるとは思うんですけど、た

だ、類型整理してないとその審査が長引くということになったりスルー

ので、 

0:22:20 そのあたりは何か今考えてることとかってありますか。 

0:22:25 はい。日本原燃の瀬川でございます。コサクさんが今ご指摘された通り

だと思っておりまして、やはり文化通の回数が増えれば増えるほどです

ね、 

0:22:35 次回申請分も含めてのその類型化の妥当性の説明といったところにすご

く苦労するかなというふう認識でおりました。また 



0:22:46 次回も含めての代表性代表選手の選定といった部分でもですね、選び方

に非常に説明に窮するなという印象を持っておったところでございます

それが、 

0:22:58 今回一本化するという方向でこれ動けばですね、そういった部分の新し

さ非常に解消しますし、合理的な説明をしていく合理、効率的な申請書

を作るという観点では非常にプラスの方向に働くかなというふうに認識

しておりますし、 

0:23:16 またそういった部分も含めてですね、類型化の検討を今進めているとこ

ろでございます。以上です。 

0:23:23 はい。規制庁日下です。わかりました。一方で一本化、一本化というか

まとめる等、その分 

0:23:31 審査の過程で表カーの見直しが必要になったり追加評価が必要になった

りといったときに、 

0:23:41 清閉会として、やってかなきゃいけない量が増えると。 

0:23:46 いうことにはなりますけど。 

0:23:49 それもあれですかね、分割すると、工事課井川で言われて前のやつにも

跳ねてというような危険性を考えれば、どっちにしろ、やらなきゃいけ

ないものはやらなきゃいけないのでということで 

0:24:04 要は、その時点のものとして増えても、それはそれで進めていくってい

う判断をされてると思えばいいんですか。 

0:24:13 はい。日本原電の瀬川でございます。 

0:24:16 これもコサク谷井のご認識の通りかなと思っております。確かにその瞬

間瞬間で処置しなきゃいけないた対象物量はですね、確かに分割してる

場合とそうでない場合とでは、 

0:24:30 物流が変わってくることはあろうかと思いますけれども、やはり最悪ケ

ースの後、次の 2回、第 2回から第 3回のタイミングでですね、何かフ

ィードバックが発生するみたいな、 

0:24:44 状況は、これは避けることができますのでそういった意味ではそちらの

方がメリットが大きいかなという印象を持っております。 

0:24:53 はい、わかりました。で、特に一番我々気にしてるのは、第 1回で話を

した地下水の関係だったり、地下水っていうか、地下水位の設定の間、 

0:25:08 買い取ったりそれの液状化影響の評価と、 

0:25:11 いうところ、或いは次、ここで書いてある地盤モデルと言っているとこ

ろの、江本モデルの範囲ですね。 

0:25:22 の、 

0:25:23 直下周辺といって整理をしていくのかっていうところの考えっていうの

が、第 1回はその限定した建物構築物だったのでピンポイントで話しま

したけど、 



0:25:38 今後複数の建屋があったときにどうするかっていうのが論点にありまし

て、それが 

0:25:47 原燃の申請してくるものの通りにそのまま進むのかどうかっていうの

は、ちょっと不安があるんですけど、その辺りどう進めるおつもりか何

かありますか。 

0:26:02 はい。日本原燃の瀬川でございますすいません衛藤井強ですね土建の人

間がいないのでですね、正確な回答になるとはちょっと思えないんです

が、私が思っているところでいけばですね、 

0:26:17 まず第 1回申請で、議論になっていた部分というのは、もちろん次の次

回申請の時にはですねまずさ、最初の断面でその論点の整理といった観

点でですね、 

0:26:28 次回申請分に対して、退会分がどういうふうに解釈されて影響されてい

くのかといったところを、申請設備はすべての建屋申請することになっ

ていくと思いますけれども、に対してですね 1件 1をきちんと、 

0:26:42 考え方を説明させていただいてですね、そこの見通し替えられた断面

で、そういった前提、展開の前提に基づくと、建物だとか地盤というの

は、 

0:26:56 こういうグルーピングで説明できますよねという建物の特徴、建物の評

価の特徴に応じた類型の説明、そんな流れでですね審査を進めていくの

かなというふうに考えておりました。 

0:27:10 はい、規制直属ですそれがですね、 

0:27:14 先ほど宇佐一番下のレ点で、分割の考えを変えるときに累計も関連して

というような古藤の一番大きなポイントになると思う。 

0:27:25 て言って、そこの見通しを得ることによってまとめて申請してもその混

乱のないようにというようなことにもなるんじゃないかなと思うんです

よ。 

0:27:37 それで先週、 

0:27:40 决得さん、藤瀬川さんもいらっしゃったと思いますけど面談をさせてい

ただいたときに、この辺りの整理状況はどうなんだと、 

0:27:52 そこの点で相談事項があれば面談するよう、面談或いはヒアリングでも

話を聞くというふうに言ってたんだけどと。 

0:28:00 いうところからの主状況もよくわかってないんですけど、何かそちらで

整理されてることありますか。 

0:28:14 はい。日本原燃の瀬川でございます。 

0:28:17 すいません。私もですね今週から復帰したところがあってですね、 

0:28:23 ちょっとその辺り地盤関係、過去にですね第二グループ以降の部分につ

いての扱いっていった部分も、 



0:28:34 相談したいというふうに思っているというような、社内の意見というの

が出てる、出てきているといったところまでは確認をしておりましたけ

れども具体的にちょっとどういう動きをしようとしてるかといったとこ

ろまでちょっとフォローできておりませんでした。 

0:28:48 戻ってですねちょっと土建と、どういう動きをしようかといったところ

をちょっと再度確認させていただいた上で、改めてちょっとどっかの場

でご説明させていただければなと思います。 

0:29:02 はい。整理をしておいてください。会合でも、この最後のレ点のところ

との関係でもお聞きしたいと思ってますので、その点で殊、 

0:29:14 どの程度、ここに書くかどうかってのはちょっとわかりませんけど、 

0:29:19 状況として説明できるようにしといていただければと思います。私から

は以上です。 

0:29:28 規制庁シミズです。と他介護資料について規制庁側から確認ございます

でしょうか。 

0:29:37 等では当園側から振り返りとして、資料の修正方針と修正版の資料をい

つ出すかについて説明をお願いします。 

0:29:51 はい。日本原燃高橋でございます。審査会合資料につきましては、ま

ず、0点の四つ目のところですかね、四つめのところにつきましては、 

0:30:03 もともとちょっと記載をしてたのは、若干ちょっと 

0:30:12 細か過ぎるというかねそういうところもありまして、記載につきまして

は、もう少し 

0:30:20 屋外施設とか、そういうような記載にするのとともにですね、記載の項

目につきましても、もう少し我々の方で整理をした上でですね、 

0:30:32 設備抽出も含めて、記載の項目についても見直して提出したいというと

ころでございますそれから、 

0:30:41 五つ目の矢羽根につきましては、説明性向上という言葉を使いましたけ

ども、もともとの分割申請の、 

0:30:52 理由というところを含めてですね、考えた際にですね、設計進捗という

ところも含めてですね、今回一括にした経緯というのを考えてこの記載

については見直して提出をさしていただきたいというところでございま

す。 

0:31:06 で、提出日につきましてはですね、 

0:31:16 明後日の木曜日に提出をさせていただければと考えております。以上で

す。 

0:31:25 規制庁清水です。当資料提出については何ボック曜日中ということで一

致をしました。 

0:31:33 あと、介護資料について全体通して規制庁側から何かございますでしょ

うか。 



0:31:39 すいません規制庁コサクです。以上と言っておきながら申し訳ないんす

けど最後の一括っていう意味なんですけど、 

0:31:45 1項申請に更新制もありますし、あと、共用の部分もあったりっていう

ことなんですけど、 

0:31:53 それは同時期に出しますよっていう意味で書いてるっていうことで推移

通り書いてたんですけども、まず間違ってます。 

0:32:08 宮村タカハシでございます。まず、 

0:32:12 一発の意味はまず、もともと分かれていたものを一緒にするというの

は、もちろんでございまして今考えているのは、 

0:32:21 1個 2個は当然一緒にできませんのであれですけども、基本的にはでき

るだけ医師一緒の申請にするということで、共用とか、その辺のところ

も、 

0:32:34 1項 2項の中では、基本的には一緒にする方向で考えたいとそういう意

味でございます。以上です。 

0:32:42 規制庁コサクですそうすると廃棄物管理ワー、再処理に引っ張られて 

0:32:50 いくということ等で、 

0:32:54 今日は共通 05はＭＯＸの分についてということで再処理の変更はされ

てないという状況ですけど。 

0:33:02 根本的に書き換わって廃棄物管理は、 

0:33:07 再処理の待ってねみたいな感じになるっていうことでいいんですね。 

0:33:13 日本原燃の高橋でございます。今はそのような方向で考えているという

ことでございます。以上です。 

0:33:22 規制庁規則ですそういうことも含めて話をしていただかないと、 

0:33:27 もともと共通 05なりでそういう話を聞いて申請を受けてるんですか

ら、 

0:33:34 よくわからないなというところだと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

0:33:44 成長市民です。どうもほか、規制庁側から会合資料について何かござい

ますでしょうか。 

0:33:53 なければ次の資料に移りますが原画はよろしいでしょうか。 

0:34:00 日本原燃車道ですはい。次の紙を行かせていただければと思います。 

0:34:05 それでは、次の資料共通 06から順番にやらせていただければと思いま

す。 

0:34:13 はい。共通電力ですがレビジョン中ということで 7月 29日に提出をさ

せていただきました。主な変更点は、1ページのところの点線四角で囲

んだ通りでございますが、 



0:34:27 ただ本文として前回のやりとりを踏まえて直したポイントとしましては

右下 5ページの頭の扱いのところですね、現状の別紙 1でのやりとりを

踏まえて修正をさせていただいてございます。 

0:34:40 はい。 

0:34:43 あとは、右下 26ページ、状況比較のところで前回、口頭でお話をさせ

ていただきましたガイドの取り扱いのところ、対象となる規格基準の記

載のところが、 

0:34:55 本文であることが明確になるように記載を修正をさせていただいてござ

います。 

0:35:01 続きましてＰＲＡですけども一つは地下水排水設備ポンプとあと水系と

いった構成物で成り立ってます 4、右下 45ページの 5番目とかで赤字

で、 

0:35:14 設備の中にエントリーをして、中にはいここの中で入れますよというこ

とで記載をしてございます。 

0:35:23 あとすいません申し訳ないという誤りでございます 20社 49ページで四

角が赤字で書いてあるところがあるんですけど、これ前々回から前回の

変更点を消し忘れておりましてこれは特に今回変更した場所ではござい

ませんでした。 

0:35:39 申し訳ないです。 

0:35:40 はい。続きまして、 

0:35:50 あれ、どこ行った、右下でいくと、112ページ。 

0:35:59 前回 111ページ 112ページ、続きで紙紙グローブボックスの仕様表にな

ってます。111ページ側に、吹き出しで右側に漏れ率の話の説明を追加

させていただいてございますが、なぜこう単位になっているかというこ

と。 

0:36:17 合わせまして、米をふやしまして、右下 112ページに、Ａ－55というこ

とで、ＪＩＳ規格、ＪＩＳ規格に基づく試験方法というのを、 

0:36:29 追加をしてそういうことで利率を算定するんだということがわかるよう

に記載を拡充をさせていただいたというところでございます。 

0:36:38 はい。 

0:36:42 続きまして右下 127ページが、ＭＲの取り扱いのところですね、記載を 

0:36:51 左から 3番目の枠のところに負荷の四角で追加をしてございます。 

0:36:56 いうことでございます。 

0:36:59 はい。これは、すいません私もチェックは怒らず、 

0:37:05 十分な例示になってませんでした右下 195ページに先ほど地下水排水設

備の仕様表の構成の説明を、一番最後のページですけどもしてます。 



0:37:17 排水設備はということでこういったものをしてますよという説明と、あ

とは指標でちゃんと説明するんですよ、設定値根拠設計根拠を説明する

んですよということを言った上で、 

0:37:29 まず構築の一部である駄目って説明をしてるんですけど、最初のイメー

ジを子供がつけるとですね、例えば構築物の一部なのかどうかがさっぱ

りわからないという構成になってまして、 

0:37:40 ちょっとこれ、すいませんＭＯＸの例示を付けるべきでしたボックスで

いきますと 1ポツ成型施設 1ポートの図面防火ポーターペア内建物構築

物、（2）遮へい設備、 

0:37:54 （3）、ポンプとか（4）に計装設備、耐熱で水位計が入るぐらいが順番

で例えば構築物の一部であるということがわかる構成になりますので、 

0:38:07 すいません出しておいて恐縮ですけどそちらの例示に変えて、もう 1回

出し直そうと思います仕様表上、燃料加工建屋自体の建物の仕様表が 1

回出てますし、いわゆるし、 

0:38:21 地下水排水設備に関するものは三階でありますけどもあくまで燃料加工

建屋の一部だと、いうことがわかるように構成している仕様表をつけさ

せていただくということで考えてございます。 

0:38:34 はい。主な修正点は以上でございます。 

0:38:39 規制庁市民ですと、それではただいまの資料について規制庁側から確認

ございましたらお願いします。 

0:39:04 じゃあ、規制庁コサクです。どうぞ。 

0:39:07 高ですけど。どうぞ。すいません。中ですけどここで 06で仕様表の話

をされてますが 08の方にも同じような、 

0:39:19 仕様表について説明があって、08の方で言えばさらにはその図面でどう

いうものを表すかと。 

0:39:28 いうところで終了に関してのコメントは 08の方で強い、同等の内容が

記載されていいるということでよろしかったですかね。 

0:39:40 はい。日本原燃社でございます。京都府 0区分は全介助含めた仕様表全

体の整理をして上の類型化とかまゆ機種ごとに宗教の例示を書かさせて

いただき、 

0:39:52 バス、今回の今回の申請対象の仕様表が共通 08に入ってますので、今

回の申請対象に係る質問とかやりとりであれば、ちょっとあっちの方で

お願いできればと思っておりました。以上です。 

0:40:05 はい。規制庁中川です。了解しました。 

0:40:10 規制庁岡です。先ほど説明があった 5ページ目の頭の、 

0:40:15 ところなんですが、前回の議論でちょっと別紙 1だけじゃなくて別紙 4

とかその、 

0:40:22 添付で基本方針のところとか、 



0:40:25 そのあとの具体的な詳細設計のところでの、等の扱いなんかも、 

0:40:31 共通 16 条は見えてきてませんがちゃんと社内ではルール化されている

んでしょうか。 

0:40:38 はい、上西荒でございますはいちょっとそういうことを考えますと、や

はり記載を拡充した方がいいと思いますので、レシーブ度留意事項とし

ても別紙の環境通告の中に入れて、 

0:40:51 整理をさせていただければと思いますちょっと私の力がおよんでおりま

すまだちょっと修正が追いついてませんが、そういうことで対応させて

いただいて、社内で第 2回以降も展開永久また再処理の方にも展開でき

るようにということで、 

0:41:03 させていただければと思います。以上です。 

0:41:06 よろしくお願いします。 

0:41:12 長シミズさんほかとこの共通 06資料において規制庁側から確認ござい

ますでしょうか。政調会次になんですが、 

0:41:22 準拠規則とかの話も同じような観点で、今その条文ごとに、 

0:41:28 住居規則とかあと参考文献の住居規則になっていたりとか、 

0:41:33 別紙側ですね、市側のポリシーがちょっと、 

0:41:37 ずれてんじゃないかなと思うところが幾つか見られるんですが、その辺

は整理されているんでしょうか。 

0:41:44 はい。日本原燃石原でございますはい前回も同斜か何でしたかねとかで

火山か何かあれですけど外部火災か、 

0:41:56 何だっけな。 

0:41:57 普通の一般的な呼称みたいなものをあてていたりとかで参考文献で書く

ところが、準拠規格で書くものが何なのかっていうところが、今ひと

つ、整理されてないところがありましてこれ社内で、 

0:42:11 すでにこういうものを書くんだよということをルール化して展開をして

ますのでそれが学会報告の中でも共通的にわかるように、整理をして記

載をさせていただければと思います。以上です。 

0:42:22 はい。規制庁岡です。よろしくお願いします。 

0:42:28 規制庁コサクです。 

0:42:30 最後のペイジーでボックスの例に差し替えるということではあったんで

すけど、 

0:42:39 も、 

0:42:40 区数の、 

0:42:42 場合は、これは 

0:42:45 確認ですけどこの丸ポツ丸ポツってなってるところろうは、 

0:42:51 8歳、最後の、 



0:42:53 一旦は建屋になり、（1）建屋の躯体があって、 

0:43:01 区画があって、 

0:43:04 ということでよかったんでしたっけ。はい、上田でございます。はいお

っしゃる通りでございます。最後の丸のところが燃料加工建屋と、

（1）で建物構築物、 

0:43:17 ていうのが出てきて（2）で、 

0:43:19 区画ですね遮へいとかのやつが出てくるということですはい。 

0:43:24 はい規制庁、迫ですそれーでいそうだとして、 

0:43:29 対応、再処理の方はこれでいくんですか、何か並ばないような気がして

て、どういう考えのことなんだろうっていうのを聞きたいんですけど。 

0:43:40 日本のシミズです。 

0:43:42 再処理施設の場合ですと、衛藤。 

0:43:45 複数の建屋がございまして、 

0:43:48 それぞれの建物が首藤力となる系統が分かれますので、その建屋につ

く、地下水排水ポンプであったり水系だっていう、そういうものについ

ては、 

0:44:00 それぞれの系統の中でも同じ所属でしょ、商標展開しようということで

今回ちょっと整理してございました。 

0:44:16 規制庁コサクですけどちょっとよくわからない。 

0:44:21 ＪＩＳこう。 

0:44:23 これか。 

0:44:25 処理系ということ書いてあって、 

0:44:31 その中に（1）株について（4）建物構築物、建屋、 

0:44:37 なってるんですけど、系統、 

0:44:41 裏捌いで建物が、 

0:44:45 てっていうことですか。 

0:44:46 表現のシミズです。はい系統ごとに、 

0:44:50 共通 06 で整理しております機種の大分類中分類ごとに、仕様表の構成

を上げて、 

0:44:59 この強展開して、それぞれの種別ごとに商標、展開しようと思ってまし

た。 

0:45:08 すいません。 

0:45:12 規制庁、宗です。それで言うと、 

0:45:19 なんですかね。 

0:45:22 建物構築物付の設備なんだと言い張っておられたのは、 

0:45:28 何だったんだろうかっていう気がするんですけど。 



0:45:32 はい。今の石原さんのやりとりをちょっと聞いてて私もちょっと整理が

おかしいというふうにちょっと気づきましたので、すいませんＭＯＸの

整理を踏まえてちょっとこの展開は見直したいと思います。 

0:45:48 はい。規制庁藤です。一方で先ほど（1）建物構築物、（2）云々と言っ

ていたことからすると、 

0:45:58 順番が違うだけというふうにも見えて、その辺りが、 

0:46:03 今石井良くわからないっていう感じもする。 

0:46:10 はい、日本の石田でございます。そうですね 

0:46:16 ＭＯＸの場合は、建屋 1個で、一番最初に出てくる施設の中に建物がい

るということで成型施設の中にぶら下げたという構成で、最初は確かに

複数の建屋がいて、その中で廃棄施設しか持ってない人が言うと、 

0:46:32 相手施設系のところ 2トップバッターに来るところに建物をぶら下げる

ということかなと。その建物の出し方を、 

0:46:41 括弧の中なのかそれとも大枠で家庭等っていう分類を変えて、そこにぶ

ら下がっているものとして建物の中にポンプなり要は地下水排水設備は

いますよと。 

0:46:53 いうふうに見せるかということかなとこの（1）番とマルマエの間の薄

順番とかの項目の整理をちゃんとすれば、 

0:47:05 先ほど今古作さんが順番の違いだけかなっていうところの、も含めて書

き方を紹介あれば言うてること同じようになるかなという気はしてま

す。以上です。 

0:47:16 規制庁コサクですわかりましたそれではいうとあれですね、私が一番最

初に確認した、丸ポツ丸ポツのところを最初にはこれまで、建物につい

ては、 

0:47:27 徳田氏せずに内数で書いてたけど、ＭＯＸをそういうふうにするという

ことからするとまた建物付ということからすると、00のところに建物を

打ち出させて、 

0:47:39 その中での、（1）（2）（3）というのは従来通り、分けて、順番はち

ょっとさておいてですけど、書いていけば整理が、 

0:47:50 同一になるってことですかね。はい。日本原燃石原でございますはいそ

ういうことかなと思ってました。はい。 

0:47:57 はい。規制庁コサクです状況はわかりましたので 

0:48:01 出し直す資料の中でですね、再処理も含めてどういうふうになるのかっ

ていうのがわかるようにしといていただければと思います。以上です。 

0:48:14 慎重シミズです。他、共通 06について規制庁側から確認ございますで

しょうか。うん。 

0:48:23 だけは原燃側から振り返りをお願いします。 

0:48:28 はい。石田でございます。 



0:48:32 これは本部文書のところで、盗難扱い鉄心も含めて全体今まで作ってい

る、ＡＢＣでの整理というのが共通的な交渉になるように整理をさせて

いただくということ。 

0:48:45 ここは状況比較のところは今回直したところだけじゃなくて今までのヒ

アリングでやりとりをさせていただいて提案のルール的に反映しなきゃ

いけないところを網羅的抜けなく、 

0:48:55 反映していくという作業をさしていただこうと思います。はい。あとは 

0:49:02 一番最後のページにありましたｏｎ6時校正ですかね、あの紙紙を出す

ときの目次構成は、燃料加工建屋とかＰＬアノンボックスの話を出しな

がら下と同じような展開になるように再処理側の見解も書くということ

で修正をさせていただければと思います。 

0:49:20 以上です。 

0:49:24 規制庁志水です。資料の修正のスケジュールについてはいかがでしょう

か。 

0:49:33 はい、井上西田でございます。そうですね修正自体は、ちょっと他のと

ころの展開とか全体の構成も含めて、別紙の出し方とかもちょっと考え

なきゃいけないところありますので 1週間ほど時間をいただければと思

います。以上です。 

0:49:51 規制庁シミズ数年しました。それでは共通 06、全体通して規制庁側か

ら、 

0:49:58 どう何かございますでしょうか。 

0:50:02 なければ続いて、次の資料に移りたいと思います。頭で共通中について

原燃側から説明をお願いします。 

0:50:12 はい。西原でございます。共通中、全般的な品証品質管理の方針という

ことで、ディビジョン 5を 7月 29日に提出をさしていただいてござい

ます。 

0:50:25 変更箇所については、主な変更箇所 1ページ目の四角枠でこれもすいま

せん四角枠を作ったり点線枠にしたりいろんな方法がいてちょっと共通

的にルールを決めたいと思いますが、 

0:50:39 に書いてある通りでございます。はい。物質、大きなポイントとしては

ですね、 

0:50:47 右下、 

0:50:52 今のックスでいきますと 24ページから、節交流会設計の実践警備工事

及び検査の計画というのがあります。 

0:51:04 その中で右下 30ページとか見ていただきますといろいろと記録等のと

ころに下線がついてございます実際の絵が、設計の進捗に伴ってエビデ

ンス類が、 



0:51:16 増えたりしてますのでそういうもので反映できるようにということで最

新の状態にさせていただいたということでございます。そういった変更

を前回からさせていただいているということでございます。 

0:51:28 はい。 

0:51:30 大きな変更としては今ご説明した内容でございますので、説明は以上で

ございます。 

0:51:39 金長市民です。それではただいまの資料について規制庁側から確認ござ

いましたらお願いします。 

0:51:57 規制庁の藤原です。私から 2点ほどお聞きしたいんですけど、80ページ

ぐらいからやっぱり濃縮とかとの横並びとった。 

0:52:08 資料のところでの差分について、少し備考な事項じゃないか、浅井につ

いての補足っていったところでも記載はされているもののちょっとわか

らないので教えていただきたいんですけれども。 

0:52:20 例えば 80ページなんかでいくと、設計開発計画ですか。 

0:52:26 最後のポツ、四角の中の最後のポツの中で、レビューの実施方法なんか

では、濃縮の場合濃縮安全委員会での審議っていうのがあって、 

0:52:38 最初に事業部では江藤部長の承認が受けるとことになっていないルーん

ですけど、レビューの方法としては、関連部門の代表者が内容確認と、 

0:52:50 ＭＯＸの場合は、設計主幹、課長の承認なんですけど、レビューとして

は、 

0:52:56 主幹加納衛藤作成者以外の設計担当者がない確認というふうになってる

んですけど、 

0:53:02 もちろん濃縮とかとの施設とか、組織とかの規模感というのが違うのは

わかりつつも、これってレベル、何ていうかね確認レベルとしては同じ

ぐらいっていうふうに合ってるって思っていいんですかね。 

0:53:25 はい。植野イシハラでございます。まずは、設計レビューをやり方につ

きましては、それぞれの施設事業部で違う連動、 

0:53:36 やる行為として必要なものはやられていると思ってますもしも安全委員

会になってますのは以前から岡野場でもご説明させていただいてます

が、 

0:53:47 一つの設計の計画を定めた書類ですね改造計画書であったり新増設計画

書、これを一つの書類の固まりとして、 

0:54:00 いわゆる事業変更許可をする前の設計のスタートから事業変更許可に至

るステージ、設工認の前、設工認に至る、 

0:54:12 ステージ工事と各段階でこの書類をブラッシュアップしながらレベルを

詳細にしていって展開をしているということでこのある断面を見たとき

に、改造計画書の位置付けをもって、 



0:54:26 全体を通して安全委員会で保留するということでルール上定めてござい

ますんで、この番号見たときに、そのレベルがそのレベルが必要かとい

うと、そうではないと思ってましてそれぞれ、それぞれの事業部で定め

ているやり方で十分その必要な 

0:54:42 レビューのレベルは達成しているものというふうに考えてございます。

以上です。 

0:54:48 規制庁の藤原です。 

0:54:50 と、 

0:54:51 今の返答だと、濃縮の方は若干、その塊でもってやっているので、レビ

ューがちょっと手厚く見えているっていう感じで認識すればいいんです

かね。 

0:55:03 はい。 

0:55:04 はい。乳井西田でございますはい。こっちあれですけど前事業部が立っ

てきた人間としてはそう見てます。はい。 

0:55:12 規制庁の藤原です。わかりました。で、その枠の中で、①から⑤の説明

が、差異についての補足のところで書かれていて、 

0:55:24 ⑤についての縮である、⑤の保安上必要な措置っていうのが、再処理と

ＭＯＸではありませんと。ただ、再処理の方では、88ページですか、こ

の 

0:55:37 工事の地震のところの、 

0:55:40 ④のところに、こちらが入ってますよっていう話がこの備考では説明さ

れてるっていう理解ですかね。 

0:55:49 はい。日本原燃車でございます。はい保安上の措置については先ほどあ

った改造計画書でいう安全措置を書きなさいというような仕組みで決ま

ってます保安上の措置についてはいわゆる、すでに設置されている安全

上重要な施設の申し込み以外は安全上重要施設はないので、 

0:56:06 レベルが高い位置にいるという設備に対して、影響を与えないというよ

うなことで、工事計画すると、例えば設計的にそういった機能がもとも

との 

0:56:18 要求機能を満足するように影響を与えないようにということを確認をし

ていくと、それ最初の設計段階からどんどんレベルが詳細化していけば

記載が拡充していくということです。 

0:56:31 再処理の場合も、10万人の場合、もしくはに対して影響のある工事を計

画する場合っていうのは、設計段階から、総合安全措置としてそん中へ

の影響も、 

0:56:43 ちゃんと評価をして確認していくというステージがあると、いうことで

す。一方ＭＯＸがなくなるのかってのが言ってみればまだ建設段階で相

手にする者がいないので、 



0:56:55 現状はそこまでは対象として見ていないということでございます。以上

です。 

0:57:01 規制庁の藤原です。 

0:57:03 相手がないっていうことで、ＭＯＸでは記載がないということは、わか

りつつも、88ページの記載だと、 

0:57:13 他の施設については、委員会とかにかけるんですよね安全委員会とか核

取の確認とかっていうのをする中で、これＭＯＸはしないんですかね。 

0:57:24 工事の実施のところで④の、 

0:57:37 乳井西原でございます。今言った 88ページですかね工事の実施、規制

庁の藤森宗です 88ページの④の工事の実施のところでおそらく保安上

必要な措置っていうのは、 

0:57:50 ＭＯＸでは相手がいないのでっていう話かと思うんですけど、その前段

にある衛藤再処理や濃縮のところでは、工事の地震のところで、設工認

の認可後に、 

0:58:00 補修作業の実施計画だったり解除計画といったところ、そういったもの

を、委員会とかにかけたり核取の確認取ったりっていうところがあるん

ですけど、これＭＯＸはしない。 

0:58:11 てことなんでしょうか。 

0:58:13 記載がないので。はい、日本でね。 

0:58:16 はい、乳井西田でございますはいこれも結局補修作業実施計画書ってい

うのは何かというと、再処理保安規定に定められている安全上重要な施

設の改造、 

0:58:29 もしくは安全上重要な施設に影響対応の工事を計画する場合にその影響

を与えないように実施する工事上の措置とかですね、その後をしっかり

と計画書に定めて事務部長の承認を得ると。 

0:58:41 事になってます事業部長の承認というのは、いわゆるずっと支援機関で

ある安全委員会での市民も含めてということで、計画をしていくという

ことになってます。 

0:58:51 もうこれ結局は今ある、すでに設置している季節への影響を評価すると

いう意味で保守作業実施計画書なり改善計画書を作るということで、 

0:59:02 そういう観点で安全委員会で見ていくということだと思ってます。ＭＯ

Ｘのあるステージになれば当然考えてルールを変えて、 

0:59:12 どんどん工事が進んでいけばですね、 

0:59:16 安全上重要な施設に対する影響というのを見る必要があるかもしれませ

んが実際にその安全上重要施設が安全機能等を達成する状態になってい

ない段階でそれの影響を見るってのはやはり、 

0:59:27 もやり過ぎたようですけど、何だかんやと若干違うかなと思ってまし

た。以上です。 



0:59:35 室長の藤原です。わかりました。 

0:59:41 今の説明ってものがあって改造なり補修なりっていう計画書だったんで

すけど新規の場合ってどこに書いてるんでしたっけ。 

0:59:50 新規工事です。 

1:00:08 はい。日本原燃石原でございます改善計画書もしくは宿利新増設計画書

みたいなやつに新しく増設するようなものについては、 

1:00:19 これ事業剣持の事業許可にかかるとか設工認にかかるという意味で安全

委員会にかかるマターとして最終的に工事の実施においてもその計画書

の改訂版をかけるということになってたと記憶をしてます。 

1:00:34 一方最初の方も、今すでにあるものと、影響、相互影響みたいなものを

見るという観点で安全委員会にかけているということかと思ってまし

た。はい。いずれにしても 

1:00:47 ご指摘の点はちょっとカバーできる例えば、じゃあ、ＭＯＸが向上する

時に再処理への影響を考えなくて、個別の計画ができるのかと。 

1:00:58 いうことになったときにそれは、現状は再処理側の例えば安全委員会で

見る行為なのかもしれませんし、濃縮ＭＯＸ側でちゃんと見なくていい

のか、それも含めて安全委員会かけなくていいのかってところは、 

1:01:11 これを検討しなくちゃいけない課題かなとは思ってますが現状はそうい

うルールにはなっていないということです以上です。 

1:01:19 規制庁の藤間です。郡星と、 

1:01:31 規制庁コサクですちょっと今の点で、内容自体は理解できるところはあ

るんですけど、 

1:01:38 ここで書いてる設工認の設計実績と言っているのと、 

1:01:46 設工認本文でＡ、 

1:01:48 Ａ1、ＱＭＳとして書かれている内容。 

1:01:53 とわー。 

1:01:55 どんな関係にあるのかということで、具体的には現在ＭＯＸ数工場は建

設中ということなんですけど、竣工した後の設工認の、 

1:02:08 体制っていうのは、何か変更が必要になるようなものではなかったかな

と思うんですけど、それはこの記載というのをそれの、 

1:02:19 本文というよりはそれを解説、実情説明する内容として現状ではこうで

すて、竣工後はこうなりますっていうことで下部規定の内容と思えばい

いんでしょうか。 

1:02:31 はい、日本エリアでございます。私としてはそういう理解をしてまし

た。はい。 

1:02:39 はい、規制庁補足ですでそうすると、 

1:02:43 下部規定を切り替えるのはどのタイミングでどうやってくっていうこと

なんですかね。 



1:02:54 はい。与儀石田でございます。 

1:02:57 社員分カクウした上でかと思いますけど、もう通常であれば核燃料物質

を搬入する前、ということになるかと思います。 

1:03:12 はい。そう 

1:03:15 すると、新基準適合の第 2弾の変更な。 

1:03:23 ですかね、設工認を踏まえたところでの保安規定変更の申請がなされ

て、認可がされた後、その時の経過措置的には 

1:03:35 工事の進捗とかを踏まえながらいつぐらいにっていうような話をされる

と思うんですけど、その際に、 

1:03:43 こういった作業の流れについても、 

1:03:49 竣工後の改造的な発想でその時の安全機能を確保するという視点を持っ

たプロセスに変更されるっていうことですね。 

1:04:01 はい。新美西原でございます私はそのタイミングそれが必要だという認

識でおりました。はい。以上です。 

1:04:10 はい。規制直接ですわかりました。で、ちょっと派生してなんですけ

ど、今話題になった 88ページ、工事の実施での保安措置と、 

1:04:22 いう関係だと、何を言いたいかを再処理の方は、ビクビクしてお聞きに

なってると思いますけど、 

1:04:30 先日の法令報告くうの事象で、この辺りちゃんとできてたのかっていう

ような話が出てくると思うんですけどどう認識されて、今、対応されて

るんでしょうか。 

1:04:58 人間理事少々お待ちください。 

1:05:40 日本原燃からナカムラです。先ほどの 4点につきましてですけれども、

今回、トラブルを起こした系統につきましてはとせＱＭＳに基づいて設

計管理を行いまして、 

1:05:52 それで改造計画書というものを作りまして安全委員会の承認を受けて、

工事に入っております。それで必要な手続きは実施していたんですけれ

ども、 

1:06:03 今から思うとちょっと重大事故に至るリスクがある工事だったというと

ころで、何点かもう少し慎重にやるべきだったなと考えている点が、 

1:06:13 点がありございます。 

1:06:15 今はそういった対応を行っております。以上です。 

1:06:21 規制庁コサクですけど、原燃らしいという非常に私にとってはわかりや

すい事例であって、 

1:06:30 形式的にやることはやっていると言いつつ、形式的であって中身がない

と。 

1:06:36 いう状況、中身がないというのを違和感持っか。 

1:06:39 を覚えないという組織だっていう感じがしていてですね。 



1:06:45 それをどう是正していけるのかっていう、いいきっかけなんだと思うん

ですけど。 

1:06:53 どうす。 

1:06:54 していけばいいと思われてるのかということで、法令報告の 

1:07:03 検討状況を確認するのは各館で面談で話ししたり、原子力規制検査で確

認したりということだとは思うんですけど、 

1:07:13 その辺りどう進める乙名なんでしょうか。 

1:07:18 はい。今、まずはですね規制庁さんのとはちょっと面談で進めるという

話をちょっとやっており、実施しておりまして、 

1:07:28 先ほどもちょっと申し上げました通り重大事故に繋がる恐れのあるリス

クがある工事のところで、やるべきことをやっているといういいながら

も、ちょっともう少し慎重にやるべきだったところが、足りてなかった

と。 

1:07:44 そういった部分を素直に洗い出して今後の工事ですとか、対応につなげ

ていければと考えております。 

1:07:55 はい。 

1:07:57 規制庁日下ですけど、何か発言ありますか。日本原燃社ですかちょっと

相変わらず曖昧な答えで、タブーとおっしゃっていただいてる通り形式

的にやり過ぎて本来のリスクとしてどこまで上げたのか。 

1:08:11 どこまでの影響範囲として、起こり得る事象を考えて、工事の計画を作

ったのか、安全委員会としてはどういう視点で見たのかっていうところ

にどんなところに皆さんがあったのかっていうのをちゃんと分析する必

要あると思いますけど。 

1:08:28 今までの経験からいくと、再処理を作る保守作業時計画書、工事計画書

というのは直接的にその工事をターゲットにしている安重に対しての、 

1:08:38 影響というのを一生懸命見ていてその周りにあるものを総合影響とか、

工事をするときに、何だかあの、 

1:08:47 影響を及ぼす可能性があるものっていうのを、やはりを広げてみるって

いう視点があんまりないっていうのが、今までずっとそうだった気がし

ます。そういうところをちゃんと、 

1:08:58 あれですけどこれ排気の漏えい事象の時もですねやリフトが勝手に流量

が上がりました。あれも結局は、誰かが触ったんじゃないかという事象

でそれも工事とか作業に入った人間が増えたんじゃないかということ

で、 

1:09:13 完璧にそういうことがないように手当をすると、いたものとうっかりゆ

ったりなのかその波及の同じような分類の話なのかなという気もしてま

すので、 



1:09:24 そういった部分を埋めてしっかりと工事の段階で、その影響範囲という

のを広げて自治会で見ていくと、リスクを洗い上げていくって洗い出し

ていくっていうのを証券やらなきゃいかんのかなとそういうところを多

分手当できるようにっていうのが、 

1:09:37 今回の反省で生かされるべきかなという気はしてます。以上です。 

1:09:42 はい。規制庁コサクですそういうリスクを見ていく視点とかですね、姿

勢っていう姿勢というとちょっと大げさですかね。 

1:09:52 見方がちゃんとできるよう 2、整理をするということが大事で、 

1:09:59 石原さん言われたように、類似のことってよく聞くわけですよ。結局変

わってないじゃないかって言われるようになってて、全然原因分析、再

発防止になってないっていうふうに、 

1:10:11 言われ続けちゃうので、その点をしっかりと整理をしていただきたいと

思います。で、特に今回は新基準適合工事であってということで、 

1:10:24 着手には十分注意をすることと、こちらからもさんざん言っていたにも

かかわらず、既設にはさわりませんと言っていたにもかかわらず触って

いてということで、 

1:10:38 言ってることがめちゃくちゃなんですよ。 

1:10:43 やること自体は大枠としては否定はしてませんけど、ちゃんと安全管理

をすることは当然の前提であってということで、 

1:10:52 その前提もできない人たちに何をやらせてあげられるんだろうみたいな

感じになっちゃいますから、しっかりと整理をしていただきたいと思い

ます。特に 

1:11:03 現状のプラント状況からする等、崩壊熱は大分下がっているにせよです

ね、機能要求を外しているわけではないということからすると、 

1:11:13 発電所で言うところのオンラインメンテナンスになってるわけですよ。 

1:11:18 オンラインメンテナンスであれば、どういうことが必要かというリスク

を上げていってそれに対する対策を講じて、代替措置として適切なもの

は何かそれが許容できる時間はどれぐらいかと。 

1:11:31 いうようなことを検討しリスク評価をしてということになるはずであっ

て、 

1:11:36 その発想が原燃にないんじゃないかっていう気がするんですけど、そこ

はどうなんですかね。 

1:11:55 規制庁コサクですけど。 

1:11:58 今の私の 

1:12:00 うん。 

1:12:00 発電所の状況とかも含めて言っちゃったんですけど、ご理解できます

か。 



1:12:10 はい。日本原燃社でございます。教育しておきます。正直高レベル廃液

特に廃液系の冷却機能化についてはよく保安規定でも、 

1:12:23 1ｋＬ通気をそうした時の代替措置とかさらに 2ケースだけになった時

の措置っていうのを規定上も書いていますけど、結局は、何て言えばい

いでしょう。どうしようもないっていうか、どこでも行きようがないも

のだから通常状態においてずっとそこに 

1:12:41 家レベルっていうか、存在しようというもので常時機能を要求するもの

を、正しくそういう状態で補修をするということが、古作さんおっしゃ

ってるはずだっていうオンラインメンテナンスに相当すると思ってます

特にこの、 

1:12:54 排気バンクについてはもう致し方ない、そうであろうが常時あり得る状

態なので、そこについてはやはり想像種の計画を立てるべきところだと

いう認識をしてますので、 

1:13:07 そういった保安規定上でのいろんな、この議論での成り立ちであったり

経緯というのもちゃんと理解をした上で、自分たちで売ってる施設に対

するリスクは何なのかと。 

1:13:17 ことを支給して計画を立てられるというのは、やはり理財だ人が言って

たり、別途本当はおかしいんですけど足りてないと、そういうことをち

ゃんと社内で議論をして、レベルを上げていければと思ってました。以

上です。 

1:13:33 はい。規制庁迫ですよろしくお願いします原燃再処理の保安規定は、 

1:13:40 炉のＬＣＯとかをですね、よく勉強されながら、かつ、同様にはできな

い部分を工夫して、 

1:13:49 安全冷却系とかの 1系統 2系統、速やかにという言葉であったりってい

うので何とか構成されているところですからそこを趣旨を理解をししっ

かりと運用していただくと。 

1:14:04 いうことが大事なんだろうと思いますので、先ほどのリスクの評価とい

う関係だと、現状の保有量であれば、保有量放管率であれば、 

1:14:16 等に上がるのに何時間かかるからその間にどういうふうにすると、それ

まで干渉するというようなことだったりということだと思うんですけ

ど、そういうのをちゃんと整理をしてやっていくことによって今回のよ

うな、通報の扱いがどうこうとかっていうも面もなくですね、 

1:14:33 認識共有できるんだろうと。そういう作業をするときには、原子力検査

官に一声かけて、こういうことがありますとこういう管理をしますとい

う説明を事前にしておくと。 

1:14:44 いうようなことで認識共有もできるだろうしっていうことだと思います

のでまずはその元たＥの整理の中で、話をしていっていただければと思

います。 



1:14:57 はい、仁平でございます。私は答えていただけないですけどはい。関係

者にちゃんと各部経緯も含めて、ちゃんと理解してもらうという活動を

前提にまずは進めたいと思います。以上です。 

1:15:10 はい。規制庁コサクですちょっと脱線しちゃいましたけど、今のも結局

計画立てたところのレビューということになろうかと思います。で、設

計の話に戻すと、 

1:15:21 設計レビューの話は今回もですね体制強化をし、して、その時のチェッ

ク体制としてどうあるんだと第 1回、第 2回する第三階層と、 

1:15:34 いわば 0でそれが 

1:15:37 規定上の安全委員会だったり設計レビュー、設計委員会でしたっけ、と

いうようなところとの関係はどうだっていう話を聞かせていただきまし

たけど、 

1:15:48 この資料上はそのあたりっていうのはどういうふうになるんでしょう

か。 

1:16:09 日本原燃社でございます。少々お待ちください。 

1:16:32 日本原燃の香山です。ＡＤＲＢＷの審査に説明した設備の具体的設計。 

1:16:40 に関する設計審査委員会のレビュー、設計主幹がおられる山田安全委員

会のレビュー等を用いた、 

1:16:47 設計プロセスについてはですね、こちらの資料の、 

1:17:04 申し訳ありません 9ページ目。 

1:17:07 9ページ目一方、 

1:17:10 さっきの 3ポツ 3ポツ 3の（2）の段階があるんですけども、 

1:17:14 こっちにおいて設備設計に係る調達管理の実施ということで、供給者

に、 

1:17:20 設計を委託する場合、そちらに対して仕様書等に対して当社が設計をし

て措置、 

1:17:26 設計審査委員会、安全委員会にかかるレビューを経てから、アウトプッ

トとして、仕様書を、 

1:17:36 供給者に提出し、詳細設計を実施しその結果について検証。 

1:17:41 多くない医療した設計図書事項については設工認申請書に反映するとい

った、プロセスの詳細が記載されております。 

1:17:50 以上です。 

1:17:54 規制庁コサクです私の質問の趣旨がご理解いただけなかったようなんで

すけど。 

1:17:59 そういう大枠のレビューではなくて、ヒアリング資料なりで議論をして

いた。 

1:18:08 第 1階層第 2階層第三階層のレビューについてお聞きしてます。 



1:18:17 レビューボード 2を用いたレビューの子供を、おっしゃっているのでし

ょうか。 

1:18:23 レビューボードは第 2階層だったと思うんで、それ以外も含めたんです

けどまずじゃあレビューボードについて説明してください。 

1:19:00 日本原燃の香山です。申し訳ありませんそちらのレビューボードや第 1

回総代会総代 3階層のレビューに関しては、 

1:19:08 ちょっと 

1:19:10 弊社の業務管理文書に定めたルールはあるのですが、こちらの資料には

反映しておりません。 

1:19:17 以上です。 

1:19:20 規制庁不足です。 

1:19:25 話した時にそこら辺がわかるようにというのもお伝えしたと思います

し、事業変更許可でＱＭＳをお聞きしたときにも、その辺りをお話して

いてこちらでも聞きますよってお伝えをしたと思うんですけど。 

1:19:40 資料に反映してないなら搬出内でしなくていいんだっていう理由なり何

なり言っていただいても結構ですが、説明はしてください。 

1:20:02 規制庁コサクですけど、そういう意味だと設計プロセスにない対応を皆

さん、これまで我々に一生懸命説明されたということなんですか。 

1:20:13 与儀西原でございますすいません私が私を挟んで、 

1:20:20 24ページ目から設計 1があって、29ページからですかね設計が始まっ

ていて、ここで作る様式類のベース医学部が今作っている別紙 1上のシ

リーズの別紙で、 

1:20:37 それぞれ様式と別紙のリンクを取っているということで、通常整理をし

てますので、やっぱこれも今で言う共通 00シリーズの資料のレビュー

であったりというのも入れた上で、 

1:20:52 それと様式のリンクっていうのを定め、整理をしてですね、 

1:20:58 見える化させていただきたいと思います。以上です。 

1:21:02 はい。規制庁コサクですそういうことだと思います。労農振基準適合の

時から大枠として許可から設工につなげるところはこの部分で様式を作

ってと。 

1:21:16 いうことになってて、その様式だとうわべになってしまうところもあ

り、具体的に精査をするのに、大分原燃ではいろいろな資料を作って検

討を進めてきたと。 

1:21:28 いうところで、その中で、品質をさらにしっかりと、 

1:21:33 ここの断面でもしっかりしていくということでレビュー体制を構築され

たということだと思いますので、その辺りをわかるように、 



1:21:44 入れていただくということがこの 1年半かかったといったところを、そ

の上で、品質を向上させていったんだということがわかるようになると

思いますので、 

1:21:56 ご検討くださいと言いつつそうするとー、これってあれですよね添付書

類の中に入るんですよね。 

1:22:15 はい、日本イシハラでございます。はい。入ります。 

1:22:19 いいますって言って今ドキドキしてますけど。はい。 

1:22:23 直します。はい。すいません。補正の中では次になってしまうかもしれ

ませんけど、直した上でお出しをします。はい。 

1:22:31 はい。規制庁日下です。ここのポイントだというようなところろうをし

っかりと書いていただければあとは補足で説明いただいても構いません

のでその点、対応よろしくお願いします。 

1:22:49 遠藤シミズほかと共通の事業について、規制庁側から確認ございますで

しょうか。 

1:23:00 すいません規制庁コサクです。ＭＯＸはそれで対応いただければと思う

んですけど、この後の再処理の方なんですが、先ほどお話した工事のち

ゃ留意事項みたいなところ、保安措置っていうようなところについて、 

1:23:15 ＱＭＳというよりは工事の方法かなっていう気もするんですけど、実際

に 

1:23:23 高レベル廃液とかも保有しているプラント状況において、どう進めてい

くんだっていうのは、設工認上も関連してくると思ってるんですけど。 

1:23:35 その点について、今回の申請でどうするかみたいなことは何かお考えに

なってますか。 

1:23:52 はい。宮城石田でございます。現状のステータスからいきますと、工事

の方法以前に、 

1:23:58 ヒアリングをさしていただいたときに、ＭＯＸと最初にやっぱり状況が

違いますよねということ。その当時も結局は現状ある設備に改造を加え

たり、 

1:24:10 次構台という工事が発生する以上は、何らか特殊要件として留意事項を

工事の後に示して、そこを展開をしていくということが必要なんではな

いかという議論を、 

1:24:25 させていただいてました。 

1:24:28 記憶でございます。す。 

1:24:31 その回答多分まだして、 

1:24:34 ない、してないよね、まだしてないので工事の方法の資料自体を直し

て、ヒアリングをさせていただくというステージが必要かと。 

1:24:45 思っております。当時の相手でもこちらからも、やはり何ですかね。 



1:24:52 凝縮機を新しくつけて、つなぎ込んだりとかいろんなは多分工事が発生

するので、あと安全冷却塔、もともとて建物の上にあったものを地上に

新しく作って、 

1:25:06 既設のものとつなぎ込むという工事もありますしいろんな面でやはり

今、設備があるものに対して改造を加えるということに対する留意事項

というのがあるんではないのかということを、 

1:25:17 こちらからもお話をさしていただいてそれを追加するというやりとりで

進めていたと思ってました。そこは社内で議論をして速やかに進めたい

と思います以上です。 

1:25:28 はい。コサクですわかりました。 

1:25:32 前話した時であれば保安規定で先ほど言ったようにＬＣＯとかもあって

ですね、もうそういう管理ができる体制になってるのでその中でってい

うようなので、そうかなあと思ってたんですけど。 

1:25:45 実数、実際にトラブルを起こされたということもあるので、その辺りも

念頭に置いてその部分どう書くべきか、 

1:25:55 実施されるようにしていくかと。 

1:25:58 いうことを改めて話をしていきたいと思いますので、検討をよろしくお

願いします。以上です。 

1:26:09 β線水とか、共通について規制庁側から確認ございますでしょうか。 

1:26:17 それはきっと原燃側から振り返りをお願いします。 

1:26:22 はい、乳井西浦でございます。一つは今まさしくやっている設工認関係

のレビューのシステムですね、様式関係との今の品証の 

1:26:36 いわゆる家設計のフェーズのところでのやりとりっていうのを、今の改

善がわかるような記載に見直しをするということをさせていただくとい

うことが 1点。 

1:26:48 あと 

1:26:50 最後の工事の段階でのものについては工事の方法側で対応になると思い

ますけど現状の施設に対する工事をするということに対する、いわゆる

有利事項なりで工事の方で手当をするものが、 

1:27:05 あるんであればそれをちゃんと追加をして回るんであればというあるん

だと思うんですけど、追加をして、ヒアリングの資料を提出したうちに

ヒアリングをさせていただくという対応をさせていただくということ

で、だと思ってました。そういった対応、 

1:27:19 させていただきます。以上です。 

1:27:25 はい、吉見です。最後の詰めについて規制庁側から何かございますでし

ょうか。 

1:27:33 なければ続いて、次の資料移りたいと思います。 

1:27:39 次は共通 5について、原燃側から説明をお願いします。 



1:27:45 はい、ニューシアでございます。共通前をリビジョンということで 8月

1日に提出させていただきました。 

1:27:54 1ページ目にあります変更点で今回は、先ほどコサクさんからありまし

たＭＯＸの表の部分だけを追加の変更して、 

1:28:04 お出しをさせていただいてございます。 

1:28:07 右下 2ページ、3ページに、ＤＢ末の表がございます。 

1:28:15 考え方が、2ページ 3ページの下に、③各四角バーの考え方として記載

を拡充をさせていただきました。 

1:28:24 若干センスが内容は 3ページと 2ページが全く同じような、技術的、技

術基準等の要求に変更がない条文についてから始まってるところがです

ね、 

1:28:34 それは新規なので変更がない条文ってのはそもそも項目間はずなのに書

いてしまってるところは、すみません、ちょっとやり過ぎた感がありま

すけど考え方が下に書いた通りで、 

1:28:47 前回から大きく見直しているところは設備名はなるべく分かるようにと

いう拡充させていただいたのと、 

1:28:54 ですけどとじ込みのところに、グローブボックスの利率のご意見という

ことがわかるようにであったりとか、26条の遮へいグローボックスとし

て排煙を鍛え、見ているものについてはそれがどういったものだと、何

か入れているかということがわかるようにと。 

1:29:10 いうことの記載の拡充といったものをさせていただきました。 

1:29:17 地盤のどこですかね。資格ってますよくもともと、 

1:29:23 第 1回の燃料加工建屋で地盤を見て、そういった質、十分な地盤支持の

支持を持っている地盤につけ、設置するんだと。 

1:29:33 いうことを言った以降、それぞれの設備は燃料加工建屋に入っていると

いうことで必要な地盤に乗っかっていることが説明できるだろうという

ことで、もともとがバーって書いてましたけどバーッと何か違うなとい

うことをして、 

1:29:47 資格というちょっと新しい器具をつけさせていただいたということでご

ざいます。 

1:29:53 だからちょっと説明は十分、 

1:29:56 し尽くされてないとすいません出しておいてを持ってきたのは、 

1:30:00 ベースのところなんですが、第 1、新期以降変更の第 4グループのとこ

ろで、 

1:30:09 開発課分が出てきます。 

1:30:13 考え方としては、この新規になってる方が、最初被害の方に合流したと

最初にこの中でのいわゆる開発課のことを言ってます。2項変更は、Ｍ

ＯＸ燃料加工建屋の排水孔から再処理の 



1:30:28 例えば廃棄処理建屋までの配管の話をしてまして、ＭＯＸから最初に前

野間がすでに前回、以前の設工認に出てますので 2項変更の扱いにして

ます。 

1:30:40 Ｄて最初のガードの方で共用する部分が、一行新規という扱いで整理を

させていただいていると。 

1:30:47 例えばですけど材料構造のところで三角で、 

1:30:53 スターみたいのがついてますけどこれは注書き下の凡例に、 

1:30:59 あります、大井受第 4グループの第 15条 1項、新規についてはという

ことで再処理と共用する開発関係の申請であり、最終施設流用という言

葉が盛り込まれないですけど最初に申請して認可をいただいたものがと

同じですと。 

1:31:15 いうことを説明するということで考えているので、三角であったという

ことで、別の記号になりますけどつけさせていただいたということでご

ざいます。 

1:31:25 はい。説明は以上になります。 

1:31:28 吉見です。それが共通語について、今回ただいま説明があった表につい

て報告されたということで、まず徳山さんに関連して確認をしたいと思

います。 

1:31:42 まず私の方からちょっと何点か確認させていただきたいんですが、 

1:31:47 全体的に前回のヒアリングを踏まえて記載を拡充したということは認識

しつつ、ちょっと一部前回のヒアリングでのコメントが反映されてない

箇所があるので、確認さしてください。 

1:32:01 8条の外部衝撃についてなんですけども、 

1:32:06 現状はバーとなっている箇所でこれら、もう外部収益の損傷防止を考慮

する率が申請されるとは思われるんですけども、 

1:32:18 どういった整理で、 

1:32:20 この辺の考え方でいるサーバーは対応する設備の申請はなしっていうこ

とにしているのかっていうことを整理をお聞かせ、説明をしてくださ

い。 

1:32:30 はい、与儀西原でございます。いくつかの資料を作って片手落ちになっ

てたかもしれません。共通 08の通りはこの外部衝撃の整理としては、 

1:32:42 防護対象設備のうち、燃料加工建屋に集合するものは、建屋になるって

今はそれぞれ建屋で守られるのは、 

1:32:53 0とはしませんよというような考え方で整理をしましたので、今、ホテ

ル鳴海のついてるところが建屋に収納される以外に、空気の流量になる

とか、いろんな気圧差も含めて考慮を個別にしないといけない防護対象

設備としてエントリーされた部分。 

1:33:12 都丸として説明書をエントリーさせていただけるということでした。 



1:33:17 以上です。 

1:33:19 はい、別所です。あとその説明は前回の日程の言葉されてて、そういう

整理だということを理解して、まあまあっていうのは立証なしっていう

ことになるので、前回のヒアリングでお伝えし、 

1:33:34 出たと思うんですけども、米印なりで補足して、ただの最初なしのバー

とは違うっていうことをさせていただければと思います。 

1:33:45 はい、日本の石田でございますはい。失礼いたしました地盤のような形

で、対象がいるけども、すでに 1回で申請してるっていうお答えに収納

することで、 

1:33:56 説明がそれ以上ないというところがわかるように、資格だか何だか新し

い期記号なのか資格にした上で別ん、この 

1:34:06 グループの説明がわかるような凡例の中での説明を追加をさせていただ

きたいと思います。以上です。 

1:34:14 トーセ、はい。はい、どうぞよろしくお願いします。 

1:34:18 続いて 12条を一対 1枠と金 41条火災についてなんですけども、その第

4グループの 2項申請であれば、記載されていて、 

1:34:31 それらの部分第 4グループで評価結果を示すものって言いしてるんです

けども、それどういった整理でバレー該当なしとしてるのかっていうの

を説明してください。 

1:34:57 すいません。はい。日本原電車でございます。上川さん。 

1:35:02 話でございましてすいません。 

1:35:05 おっしゃっていただいた通り評価がまず基本設計方針と書いてあるとこ

ろに、含まれておりますこれをちょっと明示的んま括弧書きでも出した

いと思いますということと、1項で評価を示して、2項のものが以降

に、 

1:35:21 被覆んで説明をするということがわかるように、バーではなくて、同じ

ように四角に何なり気をつけて、そこに含まれるんですよということが

わかるようにさせていただきたいと思います以上です。 

1:35:36 はい。延長して、前回の経理部でも変な、ちゃんと一行でまとめてって

いう話もあったと思うんですがそういうのがわかるように、記載を、 

1:35:47 補足していただければと思います。 

1:35:50 藤最後私から 1点、32条の鳥飼についてなんですけども、これはちょっ

と認識を確認したいっていうことで、 

1:36:04 極度ハッピーの章で第一グループについてこの似たような、 

1:36:10 この表がついてると思うんですけども、この条文については、すべての

会議であの場ってなってると思うんですけど、そういった整理をしたの

かっていうのを確認したくて、 



1:36:21 特にあの調査で確認した通り委員会置けないっていうことかと思うんで

すけども、言ったような内容で、津波においては第一グループで、 

1:36:29 その旨確認することとして一応あるとはしていって、檜垣奥寺八田の資

料になるんですけど、 

1:36:38 この違いといった点でどういうふうに言ってるのかっていうのを説明し

ていただければと思います。 

1:36:45 はい。乳井者でございます。示し方はちょっと別途考えたいと思います

おっしゃっていただいて津波の方はですね、津波に対して影響がない場

所に設備を設置しますと、建物を設置しますであったりとか、 

1:36:59 設計方針があります。一方、委員会事項の拡大を防止するための設備と

いう第 32条については、これ許可の時にもこれに対応する臨界事故が

起こらないので、対応する設備はありませんということになってます 

1:37:16 おっしゃられていただけ。 

1:37:18 基本設計方針なり添付書類んを、 

1:37:23 ライン会でお出しをすることで考えてますので、一行周期のところです

ね、2、そういうものが出るんだということがわかるように、 

1:37:33 何か記載をしたいと思います。以上です。 

1:37:38 吉見です。 

1:37:40 でも第二グループっていうのは、その 1階に関する設備が出るときに基

本設計方針を示されるっていうことで、 

1:37:50 リッカー盗む資料でもそういったような形で書かれていたので、 

1:37:55 そういったことで認識しました。 

1:37:59 うん。 

1:38:01 それではこちらの表について規制庁側からご確認等ございましたらお願

いします。規制庁コサクです今の最後の。 

1:38:11 隣家いい。 

1:38:13 講師なんです。メーカー越し臨界事故対策なんですけど、 

1:38:18 何で第 2回なんですかね、そこら辺の考えを少し聞ければと思うんです

けど、重大事故対象の全体像としては、 

1:38:28 今回申請部分もあってっていうことなんですが、その考えをお聞かせく

ださい。 

1:38:38 はい。日本原燃志田でございます。 

1:38:42 おっしゃっていただいたのも含めて 

1:38:46 いろいろ考えた結果に会議しましたってことなんですが、施設全体の共

通的な方針でかつ設備がいないので 1回出せばいいだろうかなっていう

のがまず一案であったのと、 



1:38:59 とはいえ、認可に対する設計として出てくるもの、いわゆる臨界の基本

設計方針なり臨界に管理委員会管理をする設備を出すときに出しますの

で、 

1:39:10 そこの並びで合わせて、基本設計方針より検討を出すっていうやり方も

あるかなという不安を出した上で、下二つの案で今整理をさせていただ

いたということでございます。以上です。 

1:39:25 規制庁迫です。それで雄踏条文でいう等、第 26条から第 31条までと。 

1:39:36 いうのは共通。 

1:39:38 の方針であるといった方針で対応すると。 

1:39:42 いうことですけど、第 32条以降の条文対応は個別。 

1:39:49 設備でしたっけ、個別事項でしたっけ、の方の方針なり、 

1:39:56 数、仕様表ということで対応されると。 

1:40:01 いうことなので第 1回ではなくて第 2回以降の対応に整理をされたって

いうことで理解すればいいんですか。 

1:40:10 はい、峰瀬谷でございますはいおっしゃっていただいたことで考えまし

た。はい。 

1:40:17 はい。規制庁コサクです。わかりました。そうすると、 

1:40:23 藤。 

1:40:24 個別ＩＩ－っていうところで言う、 

1:40:28 トーン 

1:40:29 ＳＡＢの方の隣家いい。 

1:40:33 投資の設計方針なりを書くところに 

1:40:39 ＳＡのこの部分も変えていくということなのかなといいますか、思いま

したが、 

1:40:48 個別、ちょっと今、今更って申し訳ないんすけど、個別事項の方針なり

っていうのは、 

1:40:56 いえ、 

1:40:58 藤氏、艇庫。 

1:41:00 とに書かれるんでしたけど、どんな構成であり、その委員会ボイスがど

ういうふうに書かれるのかっていうのをお聞かせいただけますか。 

1:41:11 はい、弓削西原でございますまず従来事項として対象側、 

1:41:17 大小に直接関係するものですかね、閉じ込める機能の損失に関わる設備

ということを、一番大枠のところの方針は閉じ込め、 

1:41:28 条文のところでの見解として書くと、委員会については認可事項のとこ

ろについては、委員会のダウンのところで 



1:41:39 委員会の単一ユニットとかいろいろ書いて一番最後の方で、別にこう戸

建て、分解事項の話をしてエントリーをするということで考えてまし

た。あとはもうそれぞれ、 

1:41:51 いわゆる元とかの設備については当然ながら電源とかの各条文対応とし

ての基本設計方針の中で展開をしていくということで整理をしておりま

した。以上です。 

1:42:06 規制庁蘇武です。 

1:42:10 何ていうんすかね。個別事項の構成ってどうなってるんでしたっけ。 

1:42:19 電源とかだったら電源設備とかって言われればそれで、 

1:42:23 イメージはわくんですけど、 

1:42:25 閉じ込め臨界って言われるとそんな設備構成での記号でしたっけってい

う感じがするんですけど。 

1:42:43 日本原燃石原でございます。まず考え方としては、おっしゃっていただ

いて、設備として例えば閉じ込めを飲ん中、閉じ込めの重大事項に対す

るために感知とか消火とか出てきます代替感知設備とか出てきますけど

それは 

1:43:01 火災防護設備の中にエントリーをして設計を語るんですが、閉じ込める

機能の喪失全般のその重大事故に対する基本方針みたいのを、 

1:43:13 共通項目にも、 

1:43:15 閉じ込めの 4、現物の中の構成の中で説明しようと思ってまして、これ

がですね。 

1:43:22 次の資料飛んじゃますけど共通 08の、 

1:43:27 宮下 96 ページを見ていただくと、 

1:43:32 ちょっと説明がブレイクされてなくて恐縮ですけど、火災の方について

は 96ページのその他設備の 7ポツ 1の火災防護設備の中がブレイクさ

れて、 

1:43:44 大体感知とかいろんなものが出てくるということだと理解をしてまして

それとは別に球場の確認の上が共通項目、 

1:43:56 もう第 1章の 4.3床に閉じ込める機能の喪失に対処するための設備とい

うことでこれを閉じ込めの重大事故全般の基本方針をここで述べよう

と。 

1:44:10 思ってました分解の方が多分出てくるのかってこれはまたブレイクしな

くて恐縮ですけど 1ポツの臨界防止の中に、登場します大変次戸田副ス

リットが出てきて確か。 

1:44:21 臨界警報の話が出てきた後に、この臨界時効の話の前、共通的な方針を

書くということで 

1:44:32 前回の方はもうそれで事故がないということなので、そこで終わりまし

て、閉じ込める機能の喪失については、事故全般の教育基本方針みたい



な、文献 3で書いた上で、それぞれの設備、こういった設備が構成とし

て必要ですよと言った後に、火災防護で設備であったり、 

1:44:51 わけ。 

1:44:54 廃棄施設の中に確か、 

1:44:58 外部放出抑制設備というのが出てくると、いうような構成で、第 1章と

第 2章の書き分けを考えてました。以上です。 

1:45:07 規制庁小阪です。わかりましたちょっと私が先ほどの説明を勘違いして

いてここで言うその 1ポツとか 4ポツ 3っていうのが、第 2章側なのか

なと。 

1:45:18 思ったんですけど、そう、そうではなくてということで、理解をしまし

た。そうするとー 

1:45:28 こちらで書くということは先ほど私は 

1:45:33 ちょっとすみません、 

1:45:36 第 31条までが共通というところで言いましたけど 30、第 32条も第 33

条も、共通であって 

1:45:47 それはＤＢ側で共通で整理をする、第 

1:45:52 4条、 

1:45:53 なり閉じ込めは、 

1:45:57 どういう場ですかはい、はいとセットにする必要があるのでっていうこ

とで共通側に対応していると。 

1:46:04 いうことで理解をしました。一方で、共通ではあるんだけど、個別設備

に関連する部分なので今回は申請対象会員数、 

1:46:17 いうことですね。はい、日本エリアでございます配管もおっしゃってい

ただいた通りです。 

1:46:23 はい。わかりました。んな。なので第 2回に臨界事項対策が不要だとい

うことが書かれると、 

1:46:35 いうことで理解をしましたのでそこら辺、最初に戻ると志水が言ったと

ころですね、第 2回でそういうことがあるということをわかるようにし

ていただければと思います。 

1:46:46 以上です。 

1:46:52 元条件三つとか、こちらの表について規制庁側から確認ございますでし

ょうか。 

1:47:00 規制庁タジリ数、幾つか確認したいんですが、 

1:47:04 まず、 

1:47:05 タマキな話で凡例のところの丸が、 

1:47:08 何だろう。新規新設ＰＣ制って何か多分設備、固定する場所が間違えた

んだと思うんで、適宜修正してくださいという話と、 



1:47:18 あと、ここで丸のところで、新規申請設備または変更あり設備っていう

ふうに書いた場合は先ほどシミズの話の中であった影響評価するような

ものもこの言葉の中で読んでるというふうに整理すれば、されてるとい

うことでよかったですかね。 

1:47:33 はい。二本木者でございますはい。言葉の方は大変失礼しました。そう

ですね変更あり新規評価みたいなものも含めて丸の中で呼んでいるとい

うことでございます以上です。 

1:47:45 はい規制庁タジリです。阿藤。例えば十四条とかのところで、この記載

の意図を確認したいんですけど、例えば第二グループ以降申請のところ

で、まるで施設共通基本設計方針でマルというやつがいたりするんです

けど、 

1:48:00 これっていうのはどの部分の基本設計方針のことを言って、先ほど 2章

の話とかも出てきたんですけど、安全機能を有する施設に関していう

と、共通部分に関しては 1回目で大体出し切ってしまっている気がして

いて、この丸というふうに書いてあるのは第 2章のことですかね。これ

はどれですかね。 

1:48:22 はい。乳井西原でございます。えっとですね共通複数一遍に作ってどっ

ちにも入れとけばよかった気がしますけど。 

1:48:32 共通 08 のですね右下。 

1:48:38 85ページですかね。 

1:48:47 中で、施設共通第 10条で施設共通に入っているので、申請時期が 1と

なっているものが今回 1回で、 

1:48:57 施設共通として入っているもので 25とか書いてあるところは 2回で出

てくる人。 

1:49:06 です。でも 2－1が根井久世河田は糸井他、 

1:49:09 遠隔操作のところですね 2－1とかで出てくるのが、あと 3の一部を含

めてそれぞれの改善で 9施設共通としているところは、こういうもので

すというのを整理をさせていただきました。ちょっとそういう意味で田

上さんおっしゃっていただいたように、 

1:49:22 大枠へほとんどなる共通事項は 1回出ているということでございます。

以上です。 

1:49:28 規制庁舘です今ここに書かれてる 2－1とか 3－1とかでいいんですけど

こういったものっていうのは申請書上どこに書かれてるかっていうとさ

っきのミッションになるんですかねこれ、どこに書かれてる文言のこと

指してるんでしたっけ。 

1:49:54 はい。 



1:49:56 すいません日本入社でございますそうですねちょっとここは整理が要り

ますね 10年度と言っていながらも多分個別設備です文章で言ってると

思います。それぞれの施設側ではないと思ってました。以上です。 

1:50:08 はい。規制庁田尻です。何かそうかなと思っていて、2章の十四条のと

ころに関して言うと 2章のところで訂正工程設備という言い方がいいか

わからんけど加工するための設備のところを、 

1:50:19 第 2章のところで今回例えば活字にいっぱい書いてきてたのでそういっ

たものが多分この申請会社にいるのかなと思って見てたので何かそうい

う意図かなと思ってたんですけどそのあたりがはっきりできるといいか

なというふうに思っています。 

1:50:31 あと、続いてちょっと確認なんですけど、安全避難通路のところで、 

1:50:35 安全避難通路のヒアリングで、もう 1回来てよかったんですけど、今こ

こで第 4グループの申請出てるのは多分緊対とか貯蔵所とかのイメージ

で○ついてると思うんですけど、一応の整理なんですけど堂々とかがい

ると思うんですけど 

1:50:49 再処理とＭＯＸの間の労働っていうのは、9人が立ち入らないことにな

っていて、例えばそこんところで台車とかにトラブルがあっても別に人

が入ってどうこうというよりは 

1:51:00 建屋がわかると言えばいいのかわかんないけど、遠隔的に操作ができる

から 1度の立ち入りは基本想定してないと言えばいいんでしたっけ。 

1:51:08 はい。乳井リーダでございますはいまず、通常時人が立ち入ることは考

えていません。あと設備会社が、その中を走りますが何らかあった時に

は建屋側からそれを 

1:51:20 救援するというか、措置は設けられてますのでそちらで対応するという

ことで整理をしておりました。以上です。 

1:51:30 規制庁舘です。学んで、事故とかが起こって台車が倒れたりしたらそれ

はさすがにっていうところはあるけど基本原則は入らない形になってる

ので、避難通路というか、いろんな当然逃げるようになってるけど避難

通路の設定という意味では、通常時に人が立ち入るとか、そういったも

のには該当しないので今回登録してないので、2項のところで丸がつい

てないと思えばいいです。 

1:51:50 何行でいっぱいのところであるついてないというふうに思えばいいです

かね。 

1:51:53 はい、日本エリアでございます。おっしゃっていただいた通りでござい

ます。 

1:51:59 はい。規制庁田尻です。で、あともう 1点なんですけど換気設備のとこ

ろ、23 条のところで、今の喜多廃棄物の廃棄設備として多分書かれてる

と思うんですけど、 



1:52:11 換気設備の方だと吸排気が該当する気がするんですけど、吸気系もここ

で読めていると思えばいいんですかね。 

1:52:22 はい。日本原燃車でございます。はいこの中に全部含んだ形で書いてお

りますちょっと別紙とか出てくる設備名称とのリンクがうまくとれない

ところがあるかもしれませんのでそこはもうちょっと詳しくに書こうと

思います以上です。 

1:52:38 はい。規制庁丹治です。どこまでを紙設備どこまで廃棄設備っていう、

閉じ込めの条文のところでちょうどそういう話をしてたので一応お聞き

してみたという形なんですけど一応このタイミングで吸排気場合は、 

1:52:50 換気設備に絡むの意識出てくるということで一応理解いたしました。 

1:52:54 あともう 1点すみません、ちょっと認識がずれてるかどうかの確認です

ので先ほど共通 8見ればいいのかもしれないんですけど 11条のところ

で、 

1:53:02 第二グループの 2項であるとか、第三グループ 2項のところもうここの

施設共通基本設計方針もあるという形で書いてあるんですけど、これっ

ていうのが、個別の感知設備とか消火設備が出てくるっちゅう話じゃな

くてこれも基本設計方針なんですかね。 

1:53:19 はい。日本原燃星車でございます設備の船断面みたいなやつが、個別の

設備で出てくるので、 

1:53:26 それぞれ書いているということでございました。以上です。 

1:53:30 規制庁鳥居です。であればもう基本設計方針で書かれてるけど、やっぱ

個別設備の仕様として担保するものがこれそれぞれ確認すべきものがあ

るからっていうことですねよく理解いたしました。 

1:53:41 自分からとりあえず以上ですありがとうございます。 

1:53:47 超過です。私からも幾つか確認したいんですがまず先ほど説明があった

20条の廃棄施設数の、 

1:53:56 第 4回の 

1:53:59 海洋放出管理系なんですが、第 2項で、海洋放出管理系と書いていると

ころっていうのは、既認可で海洋物関係っていう、 

1:54:09 て止め、 

1:54:10 認可と。 

1:54:13 ていたんでしょうかというレベル廃液処理設備も、 

1:54:16 気にかぶるということなんでしょうか。 

1:54:30 宮城西原でございます。まず、整理をしますと、基準化の段階では、プ

ロの廃棄処理系の一部として低レベル廃液処理建屋までの、 

1:54:43 ルートも含めて、申請をして認可をいただいてます。そのあと事業変更

とかの際には、下部ホースカーを共有するという際に、 



1:54:53 回数以降までは、いわゆる警備の廃処理設備、それ以降が海洋放出関係

として、一連の流れとして、設備区分を整理をさせていただきましたの

で、現状の記載としてはその整理に基づいた記載をさせていただいてい

るということでございます。以上です。 

1:55:10 伊佐医長、岡です。わかりました。はい。 

1:55:15 あと、遮へい条文 12条、ちょっと前から少しあったところではあるん

ですが、 

1:55:23 第 2回の移行調整の 

1:55:26 労働者性とか、 

1:55:28 ここで出してくるものっていうのは基本的には、 

1:55:32 金から変更もない設備っていう位置付けだとは思うんですが、 

1:55:38 一方で第 1回のレイアウト変更の関係で建屋されても、 

1:55:42 中心に結構、建屋内のすべての評価対象。 

1:55:46 して、下の、 

1:55:48 第、第 2項申請で出してくる部分というのは、第 1回の評価に、 

1:55:55 基づくような立ち位置で出してるんでしょうかそれとも 

1:55:59 完全に既認可の施設施設として出していくんでしょうか。 

1:56:04 何かその辺で差が 0かというのはちょっと違ってくるような、 

1:56:09 気がしまして、いかがでしょう。 

1:56:15 はい。日本原燃石田でございます。 

1:56:20 何で言えばいいんでしょう。個人的にはあまり参加が使いたくない派な

ので、切り換えがあったとしても今回例えば第 1回やらせていただいて

るような遮へいのいろんな計算の、 

1:56:33 基準であったり、添付書類とか、行政経営方針といろんな明確化といっ

たこともさせていただいて整理をしているものを、 

1:56:40 運営をして、第 2回の添付書類は、出し出させていただくと、なので、

認可をいただいた通り変更ありませんという、出し方をするつもりは、 

1:56:51 今のところないというのが前提だと思ってますそれを三角に書くのよと

言われると、0なのかもしれませんが、以上です。はい。社長、その方

が、 

1:57:01 おそらくシンプルで、そういうことであればここは 0なのかなと思いま

すんでまた検討の方、よろしくお願いします。私からは以上です。 

1:57:13 はい。日本原燃石原でございます。若干聞いてるのはそうなると全部 0

っていう時にしかならなくて、そういう整理のあり方と医局長ですがち

ょっと 



1:57:24 明らかと同じっていうのは結果だけが同じということであっていわゆる

整理が大分、それぞれ変わりますので、そういった形で、グラフィック

せいかもはい含めてやらしていただくので、 

1:57:36 そこでちょっと整理をさせていただいて適切な表示にさせていただけれ

ばと思います以上です。はい。議長すいません。はい。そう。規制庁コ

サクですちょっと今の点よくわからなかったので、 

1:57:48 教えていただければということなんですけど。 

1:57:51 令和 2年 6月のですね、委員会ペーパーで既認可カーの新規かというこ

とは明確にしましょうということがこの中、丸三角だったりすると思う

んですよ。 

1:58:04 それで言うと、何らか評価を改めてしなきゃいけないっていうのは審査

事項に当たるので 0ということでいいんですけど。 

1:58:14 この遮へいが新規に評価しなきゃいけない事項なのかどうかということ

で、 

1:58:21 第 1回については、建屋の遮へいの何らかの変更があったのでと。 

1:58:28 いう古藤ですけどそれでさえ、大した変更じゃないだろうという話はあ

りますが、一方で、道道っていうのは、その関係では、何らか変更があ

るっていうことなんですか。 

1:58:41 日本原燃志田でございます。変更はございませんので先ほどあった評価

の仕方で評価の仕方というか、示し方とかいうものを今、今回の第 1回

に合わせて、 

1:58:52 見直しをさせていただくという範疇でしかないです記載の仕方をです

ね。はい。 

1:59:00 規制庁コサクです適正化は必要かどうかも含めてよくわかりませんが、

その点で新規の審査事項あるかどうかという観点で整理をいただければ

いいかなというふうには思う。 

1:59:13 もし、 

1:59:17 規制庁わかります評価。 

1:59:20 は、包絡されているっていうような申請の仕方と、評価結果は変わらな

いという申請の仕方で、当然ながら変わってきますので、適正カーの範

疇であればそういう適正化であるっていうことはちゃんと、 

1:59:33 明確にされていると、ちゃんと申請に合わせたこの丸三角になっていれ

ば、当然いいと思っていまして、ただ、それを第 1回のうちにちょっと

一応決めておきたいっていうところもありますので、 

1:59:46 そういう考えも含め、整理のほど、よろしくお願いします。 

1:59:55 はい。稲毛イシハラでございますはい。先ほど古作さんがおっしゃって

いただいた委員会ペーパーでの位置付けと、今回のやり方、第 1回の新

生児新生児のいろんなやりとりの実績を踏まえた上での、 



2:00:10 記載の適正化というものをやるべきだと思うものというものも含めて全

体そういった位置付けがそれぞれの考えていることがわかるように、 

2:00:20 記号も含めて、整理をさせていただければと思います。以上です。 

2:00:25 規制庁甲斐ですよろしくお願いします。 

2:00:33 規制庁コサクですちょっとその前のタジリリーの確認にあったのかもし

れないんですけどちょっと把握しきれなかったので、確認です。具体的

に、 

2:00:46 ですね、共通 05－2ページに、 

2:00:50 ある火災、第 11条ですけど、 

2:00:56 先ほど話あったように全体の影響評価については第 1項側でやるという

ことではありつつ、 

2:01:04 まだその前のあれですかねシミズでしたかね、第 2工場もその関連がわ

かるようにということはありつつですねそもそも第 2項としての対応申

請対象物で火災方法が必要ない。 

2:01:19 ていうふうにも見えちゃうんですけど、そのあたりの整理ってどうなっ

てんですか。 

2:01:24 はい。日本イシハラでございます。第 2回、第 4グループでいきます。

第 4回でいきますと、履行変更の対象になっているのが、 

2:01:36 今後酸化物貯蔵容器等、粉末缶、 

2:01:42 だけだったと記憶をしてますんで、2項変更 2案での評価はその前の第

1、第 2第 3に出てくる、向こう変更の人たちの影響評価というのを、 

2:01:54 一方変更側で受けると。ただ実際の委員の影響評価第 1項で、 

2:02:00 ただ実際に構造及びいくという形で整理をするということが今の前提で

ございました。以上です。そうです。申し訳ないけど今後酸化物貯蔵容

器なり、粉末缶なり或いは海洋放出管なり、 

2:02:16 いうものは火災防護不要なんですか。 

2:02:36 日本原燃石原でございます。 

2:02:39 いらないと思わないのでおっしゃられることは理解をしました。 

2:02:44 三角ですね、三角アスターで、再処理でやったことを受けて、 

2:02:49 同じですとか、岩上葛西に対しても、ちゃんと必要な考慮ができてます

という説明をしなくていいわけがない気はするのでちょっとそこは至急

整理をさせていただければと思います以上です。 

2:03:02 はい。規制庁コサクですそれで言うとあれですね火災防護対象施設では

ないっていうことですね。 

2:03:08 以下の嘘ですねはい。 

2:03:11 はい、規制庁です。ですけど火災防護の全体枠の中にははい。 

2:03:16 いうことでそうすると方針対応っていう感じになるので、先ほど言われ

た 3番でという、 



2:03:22 ていうふうに言われたと思えばいいですか。 

2:03:25 はい、乳井西原でございます。そういった位置付けで考えておりまし

た。以上です。 

2:03:31 はい。規制庁日下です。政治学であれば我々のイメージ。 

2:03:37 理解をしました。 

2:03:45 すいませんキクチオオハシですけれども、 

2:03:48 ちょっと確認させてください。この 3ページ目ですけれども、 

2:03:52 前回と異なってもちょっと確認したいんですけども、 

2:03:57 38条の緊急時対策所ですけれども、こちら、 

2:04:04 第三グループの移行に関しては前回バーとしていて今回、 

2:04:10 情報把握ということで、記載してますけれども、この辺、考え方を変え

た 

2:04:17 理由みたいなことを教えてもらえますか。 

2:04:21 は、 

2:04:33 ない。 

2:04:42 はい、日本イシハラでございます前回のやりとりも踏まえて修正をした

のだと記憶をしてます 39条の通信連絡。 

2:04:53 それ以外の分が緊対部も同じように、情報学設備の要求があるので、両

方で読めるようにということで整理をさせていただいたと思ってまし

た。以上です。 

2:05:09 同じ。 

2:05:11 座間 39 条の方の、 

2:05:14 第二グループの方の移行申請ですけれども、こちら、今回バーにしてま

すけれども、こちらは、 

2:05:23 ％です。 

2:05:32 日本ギリシャでございます。すいません、ちょっと大橋さんの声が聞こ

えなくてですね。すいません。 

2:05:40 これ、これ、 

2:05:43 は、39 条の第二グループの第 1項の記載が、檀、今回バーになってる理

由をちょっとお聞きしてます。 

2:05:56 聞こえましたでしょうか。 

2:05:58 日本原燃車でございます 39条ですかね。はい。 

2:06:04 39条ですと今回重大事項の所、Ｃの条文になりますので、新規要求とい

うことで 2項現金化からの変更するものと言えば、あくまで新規という

ことで 1項新規が 2項目をつけさせていただきました。 



2:06:22 関連する設備はあくまで 1個新規、出るもの、及び 2項変更側には、ど

んな近活重大事故関係の設備はありませんので、そこでリンクはないと

いうことでバーにしてました。以上です。 

2:06:37 はい、わかりました。 

2:06:41 はい。 

2:06:43 規制庁の藤原です。多分大橋が聞いてるのは前回の資料からの変更点

で、通信連絡のところ 39条のところは、第二グループの、 

2:06:54 1項のところにまず書いてあってっていったところがあったのが今回バ

ーにしてる理由と、前回緊急時対策所のところが、の第三グループのと

ころがバーになってたところに、今回は入っているっていう変更点で、 

2:07:07 どういう変更されたのかっていう確認だと思うんですけど、それって今

返事になってました。 

2:07:12 日本原燃石田でございます。はいすみません単純に言いますと誤記を修

正しましたということでございました。以上です。 

2:07:19 規制庁の藤原ですわかりました。 

2:07:26 あ、すいません規制庁コサクです今の点でちょっと、 

2:07:32 確認なんですけど、ＳＡ設備としては新規だというのはその通りではあ

りつつですね。 

2:07:39 ＤＢ設備のものを使うというＳＡ対策もあって、それについては、第 2

項側でもいいような気がするんですけど。 

2:07:51 そこはあれですかねＭＯＸはまだ建設途中だったということもあってそ

ういうのも全部第 1項側にありますってことなんですかね。 

2:07:58 はい。日本原燃石田でございますはい。前もご説明した 4回分の 2回ま

でしか出てなくて通信も含めて、もともとあんまり具体で相手にしてな

かったのもありますけど、資金管理は対象がないということで以降新規

側ということでございます。以上です。 

2:08:16 はい。規制庁コサクです。で、一方で、33条の閉じ込めのところは、第

三グループに第 2項があって、これはすでに申請されてたグローブボッ

クスなりがあってっていうことですね。 

2:08:30 はい、ニューシアでございます。おっしゃっていただいてる通りでござ

います。 

2:08:36 はい。規制庁コサクですわかりましたそれでですねちょっと大きな話に

なっちゃうんですけど、今回ＭＯＸの新基準適合での分割の考え方は、

建設の工程を踏まえてと。 

2:08:50 いうのを大枠にお話をされていて、それ自体は理解するんですけど、一

方で第 2項申請が 2、 



2:09:02 2グループ 3グループ 4グループに散りばめられてるっていうのが、何

でこんなことになるんだというのがよくわからなくてですね、建設工事

の趣旨 

2:09:13 生成分割だって、工事工程に合わせて申請されるはずで、そこはどう理

解をすればいいんですかね。 

2:09:23 はい。稲毛イシハラでございます。昨日公開 1前にも同じ話をさししつ

つやりとりをしたような記憶があるんですけど、おっしゃっていただい

ている建設工事の前にですね設工認を出して、 

2:09:37 それを 4回に分けて申請をするということで、もともとから建設工事の

ある段階を見て 4分割にしてたんではないのかというのがまず前提だと

思ってました。で、 

2:09:51 今回ですねやはり新たに今回の新規制基準に従っていろんな設備を新た

に設置するものも含めて並べてですね、各階層ごとの工事の仕方という

のをもう一度見て、 

2:10:05 施設、工事工程に合わせてどういう組み方をすれば効率的に申請と工事

がなってするのかというのを整理をした結果として、 

2:10:17 前々回ってか以前のキンカンを真っ向から否定するつもりないにしても

やはりより、 

2:10:24 成果をさせていただいたということでございます。 

2:10:27 共通 05 の、 

2:10:30 これに昔いただいたところでやはり新規性基準で部会を受けたときにで

すね重大事故として新たにエントリーをした設備のいろんな設計なりっ

ていう進捗も踏まえて、 

2:10:43 そういった工程との関係も相まって、今の二階三階によるグローブボッ

クスを変えたりとかっていうことで、計画をさせていただいたところで

ございました。以上です。 

2:10:55 規制庁コサクです。それ、今言われたところを端的に言うと第三グルー

プの第 2項申請っていうのは、当初の工事工程なりを考えれば、 

2:11:09 第二グループの第 2項申請に入れて対応した方がいいんじゃないのかと

いうようなことになりますけど、そこは今説明されたＳＡ対策との関係

での設計進捗で、 

2:11:21 第三グループ側でまとめて対応したいということですか。はい。弓削石

田でございます。おっしゃっていただいた通りでございます。 

2:11:32 はい。規制庁コサクです。わかりました。じゃあ、その辺りってあれで

すかね本文、共通 05の本文側とかで読めますかね。 

2:11:43 日本列車でございます。 

2:11:47 気持ちが来ていただいきをしますので、そこはちょっと文章をいじりた

いと思います 



2:11:53 そういった考え方がちゃんと丁寧に分割申請計画に反映されてるってこ

とをやはりご説明させていただく我々としても必要がありますので、ち

ょっと今回本文じゃなかったのが最初のやつも含めてどういう自動化っ

て悩んで、 

2:12:06 気をつけてやったので、積極的に直していきますからです。以上です。 

2:12:13 はい。規制庁コサクですわかりました何分先ほど言ったように、わかり

にくくていきてはいるものの売価に悩んでしまうということがあって、 

2:12:24 わかるようにしていただける 

2:12:26 ます。 

2:12:27 それで、 

2:12:33 逆に 

2:12:35 そういった点でいうと第二グループの第 2項申請。 

2:12:41 についてはＳＡの部分は大きくなくて、火災防護が入ってますけど、 

2:12:52 これ、 

2:12:53 ＤＢ側が基本的に対応するものがあってというのは先ほどの説明には性

をするかなと。 

2:13:03 思うんですけど、 

2:13:05 今のＳＡの火災だけマーキングされてるのは何でしょう。 

2:13:23 日本原燃石原でございます。29条の話ですか。向こうのところはい。議

長これですね他のところでもちょっと 

2:13:33 電話でご質問いただいたのかもしれません 

2:13:39 29条に入ってる分が、ＳＡの設備に対する、 

2:13:46 他の保管とか設置している場所に対する感知消火設備を呼んでまして、

ＤＢと兼用している清設備は、ゆり側が出るときに、 

2:13:57 運行変更できる場合はそのそれに対する設備に対する感知消火設備とし

て 29条で今エントリーをしていたというところでございますそこ、丸

が備考変更についてどこでした。以上です。 

2:14:11 規制庁不足ですそれはあれですか消火設備の、それも先ほどタジリがあ

りましたけど、施設共通基本設計方針と書いてあるんだけど、 

2:14:25 個別項目の消火設備のところで今の観点での第 29条対応もあるってい

うことですか。 

2:14:35 はい。乾西原でございます。具体的にはですね、 

2:14:40 そんな、 

2:14:42 菱洋チームでもなかった。 

2:14:45 29条で、 

2:14:48 2回で出てくるのは、発生防止とかの共通的な、なしで配置上の考慮と

か、 



2:14:56 カー。 

2:15:00 話ですね 2－2が出てくるのが、 

2:15:04 防爆対策とか設置対策とか、そういう、 

2:15:09 設置対策関係ないか。 

2:15:12 あとは、 

2:15:14 共通 08 とか 86ページにありますけど 

2:15:20 パッキンでの接続のうち、 

2:15:23 設置とか何かそんな共通的な設備が出てきた時に合わせて、発生防止系

で出てくるようなものとか、 

2:15:31 Ｓ2、あとは、 

2:15:34 難燃材料載せしようとか、はい。そういったものが共通として入ってる

ものでした。以上です。 

2:15:41 はい。それでいうとあれですねこの部分方針の申請があるということで

はなくて、第 1回で方針をすでに申請されているものが、第 2、第二グ

ループ第 2項申請の申請対象設備の中で関連するものがあってマーキン

グされてる。 

2:15:58 ということですね。はい、上西でございます。最後おっしゃっていただ

いてる通りでございます。 

2:16:03 わかりましたそれは対象物でですよね。先ほどのその三角になるような

方針だけでということではない設備っていうことですね。 

2:16:13 はい、そうでございます。 

2:16:15 規制庁コサクですわかりました。ちょっとこれだけ浮いてたので、 

2:16:20 わかりにくかったなと思いましたけど理解をしました。 

2:16:30 決定済みってほか、まず共通 05のこちらの主張について規制庁側から

確認ございますでしょうか。 

2:16:42 なければ、他の共通 05全体を通して規制庁側から何か確認ございます

でしょうか。 

2:16:50 規制庁の藤原です。 

2:16:53 通しページの 7ページの樹形図のところサポートですか、こちらなんで

すけど、前回のヒアリングで、放射線管理施設のところの、 

2:17:05 環境管理設備の記載の仕方とかっていうのがわかりにくくて、 

2:17:09 対応、何がは、 

2:17:12 対象となってるかっていうか何の設備があるのかっていうのがわかるよ

うにしていただけるということだった気がするんですけどその対応って

どうなってますか。 



2:17:22 日本原燃石原でございます。重ね重ねで大変失礼いたしましてちょっと

私がパンクしてました。はい。おっしゃっていただいたことは記憶して

ますので、 

2:17:32 37番だったでしょうね。そこに対して、設備を書くなり何なり 

2:17:39 見直す時に、すいません明確にさせていただきます。以上です。 

2:17:44 規制庁の藤村です。その時に、おそらくすいません私はちょっと推測に

なりますけど、34条から 34番の環境管理設備って、研ぎ所観測の設備

があり、放射能コン 

2:17:56 車で何かモニタリングカーがあると思うんですけど、常設の方に行った

時のその 34番で、ＤＢの施設と兼用と書かれているところは、これは

気象せ、 

2:18:07 観測設備になって、ｂポツの可搬のところに入ってるのが、そのモニタ

リングカーになるっていう、37％モニタリンカーになるっていう理解で

いいんですかね。 

2:18:17 はい。日本原燃志田でございます。はい。おっしゃっていただいてる通

りでございます。そういうのが全体通して確かに放管が一番わかりづら

いので、別言葉が並んでいて、そこをちょっと見える化したいと思いま

す以上です。 

2:18:31 規制庁の藤村ですわかりましたで、今の部分についてはわかったんです

けど、先ほど石原さんからもあった通り、放射線管理施設って結構わか

りづらい状況かと思っていて、 

2:18:42 許可のこれからの整理かもしれないんですけど、今言ったような環境管

理設備の中にあるモニタリングカーって、モニタリングポストと同じよ

うな機能を有していると思っていて、 

2:18:54 そのモニタリンポストっていうと実はその 30番で示されてる放射線監

視設備の中に、環境モニタリング設備っていう分類があってそこに入っ

ていたり、 

2:19:05 ということで、ただ、放射線監視設備は、屋内モニタリング設備等、 

2:19:11 排気モニタリング設備と、今言った環境モニタリング設備っていうよう

な形になってて、この放射線管理設備っていうのは実は、エリアモニタ

ーなんかでも工程を見るようなものとか、あと、 

2:19:23 廃棄関係と放出関係に関係するところとその環境モニタリングっていう

のが、結構後ちゃまぜにっていうと悪いのかもしれませんけどそういっ

たものもろもろが入ってる気がするんですけど。 

2:19:33 こういった整理そのほかに環境管理設備っていう枠も設けながらもこう

いった整理されたのでどういった考えだったのかというのは、後説明し

ていただけますか。 

2:19:49 は、 



2:19:53 はい、日本原燃石原でございます。 

2:19:56 そういった複雑さはあり得ると言いながら、確か当初、最初作ったの私

なんですけど、女性に許可の順番、縦に並べるだけだった記憶がします

ちょっとそういった交換独自の 

2:20:12 君っていうのも、なるべくわかるように工夫はさせていただきたいと思

います。かつ、樹形図の範囲を超えないことでいきたいなと。 

2:20:22 実計じゃなくて申請紹介で見てなりたくはないのでということで他との

並びも含めて整理をさせていただければと思います。以上です。 

2:20:33 規制庁のフジワラですわ。郡もした。 

2:20:39 ただあれですかね、許可でこういった形で整理しているので、今言った

ような同じ機能を有しているというか同じカテゴライズであっていいよ

うなところ、 

2:20:49 もう、もう別々にだったり、いろんな系統が入っているものは、一緒く

たにっていう形からはいたせず、わかるようにしますよっていうことで

すかね。 

2:21:00 ありがとう。はい。日本原電車でございます。はい。私から言いにくい

ことを言っていただいてありがとうございますそういうことです。は

い。 

2:21:10 成長のフジワラ実わかりました。 

2:21:15 規制庁コサクですけど、 

2:21:22 9に整合していれば表。 

2:21:25 用語なりは変わっても問題ないとは思うんですけど、 

2:21:30 うまく書けますか。 

2:21:35 はい。日本原燃石田でございます。 

2:21:38 私の横に何人かいますけど、みんな頭が 9ということで、ちょっと考え

ますすいません。はい。 

2:21:52 はい。まず昨日から考えてどうなってるのかっていうのを整理していた

だければと思っててちょっと補正まで時間がないところであれですけ

ど、よく考えてもらいたいと思う。 

2:22:03 ましてそのときに、26番の、 

2:22:06 工程室放射線計測設備もあわせて、 

2:22:11 ちょっとどういう関係なのかっていうのを整理していただければと思う

んですけど。 

2:22:17 はい、宮城西原でございます。はい。そうですね、26番は今もともとは

例の重大事項の一連の流れでやる回復操作のための、確か措置使う設備

としてここにエントリーをしてました。 

2:22:33 す。それとも、まず、実行対象としてのグルーピングでこの 24からの

繋ぎで書いていたところでございます一応許可ではそういう整理を、 



2:22:45 させていただきましたのでそれぞれの役割がわかるようにということ

で、記載を、以内に書いてそれぞれの分類額が誠意、 

2:22:58 何ていうかね、わかりやすいようにさせていただくということも一つや

り方としてあるかなと思ってました。以上です。 

2:23:13 うちのシミズです。 

2:23:15 とか、共通 05資料にて行ってきてって、わからないでしょうか。 

2:23:24 受ければいいと原電側から振り返りとして資料の修正放送と、そのスケ

ジュールについて簡単にお願いします。 

2:23:40 はい、弓削西原でございます。東郷でございますが今日のところはいく

つかご指摘いただきました三角と丸だけで表し切れないところであたり

は整理をして、 

2:23:54 新しい器具を作るなりその他に含まれている意味合い、例えば営業評価

みたいなものが 0に入っているとか、いうことがわかるようにそれぞれ

整理をさせていただければと思います。 

2:24:06 はい。 

2:24:09 これちょっと施設共通のところは、共通 08Ｇだけではなくてこちら側に

も多分リストをつけてわかるようにということもさせていただければと

思います。 

2:24:19 あとは本文への、いわゆるＭＯＸの分割申請の考え方、これもちょっと

明確にわかるように考えていることをつか伝わるように、修正をさせて

いただければと思います。 

2:24:32 はい。あとは最後にあった樹形図のところは申請書での整理であったり

機能であったりというのも考えた上で特に他のところがわかりづらいと

ころもありますので整理をして、 

2:24:45 見える化させていただければと思います。 

2:24:48 はい。修正につきましてはこれは、 

2:24:52 1週間ほどいただければというのとあとは再処理の共通言語の修正のタ

イミングとも連携しながらちょっと考えていきたいと思います。以上で

す。 

2:25:06 設定結果についてはまた研修なりで示していただければと思います。 

2:25:14 藤古野谷津。 

2:25:16 家ヒアリング返して 2時間半を経過するんですけども、もう一度通ずる

8までやってしまってから休憩を入れるか今入れるかだと元がどちらが

よろしいでしょうか。 

2:25:30 はい、日本イシハラでございます。これはこちらからお伺いしようと思

って、共通 08と在庫の関係ってどういう感じで思っておられました。 

2:25:39 でしょうか。 



2:25:41 鷲見です。一応材料構造の関係で今日津崎も合わせてっていう話があっ

たと思うんですけど、それは 

2:25:50 共通 08 で今回修正された今日なりの話が終わってそのままの材料構造

01の資料に移った時に、そこで合わせて 

2:26:02 浦町も関連して説明していただくっていうイメージで、 

2:26:06 はいわかりました。はい。 

2:26:09 では、08と在庫 01も含めて全体流して、 

2:26:15 ご説明をする。08で受ける 0月の前提が、今の在庫 01での説明があり

ますのでそこを 1例、ご説明をさせていただくということでよろしいで

しょうか。 

2:26:28 はい。失礼しました。 

2:26:32 一旦休憩を入れるっていう。 

2:26:35 ことで、 

2:26:38 よろしいでしょうか。 

2:26:39 はい。 

2:26:41 そうですね。休憩お願いできればと思いました。 

2:26:47 はい、わかりました。それでは一旦ここで休憩を挟ん。 

2:26:51 で、教授の後に、40分に再開したいと思いますので、本庁側で録音の精

神を呈しお願いします。 

0:00:00 あ、 

0:00:02 正しいです。それで 

0:00:05 資料で、教授は室長代理横尾宗 01合わせて原燃側から説明をお願いし

ます。 

0:00:13 はい、井上西原でございます。まず共通 08ディビジョン 9ということ

で 7月 29日に提出をさせていただきました。 

0:00:22 修正としましてはまずは本部部分でございますけども右下 22ページの

遮へい設備のところの説明前回、 

0:00:35 建物として説明をする部分と、設備との関係で、申請開示をしたところ

というものがわかるようにということで整理をさせていただきました。 

0:00:47 というのがまず円でございます。 

0:00:50 あとは、添付側で右し、25ページとかのところで適合性に係る整理とい

うことで申請対象施設リストですね、もう、 

0:01:03 ばるー付けるときの考え方丸三角の考え方というのを整理をさせていた

だきました。 

0:01:12 条文ごとの共通的な考え方プラス、条文ごとの考え方というのを、指標

の方で整理をして、それを踏まえた上でそれぞれ右下 30ページ以降に

リストがついていると、いうことでございます。 



0:01:27 あれは、全体的には前回からの表に直したものを別紙 2を最終版等の関

係の突合せで修正をさせていただいたり、あとは共通項目との関係で、 

0:01:44 駐車場でそれぞれ説明をさしていただいていたりということで整理をさ

せていただきました。あと 

0:01:51 労金、 

0:01:52 瀬戸内の共通部分ですね、共通事故、施設共通としているものは先ほど

から話題になった方右下 84ページからのリストでそれぞれ条文ごとに

と。 

0:02:04 注釈の説明については右下 87ページにございます。 

0:02:11 また、添付ということで右下 88ページから、技術基準の基礎技術基準

規則各条文と関連書類の整理ということで本添付関係の整理の仕方と、 

0:02:23 考え方をまず、88ページにそれぞれの条文ごとの整理を 89 ページごと

にそれぞれ書いて、 

0:02:32 実際 92 ページからそれぞれの表が始まっているということで整理をさ

せていただきました。 

0:02:41 はい。あとは、 

0:02:46 修正しているのは、 

0:02:54 あとそうですね先ほど共通 06でも言いました仕様表関係は右下 103ペ

ージからそれぞれ仕様表関係付けさせていただいてございます。 

0:03:04 今回の第 1回に対象としての事業表をつけさせていただいております。 

0:03:10 はいの中でですね大変申し訳ございません。 

0:03:16 右下 130、かつ、 

0:03:20 4ページから始まって、別紙 2というのがあるんですけどこれすみませ

ん最新の状態になっておりませんで、修正をし忘れておりました。 

0:03:28 具体的にはＭＩＳＩＡ138ページとかにあります計算プログラムの概要

のところが相変わらず 5シリーズで一番最後についてますけど今剛性見

直してますので最新の状況が、 

0:03:41 反映しきれてませんでした。次に出すときには、直してお出しをしたい

と思ってます。 

0:03:48 はい。あとは、右下 158ページの、 

0:03:55 先ほど 

0:03:57 ラックランドのご質問と実際、どう考えてるか共通 05の中では、説明

させていただきます申請の中での、いわゆる分割申請の、 

0:04:08 方針については理由については右下 158ページで修正をしたもので考え

ておりました。 

0:04:16 はい。あとは、 

0:04:19 右下 159ページから別紙 6ということで、許可との整合性に関する説明

書の記載方針であったり記載、その部分整理表であったりとか、 



0:04:29 いうのをつけさせていただいております。 

0:04:33 自生学校は、 

0:04:37 右下 100456 ページから添付図面の記載についてということで、プレゼ

ンを第 1回の対象としてどんなものをつけるかというのを、ご説明をと

あと当該店舗を追加をさせていただいてございます。 

0:04:54 一部ですねすいません最新の情報が反映できてないところがありまし

て、 

0:05:02 地上 1階、 

0:05:06 意味ですよね。はい。 

0:05:08 470ページでいいのかな。 

0:05:11 470ページの図面なんですが、図面自体はマスキングなので、細かいと

ころというよりは一層の中で、開口部の高さの説明をしてました。その

時につけた図面で、 

0:05:25 交通量の開口部の高さっていうのを説明してましてそれをここで出さな

きゃいけないところを、そういうのが吹き出してついてない図面をつけ

てしまいました。これも次の時修正をさせていただきたいと思います。 

0:05:40 兵藤座間 8は以上でございます。先ほどの給付まで共通する価値の、い

わゆる申請対象設備リストと、条文との関係のマルつけをやる前提とし

て、以前お話がをさせていただいた、 

0:05:55 材料構造の部分について見直しをしてマル付けのほうに反映しておりま

す。 

0:06:01 その考え方を整理をしてお示しをしようとして、代行前の 1リビジョン

ということで 8月 1日にお出しをさせていただきました。 

0:06:15 あらかじめお詫びを申し上げておきます修正が非常に中途半端でござい

まして 

0:06:22 治ってるのは右下 5ページの図でございますまずは、加えて次が、 

0:06:30 大きくなる円っていうのがボックスを返したという趣旨でいくと右下 5

ページの図、あと右下 7ページの図、 

0:06:40 あとは、右下、 

0:06:46 29ページからですかね、の表がついたということでございます。その中

で、 

0:06:53 ＭＯＸとして対象に行ってた、それぞれの在庫を出している設備、 

0:07:01 の区分に対して例えばボックスをしてて、対象に及ぶかということを記

載を拡充をさせていただきましたということでございます。 

0:07:11 例えばでいきますと右下 5ページでいくと、 

0:07:18 報告書の方に追加したのは左Ｄ－71－2であれば分析設備の分析済み中

和槽だったりが対象になりますとかですね、右側のＢのところで、 



0:07:32 容量空気貯槽であったり、空気差であったりＧＢ消火設備の問題が対象

になりますよというようなことを追加をして対象がおわかり得るさせて

いただきました。そういった部分の対処上ブックスとして整理している

表が、右下 29ページから 1表ということでございます。 

0:07:49 こちらの表もすみません若干ながら誤解を生じる恐れがあるところが、

右下 31 ページのところで区分の取り扱いボックスのところに丸として

括弧表記ついてます 

0:08:03 このグレーボックスとか延期として代行で扱いますよということではな

くてですね、右のさらに右側にありますただし書き、 

0:08:11 くらし購買部程度が利益の拡大防止のためのグループトレイを経由する

場合はその部分に限って対象とするということを説明したがために丸で

した。ちょっと 

0:08:22 記載をそのままについて再処理表と同じように合わせて書いてあるんで

すが、この文書自体が、 

0:08:28 表のつくり方が非常にわかりづらかったんで誤解を生じないように次の

時には修正をさせていただければと思います。 

0:08:36 はい。説明は以上になります。 

0:08:40 はい、規制庁市民ですと、それでは規制庁側から順番に確認をしたいと

思いますが、当間確認の進め方としても 2ゆっくり分けて、 

0:08:51 しますと、一つ目、添付 3の設備率の関係について説明。 

0:08:59 点数 4の関係書類の整理について、三つ目にその他共通 08に本文構成

であったり、事業所名次回あたりについて確認。 

0:09:12 この四つめではちょっと、 

0:09:15 先発とかあるかもしれないんですけど材料構造についてまぜる位置も含

めて確認するっていうことで、 

0:09:22 進めます。 

0:09:23 それではまず、一本八名の 

0:09:27 説明した患者さんの目下関係で、 

0:09:32 顔から確認ございましたらお願いします。 

0:10:00 すいません県庁オオハシですけれども、添付の 3に関して、1点確認し

たいと思います。この資料でいくと、 

0:10:12 47ページ。 

0:10:14 ですけども、 

0:10:15 例えばということでちょっとせ、確認しますけれども、 

0:10:25 こちらで 

0:10:28 ちょっと番号聞きたいんですけども、 

0:10:36 えっと 617番とかの設備、こちら窒素ガス消火設備とか次だとその支払

機関、纐纈打越、消火系というようなものが、 



0:10:48 ありますけれどもねここういった設備に関しては、 

0:10:56 ちょっと 29条で丸をしていってＳＡの火災のところですね、丸をして

いって、 

0:11:02 30条側では特にはしてないと、いうことなんですけれども、こちらの方

の 

0:11:09 整備の考え方をちょっと教えていただき、説明いただきたいんですけど

も。 

0:11:19 はい。海野イシハラでございます。今の 617番からずっと続いて消火系

の設備でございます。59条に丸がついてるのは重大事故等対設備の受間

に対する火災、 

0:11:36 防護を条文でございまして、重大事故対象設備が設置される区画であっ

たり設備の設備であったりに対しての、 

0:11:47 火災を消火に使うものということでエントリーを 29条でさせていただ

きますので、これ自体は重大事項と大切ではなくて重大事故等対処設備

の 

0:11:59 キャンペーン、絶対その区画でも火災に対する消火の機能を持っている

という意味で 29条の対象ということで整理をしてました。以上です。 

0:12:15 こういった経理っていうのは、実用炉側と一緒ということであるんです

か。 

0:12:29 はい。日本原燃志田でございます重大事故と対設備を設置する核のいわ

ゆる火災防護設備という意味では、整理は同じだと思ってます。以上で

す。 

0:12:40 ちょっと確認ですけれども直接ＳＡの方に関して対応するものではない

ので、30条まではマルしてないということでいいですかね。 

0:12:52 はい。乳井西田でございますはい。重大事故の対象に直接使うものでは

ございません。枠組み重大事故対設備設置する区画に対する消火という

意味でのエントリーということでございます。以上です。 

0:13:05 はい。 

0:13:07 私からは以上。 

0:13:10 規制庁コサクです。今の観点でちょっと 

0:13:14 話広げちゃいますけど、 

0:13:17 そういうことだとする等、消火設備については在庫の対象外だっていう

ことですかね。 

0:13:32 はい。日本原燃石原でございますそういう意味では重大事故対処設備の

枠には入らないので、従来事故側の在庫の対象にはならない。私安重の

場合は、 

0:13:44 ＤＢとして同じ設備を期待しているはずですので、ＤＢ側の上場の対象

になるという整理だと思ってました。以上です。 



0:13:54 規制庁コサクです 

0:13:56 そこがまたよくわかんなくてＤＢ側なんで、 

0:14:00 対象設備になるんですか。 

0:14:09 はい。日本原燃石原でございます。現状、グローブボックスの総括装置

のボンベなんかはいわゆる放射性物質数は内包しないけどもその機能喪

失によって、 

0:14:23 被ばくを恐れるということで安重としてエントリーをして、在庫の容器

の対象に今考えてました。 

0:14:35 規制庁細木です誰か安重濃い。 

0:14:44 安重の整理の中では、設計基準事故対処だけではなくて、 

0:14:50 概念が広いですと、一方で、ＳＡの方は重大事故等対処ということで狭

いままの定義になってますってことですか。 

0:15:02 はい、与儀西田でございますはい。そういう整理ですはい。 

0:15:07 規制庁コサクです。条文対応としてそうだとまず理解しつつ、 

0:15:15 といっても何か変ですよねっという時に、在庫の方でポンプなりなんな

りって話ししてますけど、 

0:15:23 次、じゃあ外れるところの設計ってどうすんのっていうのはどう整理を

していくんでしょうか。 

0:15:38 はい、弓削西原でございます。コサクさんがおっしゃっていただいてる

のは、ＤＢの世界は、放射性物質ってと、また、例えば最初入手から 5

種の機器以外に、安城だといってエントリーするものがあると。 

0:15:56 一方、ＯＳＬ場合は直接的なＳＡの対象に入る設備は当然ながら枠に入

るけども、ＳＡを守るような設備、 

0:16:08 消火設備であったりといったものは、その枠からそもそも直接的なＳＡ

の対象じゃないかなといって外れてしまう、いわゆるこれ見なきゃいけ

ないものが抜けてる場合もあるんじゃないかというところをちゃんと整

理しないとということですかね。 

0:16:24 はい。そうですね。 

0:16:40 うん。 

0:16:41 井上西原でございます。 

0:16:46 うん。おっしゃっていただいてることは十分理解をしました。はい。ち

ょうど今の整理だと、 

0:16:54 純粋に見たときに、対象が抜けてるような、大きな枠で見たときには、 

0:17:01 何か対象にしないといけないものが全部うまい具合に広げてないんじゃ

ないかというのは私も同じ気はしましてきましたので、ちょっとそうい

う意味で、火災は火災でちゃんと見てますと言いながらも、 

0:17:14 材料構造として見るものって一体どんなものなのってそれが 



0:17:19 ＳＡの対主で整理対処する設備自体のいわゆる消火であったり、期待す

るものも同じように、 

0:17:30 ＳＡ相当というかＳＡの機能をす、維持するために必要な設備としてい

わゆるＤＢで言う、安重の枠に囲っているのと同じような分類で、 

0:17:41 そういったものを広げなきゃいけないんじゃないかというところはちょ

っと検討させていただきたいと思います。現状だとただ単に枠外になっ

てしまうのでそこの整理をさせていただければと思います以上です。 

0:17:54 はい。規制庁コサクです実態上はＤＢと同じように設計をしていくとい

うことだと思うんです。ＳＡ設備も代替するＤＢと同レベルの設計をす

るということになりますので、 

0:18:08 そういった防護設備も同じだろうなと思うんですけど、そうすると、条

文の枠を超えてということになって、 

0:18:19 そのときにどう表現しますかというの 1例でいうと在庫の方でポンプな

り、 

0:18:26 何でしたっけ。 

0:18:29 ポンプ弁かとかは枠を広げて、弁か何か材料構造の設計として考えてい

きますというふうに言われてますけどそれはこの表だとどういうふうに

表されてるんでしょうか。 

0:19:04 はい、二本木の石田でございます多分今ですね単純に丸をつけたので同

じように、丸を付けるかただとはいえ、ＤＢ側で同じように、さっき古

作さんおっしゃっていただいたように、 

0:19:18 設置するか、セットで設置するじゃないな紹介の対象として設備と同じ

クラスで消火段階の設備はクライテリアを考えると、いうことがあるの

で、その設備が、 

0:19:32 ＤＢとＳＡで要望かぶっていれば当然それが最高位クラスであれば消火

設備側も同じようなグレードで設計をされるということで拾えてるよね

っていう、 

0:19:44 確認をするという同等でこの中で当然扱いますよということの分類にな

るように、三角だとおかしくなるんでなんか記号を決めて、同じような

ところで見入ってますというようなことがわかるように、ちょっとす工

夫をするか考えさせていただければと思います。以上です。 

0:20:05 はい。 

0:20:07 結局はその条文、直接じゃないけど、同等に、菅行為指導等の視点を持

って設計をしてますという古藤を 

0:20:18 どう見せていくかと、いうことだと思いますので全体整理をしていただ

ければと思います。 

0:20:30 ですから、ちょっと材料構造の話をしてますが、ちょっと他の振りした

関係で規制庁側から確認ございますでしょうか。 



0:20:42 規制庁の竹田です。 

0:20:45 何点か確認をさせていただきます。 

0:20:49 まず 32 ページの方ですね。 

0:20:54 第 31条の第一歩んところなんですけれど、ちょっと在庫に絡んでしま

うところではあるんですけれど、 

0:21:04 ここで、③が 9番の考え方のところで、ＳＡの管及び容器、それの主要

弁ポンプとなっているんですけれど、 

0:21:16 これ可搬のダクトっていうのは、入らないのでしょうかって言う、まず

確認させてください。 

0:21:33 はい。宮城西平でございます。そうですねまず一つは、おっしゃってい

ただけるのは、 

0:21:40 在庫の方では、私はつ明日では可搬型ダクトを、 

0:21:49 入れていて、頭としていて、ここでは、容器と管容器ポンプ弁と書いて

あるだけに可搬ダクトみたいのが入ってるような感じで書いてないの

で、 

0:21:59 そこに多分層があると思いますので合わせますということと、対象とし

て、そもそも見なきゃいけないのかと書いておきながらあれですけど、

そこには若干の違和感は持ってました。 

0:22:13 ダクト自体ＭＯＸ側からいくと、重大事故でいくと最後の回復、回収作

業をする時の、いわゆる環境を整えるための、 

0:22:24 回復としての位置付けで整備をします。 

0:22:29 それ自体が、それなりの圧力になるかと言われると、そんなものでもな

く、代行の中で見る範囲のものかと言われるとちょっと若干ちょっとや

り過ぎかなという、 

0:22:40 こういうふうに個人的にはしてましたのでちょっとそこを入れるかどう

かの至急ちょっと整理をさせていただければと思ってます以上です。 

0:22:48 はい。規制庁の竹田です。わかりました。ちょっと整理をいただきたい

と思います。なぜこの 1－1にしたのかというと 67ページにですね、第

3回申請の設備リストがあって、ここで、 

0:23:02 ついてるナンバー501番の看護ダクトで、31のところに丸がついていた

のでこれも対象になるのかどうなのかなという。 

0:23:12 うん。その記載ぶりの整合性について、最初ちょっと疑問を持ったとい

うところですちょっと今、市原さんのお考え。 

0:23:20 ちょっとまだ整理をする必要があるということでしたので、ちょっと整

理をいただきたいと思います。 

0:23:27 はい、森下でございます。現状は先ほどの表の部分だけが多分整合がと

れてなくて、丸あとは先ほど代行の方の図で出したものが整合がとれて

いるという感じでございました。すいません。 



0:23:43 まず最低限はベースをちゃんと合わせるということプラス、ナカハマ断

層については位置付けを、今一度整理をするということで考えておりま

す以上です。 

0:23:55 はい。規制庁の竹田です。わかりました。ではお願いいたします。 

0:24:00 定例続けさしていただきます。次が 52ページをお願いします。 

0:24:16 それでここの一番下の運搬台車っていうのがあると思うんですけれど、

犯罪者が地震による損傷防止で、バーになっているという整理なんです

けれど。 

0:24:30 例えば同じような台車で言いますと、ドウドウ。 

0:24:35 搬送台車みたいなのがあって、 

0:24:38 これは運転中、それは 56ページですかね整理されているんですけれ

ど、これーについては第 6条丸がついているという整理なんですけれ

ど、これはどういったつき合いがあるのでしょうか。 

0:24:52 はい、乳井西原でございますまず、阿寒設備かどうかの違いです。運搬

設備賠償について恩田の 

0:25:01 台車です。 

0:25:02 あとは道路のところの台数については 00も含めて構造体としては耐震

クラスＢクラスということでやってますので、耐震の上部に丸がついて

ある三角。 

0:25:13 ついているということでございました。以上です。 

0:25:20 規制庁の竹田です。はい。わかりますの過半ということでそういった整

理になってるということで理解をしました。 

0:25:28 それで最後なんですけれど、82ページ、お願いします。 

0:25:40 絵の一番上のですね。 

0:25:45 燃料よよ設備、かっこ蒸気供給設備とあるんですけれど、 

0:25:52 これは登録される設備としましては、どちらが主なんですかという確認

なんですけど、長期供給設備というのが周というわけじゃないんでしょ

うか、ちょっと括弧書きで書いてるの関係がよくわからなかったんです

けど説明いただけますか。 

0:26:20 入園者でございます少々お待ちください。 

0:27:13 はい。お待たせしました。宮城西原でございます。 

0:27:19 設備上は、許可の添付でも燃料油供給設備となってますので、 

0:27:29 そういう、 

0:27:31 それを、 

0:27:34 基軸に、整理をさせていただきたいと思います。ちょっと今の自動車っ

てどっちをメインに立てるのかってのがわからないので、そこを整理さ

せていただいてはい。 



0:27:48 規制庁コサクですけど、許可で書いてあるから云々ではなくて、 

0:27:53 最初にでも話してますけど、設備抽出としては、昨日、 

0:27:59 担保すべき機能が何でそれを担う設備が何かと。 

0:28:02 言う古藤なんですけど。 

0:28:05 汚泥言っている機能って燃料供給機能ではなくて本来蒸気供給機能であ

り、それを担うための燃料いう供給設備なんじゃないんですか。 

0:28:18 はい、弓削西原でございますそうですねすいません私もちゃんと記憶が

曖昧で、空調の蒸気設備で使える遠慮油を貯蔵するための設備ですので

趣旨としては、 

0:28:32 郡上用の蒸気設備がもともとの収集登録の設備だと思いますそのための

附属物の中の一環の人情油の供給設備ということでございますので、ち

ょっと機能としてわかるように、整理をさせていただければと思います

以上です。 

0:28:53 規制庁不足ですてそうするとー蒸気供給設備とこ括弧書きで書いてあり

ますけど、 

0:29:01 その元の機能っていうところでいうと換気設備の食う、空調設備でした

っけっていう内数の中に入ってるってことですか。 

0:29:20 規制庁の竹田です。ちょっと割り込んですみません。早朝用蒸気設備と

いうのが申請対象として入っているんですけれど、これのことん括弧書

きで書いているものってそれに当たるのかなと思ったんですけど、原燃

の方いかがでしょうか。 

0:29:35 はい。日本原燃石原でございます。はい申請書上そうです。もともと、

おっしゃっていただいてる通り、燃料油無料供給設備の大前それと、 

0:29:48 エリアの空調用の蒸気設備がありますのでこの設備のための燃料を、猪

野有賀浦の供給設備ということで 

0:29:59 機能との関係でこれをそれぞれ絵付けがつけるとかその中の一体とし

て、施設区分を整理をさせていただく、いくのかというのはちょっとこ

ちらで至急整理をさせていただければと思いました。以上です。 

0:30:20 はい。規制庁の竹田です。わかりました。お願いします。 

0:30:24 私からこの基本について確認は以上です。 

0:30:27 規制直接です。今の話でいうと、96ページＧで見ると今の区長用蒸気設

備が 7.16で書いてあって、 

0:30:39 その下に 7.17で燃料用供給設備と、 

0:30:44 あってと。 

0:30:46 いうことですけど。 

0:30:50 許可でも列記されてっていうことだと思いますがここら辺の 

0:30:55 機能の関係性っていうのがわかるようになればいいのかなというふうに

思います。 



0:31:04 それで言うとそれ以外もですね、7.15は空調用冷水設備と 

0:31:14 その上には、給排水、その上に冷却水とかとあってと。 

0:31:21 いうところでありますけどその冷却水なり、水があった上で、7.18には

窒素循環用冷却水設備とあって、 

0:31:33 でもその窒素循環用っていう窒素循環はどこにあるかっていうとまた全

然違うところにあるんだろうなと思っててですね。 

0:31:44 ここら辺どういう関係で整理してんのかが全然わからないんですけど何

か考えてありますか。 

0:31:56 はい、二本木西原でございます。 

0:32:01 この部分ですんで正直すいません記憶でいきますと、既許可から新基準

でいろいろ議論をさせていただいた時にあまり 

0:32:12 いじってなかったところの気はしてますその時にちょっとどういう整理

だったかっての私もすみません、途中からボックスに合流したところも

あって、 

0:32:20 もう一度整理が頭の整理をさせていただかなきゃいけないなと思ってま

して、今現状結果の中で本当に順番をそのままトレースして、順番、鍋

田に近いですこの共通 08の構成ですね。 

0:32:34 いうことになってますので 

0:32:37 それぞれの役割分担であったり基本的にはその後ろに並んでもほとんど

がいける。 

0:32:46 設備が勉強されてるグループっていうのがあるので、そこで 

0:32:51 それよりにある 

0:32:53 参与規制とかそういった面でこの機能があるところとは若干のレベル感

が違うところを開けているということだけかと思ってますそれぞれのと

ころ、その記載のそれぞれの役割分担とか、 

0:33:05 企業のその連携とかっていうのは、ちょっと整理をした上で構成が反映

するかどうかは、至急整理をさせていただければと思ってます。以上で

す。 

0:33:16 はい。規制庁コサクです少なくとも機能としての累計は見えるようにし

ていただきたくて、 

0:33:24 流れていっと 7.23にもまた空調設備がありますし、 

0:33:30 許可整合はですね別に並びは整合してなくても、 

0:33:34 設工認として設計の構成が明確になるようにしていただいてそれが許可

の内容とずれてなければいいわけですから、整理をしていただければと

思います。 

0:33:49 はい、宮西でございます。はい、承知いたしました。 

0:33:56 規制庁補足です。それで空調は何となく見て雰囲気はわかるんですけ

ど、 



0:34:03 7.19以降のガス系について、これは 

0:34:12 当ＭＯＸ燃料を加工するにあたっての雰囲気管理と、 

0:34:18 いう意味合いの文の、或いは還元ガスというこ等があると思うんですけ

ど、 

0:34:26 それ以外で使うガス、 

0:34:30 という意味合いもあるような気がしてそこら辺はどんな感じなんですか

ね。 

0:34:37 はい。二本木の石田でございます。まず窒素ガス粉末の紙なんて品質管

理用の意味合いとあとはグローブボックスの窒素雰囲気にするための、 

0:34:50 窒素の供給という話がＴＯＷＡ。 

0:34:55 そそれ以外なんかそっちなんだっけ。 

0:35:00 焼結炉もそっか焼結にも使うものわかったら推移される部分は、そうで

すね水彩部分は、 

0:35:08 焼結設備の宗家坪に供給するための、ガスということになります。 

0:35:15 すとグーッと出てくるんだっけ。 

0:35:20 ある部分が水素ガスがそれでその作業だった杉沢群今後がすぐ求めてに

なる設備になるということです。 

0:35:31 それだったり設備としての目的は以上でございます。 

0:35:36 はい。 

0:35:38 いえ、つい窒素ガスでいろいろ言われましたけどそれも結局雰囲気であ

るということからすると、 

0:35:46 大きくは違わないのかなと思ってて、ここにはあれですね消火用の窒素

っていうのは入ってなくてそれは消火設備側にあるってことですね。 

0:35:54 はい、乳井西田でございます。はい紹介は消火設備としてエントリーを

してます。以上です。 

0:36:00 はい。規制庁コサクですからそういう意味ではこのガスは 

0:36:04 燃料確保にあたっての雰囲気調整にあるということで大きく 1括りなん

だということは理解をしました。ちなみに 7.2の水素ガスって何です

か。 

0:36:25 日本原燃石原でございます水素ガスはですね。 

0:36:30 あれですね、 

0:36:34 それこそあれです許可のときに話がいろいろあったトレーラーからちょ

うど容器に移したりする部分の水素ガスを持ってくる部分。 

0:36:43 スタートの設備が、この水素ガス設備になります。 

0:36:48 と、規制庁コサクですちょっと許可のときの議論が 



0:36:52 目ちゃんと覚えてなくて申し訳ないんですけど、水素爆発を防止すると

いう関係から、搬入する際から、今後ガスで水素濃度を低くしてってい

う話だったような気がしてたんですけど、私の記憶違いでしたっけ。 

0:37:08 容疑者でございますいろいろ議論をやった結果最終的な形は、水素アル

ゴン別々に持ってきて今後するところまでに、 

0:37:20 個人管理建屋であって、今後サービスを一旦貯蔵して、100％そのまま

直接入ってこないようにＰ伊達側に入ってこないというところで整理を

しますということで、 

0:37:30 設計をお示しをしてました。以上です。 

0:37:34 規制庁コサクですわかりましたＰＡ建屋のところには、今後ガスで入る

ように、そのところで塩切りがされていて、ノウドウ確認をしてから、

接続して入れますっていうことでしたっけ。 

0:37:48 はい、宮でございます。その通りでございます。 

0:37:52 規制庁コサクですわかりましたそうすると、エネルギー管理建屋側どう

あっても、問題ないように、何か波及影響出ないようになってますよっ

ていう整理は、 

0:38:06 あるんだと思うんですけどそれってどこでどうまとめているんですっ

け。 

0:38:11 はい。弓削西田でございますがそれが多分ですねそれこそアルゴン混合

ガスの設備が、まさしくＰＡとＰＢのコラボになっていたと思ってたの

で、 

0:38:25 ここの多分、一色さんがセットでだぶ申請を、第 3回だったと思います

けどさせていただく中で、委員のところの設計とか安全機能を有する施

設の設計方針をご説明をさせていただくと貯蔵であったり、 

0:38:43 バッチで供給したいという話の設計方針を示させていただくということ

かと思ってました。以上です。 

0:38:53 はい。規制庁コサクですわかり、わかりました。この 7.19から 7.2ま

でというところで、ガスの雰囲気管理のガスの扱いというところが、 

0:39:05 どんどういう基準適合の関係で整理をされるかは大体イメージが湧きま

したのでありがとうございます。 

0:39:15 等、あと須磨せっかくなのでこの流れでもう一つ、 

0:39:21 用語としてわかりにくいなというところでいうと、7.4の補機駆動用燃

料補給設備ですけど、 

0:39:30 これってなんな機能としては何ぶら下がりなんでしたっけ。 

0:39:38 はい。与儀西原でございますこれ再処理と共用すると言ってたＳｎ飲料

の分が、 

0:39:47 これになります。 



0:39:50 ポリビンがいまいちですけど、この名前では医療法で使ってたと思って

ました。以上です。 

0:39:56 規制庁コサクですそれでいうと、ここ所内電源設備の次に書かれてます

けど、 

0:40:04 資料の中では、確か電気関係だったような気がするんですが可搬発電機

に、 

0:40:11 ＭＯＸとしては使うんだけど、 

0:40:14 再処理の方ワーポンプにも使うということで、ポンプの方が主なので、

名前としては大きく同様になっちゃってて、それを 

0:40:26 共用で使うのでこうなってるってことですか。 

0:40:28 はい。峰志田でございます。おっしゃっていただいてる通りでございま

すが電源で可搬型の発電とかの多分並びとして、所内電源設備の時代

に、その次につけて、 

0:40:39 ほんとの関係であるということで展開をしようとしたと思ってました。

以上です。 

0:40:45 はい。規制庁小阪ですその点は理解をしました 

0:40:51 共用するものであり、また扱いが違うとよくないというので併記併記と

いうか何か横に並んでいるということで理解をしました。 

0:41:05 竹田さんもおありなんでしたっけ。 

0:41:08 はい、竹田です。私からの確認は以上です。 

0:41:14 はい。規制庁コサクですわかります私としても 

0:41:18 エイシ設備との関係では理解しました。以上です。 

0:41:25 市民ですか。県さんの娘リスト関係で、規制庁側から普通にございます

でしょうか。 

0:41:37 道路へ入れば、続いて、 

0:41:40 添付 4－9種類との関係で規制庁側から何か確認があればお願いしま

す。 

0:41:57 すみません、原子力規制庁のセトガワです。 

0:42:03 すいません、共通 08にちょっと実施したくて編集規制します。 

0:42:18 赤津 08 の添付 4の技術基準規則各条と核燃書類の生徒の整理のＭＯＸ

加工施設分なんですが、 

0:42:26 ここちょっとこの以前の会議、ちょっと、 

0:42:30 お願いしたんですが、添付書類のところに、各図面、 

0:42:37 そうですね。 

0:42:43 構内配置では閉院平面図及び断面図や、あと系統図、系統図に単線結線

図が今回含まれているところがあるんですが、これらの説明書類が、 



0:42:54 添付のところになくて、おそらくこの今回の第 1回申請で、構内きちん

と平面図断面図ができてこない範疇でした地形図がありますので、 

0:43:05 外部の 

0:43:07 財務省外部からの衝撃に対する損傷とか、その辺の条項の確認のための

紙を出してくれてるんじゃないかなと思いまして、そのあたりの資料、

何でしょう。この添付 4の、 

0:43:20 資料の添付の下に、一番下の安全避難通路等に関する説明書ってあると

ころの車に、構内配置図等とか、平面図及び断面と、まず系統図とはい

え、配置図、 

0:43:34 及び構造、ちょっと出していただいて、この配置図が今後どういう、 

0:43:38 条項の参考資料となるのかっていうのをちょっと、 

0:43:43 追加していただけませんでしょうかというのが 1点です。 

0:43:53 はい。日本原燃石原でございます。 

0:43:56 まず、今のご指摘は 1階から順番に 92ページから本文添付書類、それ

ぞれ書かせていただいてますと、 

0:44:06 その中で局長の中に添付図面というのがまずないということで、一方、

今回第 1回分としては右下 456ページから別紙 7として添付図面の 

0:44:20 記載方針であったり、第 1回でつける添付図面をつけさせていただいて

ますので全体の開示を通してつけた図面、 

0:44:30 僕としてはコーナー配置図で 

0:44:35 平面図、 

0:44:40 そういうフロー図であったり、構造であったり、言うと系統図の仕切り

チャート前回出た分血もそうですけどもそういった図面の処理がありま

すので、 

0:44:52 まず、6第 4回まで見て必要なグルーピングした場合の、添付図面の名

称を、 

0:45:00 もうつけさしていただいて 

0:45:04 部分もあるんすけど、1個、各情報との関係で丸をつけさせていただく

という整理をやらしていただければと思いますがそれでよろしかったで

しょうか。それで大丈夫ですありがとうございます。 

0:45:15 あともう 1点なんですか。どうぞ。すいません。規制庁加来です。今の

点で言うと、00資料の方で、 

0:45:27 Ｃ、 

0:45:29 いいもんな。 

0:45:30 部分でしたっけ。 

0:45:32 別紙 1款、ごめんなさい。本文と、 

0:45:37 とかの時に図面とかも入ってて図面で確認って、 



0:45:41 方針については確認できますっていうふうに書いてあったと思うんです

けど、それを集約してここで表していただくっていうことかなと思っ 

0:45:50 ているんです。 

0:45:52 そういう検討されてるってことでいいんですよね。 

0:45:55 はい。入社でございます赤瀬と、今、たくさんおっしゃっていただいて

うれしいから言ってこようと思ってました。そういうことで整理ができ

るかと。もともとそういうことができるみたいなそういう整理のもとに

別紙に作ってますので、それを集めてくれば、必然的にでき上がるかな

と思ってました。以上です。 

0:46:13 はい、規制庁不足ですそれで、 

0:46:18 この会議は、こういう図面が必要だよねっていうことがチェックできる

ということだったと思いますので、よろしくお願いします。で、念のた

めですけど、 

0:46:27 460ページに、まず構内配置図があって、これは先ほどセトガワ言った

ように、まず、外部衝撃というか、 

0:46:37 形とあと、同じように、津波だったり、或いは位置的分散という関係

と、 

0:46:47 いうようなところが確認できる所っていう理解でいますけど。 

0:46:52 原因って何か他に考えてることあります。 

0:46:57 はい、弓削西田でございます今おっしゃってた津波とか外部衝撃ぐらい

にしか丸がつきようがないかなと思ってました。以上ですはい。 

0:47:07 規制庁コサクです位置的分散という関係だと 30、 

0:47:11 Ａ案いうとか、ああいうが入るかどうかちょっと精査してもらいたいと

思うんですけど。 

0:47:16 いったところも検討しておいていただければと思います。 

0:47:21 はい。入園者でございます承知いたしました。 

0:47:25 規制庁コサクでその次の平面図とかになると、建屋内の配置ということ

になって、これも位置的分散だったり、或いは断面だと遮へいとかも入

ってる。 

0:47:39 ていう気もしますけど、 

0:47:43 そういった視点で整理をされてくるということでいいです。 

0:47:48 はい。乳井西田でございます。今回、第 1回いけば先であったり、あと

は、あれですね、火災だったり、 

0:47:58 いうようなことも踏まえて、あとは次回も含めて全体設計条文との関係

を整理していくと、いうことかと思ってました。以上です。 

0:48:06 はい。規制庁、宗ですそれ、今葛西いただいたので、そう。その同列で

溢水とかもあるだろう。 



0:48:13 思いますのでその点漏れのないようにしていただければと思います。そ

れで 

0:48:24 平面断面とかそんな関係でわかりやすいかと思うんですけど、系統図に

なると、あ、すみません、平面図なんですが、ＩＵで検査性とか、操作

性っていうような話もあったりするので、 

0:48:39 そこら辺も軒並み入ってくるんだと思いますけどその理解でいいです

か。 

0:48:47 はい。弓削西田でございます例えば、私が例えば検査という意味でいく

と、フィルターのところでＣＡＰＥ図上で何かの検査ができるんだって

いうとか、そういうのが見えるとか、そういったたぐいでは系統図が試

験警察の中では効いてくるかなと思いますんで、そういう整理も含め

て、 

0:49:05 させていただければと思います。以上です。 

0:49:07 はい。よろしくお願いしますそれで系統図の中に単線結線図もあるって

いうふうに、何か。 

0:49:14 されてるようですけど、それってどういう意味なんですか。 

0:49:22 その他の設備、施設だと、単線結線図っていうのを系統図と呼ばないん

ですけど、 

0:49:28 なんでそんな整理をしてるんでしょうか。 

0:49:38 はい、井手西原でございます。 

0:49:43 料理の成果は、もう一度確認をします。確かにおっしゃっていただける

通り 0も含めた要求があるところっていうのが団結を団結として、 

0:49:53 分類されているんですけども、今、すみません、うちの方で整理してた

のが、 

0:49:58 私も違和感なく読んでしまいましたが、所内電源設備の系統図の中に団

結を入れてました。 

0:50:04 今、ちょっとそこは、非常用燃料としての要求がメインでということも

含めてどう整理するかっていうのは他の施設の関係も含めて、今一度確

認をさせていただければと思います。以上です。 

0:50:19 はい、規制庁、蘇武です。おそらくそれを単線結線図と言ってす。 

0:50:24 書いているっていうことなんじゃないかなって気もしますけどちょっと

もの見てないので申し訳ありませんが、 

0:50:30 整合、他の施設との運用の整合を図ってもらった方が 5回位されずに資

料見れると思いますのでよろしくお願いします。 

0:50:39 はい、日本石田でございます。はい。承知いたしました。 

0:50:51 セトガワさん、終わりですか。すいません。あともう一つ、原子力規制

庁セトガワです。もう 1点ありまして、先ほどのこのデータのさっき、 

0:51:00 仰ってからこの第 1回設工認申請書の本文コース、 



0:51:05 本文構成の添付 7の方なんですが、 

0:51:08 これは 102ページのところで、 

0:51:13 上のところの図面の目次は第 1回で添付する図面について示しているっ

てなってまして。 

0:51:19 何かこの他のところだったら、第 2回申請以降のものは次回申請以降っ

て書いていますので、なんでここちょっと、 

0:51:26 ここだけ第 1回添付する図面だけなのかっていう、ちょっと教えていた

だければと思います。 

0:51:34 はい、乳井西原でございますまず 

0:51:37 他のところは全体の添付書類を含めた構成というのが、そのそれぞれの

リンクを含めて、示すことによってそれぞれの説明書の中で、 

0:51:51 他のテンプだったり他の基本設計方針の他の基本設計方針飛ばしてい

て、それがどういったものかというのと次回出てくるという因果関係を

示すっていう意味も含めて、 

0:52:02 ここ次回も含めて構成を記載をして目次に入れてます。その上で次回申

請であるのは実行委員会申請だということがわかるようにさせていただ

いてます。 

0:52:13 一方図面の方については今回も図面といったものがわかるようにという

書き方をしているので、大枠での系統図であったり、配置図であったり

との系統図の分類はもう一度考えますけども 

0:52:29 枠組みになるものは書いてますけどもこの中で配慮の方については、前

回といえば、申請対象を思うとの関係でお示しをすると。 

0:52:39 いうことで、必要な情報量にはなるかなと思ってました。以上です。 

0:52:45 わかりました。 

0:52:50 了解ですとか、このままでいいかなと思います。 

0:52:56 規制庁コサクです先ほどの系統図の話。 

0:53:01 資料、ちょうど開いていただいたのであれなんですけど、束ねること自

体は別に構わないって、単純に表題として系統図って書いちゃっててそ

れに埋もれちゃうのかどうかっていうようなことなのかなと思いまし

た。個別には単線結線図という表現で、 

0:53:19 入れられるようなので、その点で開きやすいようにしておいていただけ

ればと思います。 

0:53:25 はい、右下でございます承知いたしました。 

0:53:33 伝票シミズです。ちょっと他にもわかりますけど、まず添付 4の関係種

類について他、規制庁側から確認ございますでしょうか。 

0:53:48 通らなければ、すいません規制庁コサクです。 

0:53:51 ついてんであれですけど、先ほど、上から開いていってこの 2－1、5－2

－2、5－2－3。 



0:54:02 というところ、5－2－2のところまで話を止めちゃいましたけど、 

0:54:08 5－2－4の配置図っていうのと平面図断面図との関係ってどういうもの

であり、それぞれ何が違う説明になるんでしょうか。 

0:54:39 区域の場合、日本で 2社でございます。平面図は、断面図については本

当に構築物としての側の図面として出してますでは位置図は、 

0:54:49 今回の対象物が火災区画構築物なのでわかりづらいですけどあの中の機

器とかを示すためのものが配置図ということで考えてました。以上で

す。 

0:55:02 規制庁小阪ですわかりましたそうするとあれですね先ほどのでもあれ

か。 

0:55:09 エース建屋と指定検査性云々の配慮っていうのは平面図断面図の方でも

関係するけど、機器の方での検査性云々っていうのは、 

0:55:21 配置図の方で話をするっていう感じになるってことですかね。 

0:55:25 はい。乳井西田でございますおっしゃっていただいてる通りかと思いま

す解決側で、その設備の位置とか、あとはスペースとか、そういうこと

も整理かと思ってました。以上です。 

0:55:37 はい。規制庁、古作ですわかりました。そうするとあれですね、機器の 

0:55:44 檀断面みたいな話ってのはもう構造図であって、この 2－2の平面図断

面図ってのはもう建屋構築物だけっていうことですね。 

0:55:54 はい。日本原燃石原でございますはい。そういう整理でございましたは

いすいません私の説明もなくなってすみません。はい。 

0:56:00 規制庁コサクですそれを実用炉とかでそういう要望なんですかっていう

ところも含めてパッと見でわかるようにしていただけるといいかなとは

思いますが、整理しておいてください。 

0:56:12 はい、日本エリアでございます。後年度も見ながら、確かおっしゃって

いて断面図と言われると、設備の断面図もあるような気がするので、上

がってくる図面だということが、その関係でわかるようにということで

名称としてはもうちょっと適切な名称も含めて整理をさせていただきま

す。以上です。 

0:56:36 主務とそれに 

0:56:42 はい。 

0:56:45 第 2回申請のところで前回、 

0:56:52 前と伺った 

0:56:55 廃棄施設に似たような丸廃棄施設に関する 

0:57:00 全部なくなって、閉じ込め能勢 

0:57:04 丸ついて、 

0:57:08 崩壊熱除去の観点で、従来は 

0:57:12 換気は廃棄施設に関し 



0:57:16 ての、それを、 

0:57:20 方針を変えたからこういうふうに、 

0:57:21 整理されたと。 

0:57:22 つきでよろしいでしょうか。 

0:57:26 はい。弓削西田でございますご紹介というか整理をさせていただいたと

いうことでございました。以上です。はい。はい。社長からです。そ

れ、その上でですね、第 3回申請の方で、当貯蔵施設、 

0:57:40 の、 

0:57:40 対象。 

0:57:42 説明書から、 

0:57:43 閉じ込めがついてないっていうところがあってこの閉じ込めがついたり

つかなかったりっていうその違いは、 

0:57:52 何なんでしょうか。 

0:58:01 17条の第 3回の十七条ではい。はい、上西でございます対象になる部分

は、いわゆるグローブボックスみたいなものが入れば、当然米にも当然

タベント利用されますし、 

0:58:15 設備の中に入ってる、何だっけなグローブボックス、 

0:58:22 負圧運動管理装置。 

0:58:25 議会のみだけがエントリーされてしまうと。 

0:58:28 多分、綴じ込み部分には多分マルが使わない。 

0:58:32 作るのか。 

0:58:35 ちょっと待ってくださいすいません。 

0:59:28 与儀西原でございます。すいません。 

0:59:32 私ました。 

0:59:34 閉じ込めが貯蔵と認可が入るのは、崩壊熱助教のに関する冷却のための

排気機能とか、とじ込みに入ってますということで、閉じ込めとちょう

ど設備があるのか取られると、 

0:59:52 いう部分ですそれは、3階 2階、二階ですね、二階に申請をされるの

で、2ヶ月の話がクローズしているということで、その分、設備等の申

請対象設備との関係で二階と三階で差が出ているということです。以上

です。 

1:00:09 規制庁岡ですわかりました。前回は何か三階につい 

1:00:14 たんですが結局そこも、 

1:00:16 年寄りが、 

1:00:17 変わったとそ再整理したとそういうことなんでしょうか。 



1:00:22 はい。日本原燃志田でございますが、再整理というのがだんだんおかし

くなってきたので、誤記の修正も含めてやらせていただきました。以上

です。はい、わかりました。あともう 1件あってその班、 

1:00:34 貯蔵設備とあと搬送設備も、隣の、 

1:00:38 搬送設備もなんですが、 

1:00:40 1000設備別記載事項の設定に関する説明書で、前回、丸がついていたと

ころは全部、今回、バーになってきたんですが、 

1:00:50 これは個別説明書で説明。 

1:00:53 という。 

1:00:54 ふうに方針変更したとそういうことなんで、 

1:01:01 はい、峰社でございますはい。そういう整理でございますそうですね右

下 89ページの 16条のところに、搬送設備に関する説明書で説明してこ

の丸をつけてますということで考えておりました。以上です。 

1:01:17 社長から、わかりました。私からは以上。 

1:01:24 シミズが、検品を関係書類関係で規定する側から確認ございますでしょ

うか。 

1:01:35 古作です。ごめんなさい。 

1:01:38 ちょっとどこで聞くのがいいかよくわかんないんですけど、今の閉じ込

めの関係で思い出したんですけど、 

1:01:46 グローブボックス数負圧温度感強い設備っていうのが、 

1:01:53 各施設に入ってたりするんですけどこれってどういう位置付けのもの。 

1:01:59 どういう申請をされてくるのかっていうのを説明いただいていいです

か。 

1:02:19 はい、日本イシハラでございます。 

1:02:23 薄不破通温度監視素地。 

1:02:27 各設備単位でついてますＤコヤマいわゆる加工施設の上部として適合す

るものが対象するものがない、計装関係の設備でして 

1:02:38 今は第 3回にまとめて、この設備としてエントリーをして、続きまして

説明をしようと。実はこれはグローブボックスはＩＩ温度監視装置自体

は非安重って、 

1:02:53 上のやつはまた別の名前で確かインプリしてましたけど、それとはまた

別で、それで安全の分をまとめて第 3回でということで思ってました。

以上です。 

1:03:04 規制庁コサクです。それはあれですか、取り扱うそのグローボックス農

そのーんん。 

1:03:12 取り扱いのも、物量なりとかで種分けされてるっていうことですね。 



1:03:25 すいません日本石田でございます。安重とヒアリングの区分ですかね。

はい。今聞いたのです。はい。グローブボックス自体で、今抱えている

確認の手数料とかで、 

1:03:37 安重のグローブボックスについている、温度監視負圧監視か運動温度監

視か別途アジュールにするか避難所にするかというので決まってまし

た。以上です。 

1:03:49 はい、規制庁不足ですね一方安重か非安重かっていうのと、基準適合の

条文との関係っていうのは何か違いがあります。 

1:04:12 はい、二本木西浦でございます。 

1:04:15 50か批判というかでいくと、負圧に関しては、 

1:04:19 ペイロード、岡部の条文で要求を満足すればと思ってます。ちょうど温

度監視の方が、確か安生いわゆる感知設備、火災の感知設備か、 

1:04:34 なんで、こちらは火災防護としての赤津安全としての要求事項で、適合

性の説明が必要ということだったと記憶をしてます。その辺も、 

1:04:44 ちょっと整理の具現化はしないといけないかなと思いながらも今、現状

そういうことで考えてました。以上です。 

1:04:52 はい。規制庁日下です。わかりました。そうすると避難所の方は換気設

備の附属みたいな。 

1:05:02 ものと思えばいいんですかね。 

1:05:05 はい、そうですね日本一社でございますそういうことでございました。

以上です。 

1:05:11 はい、規制庁側でそれで、安生の方は、今、火災防護の関係もあってと

いう古藤ですけど、菅希衣同じように換気の関連ではありつつも、火災

防護設備にも関連するっていうことですかね、設備の単位とするとどっ

ち側と思えばいいんでしょう。 

1:05:55 少々お待ちください。 

1:05:57 コサクですすいません。どっちかと言いづらいから計装としてとかって

いうので、宙ぶらりんにチュウワリっぽく見えちゃってるっていうこと

だとは理解をしつつ、 

1:06:08 なのでどっちでもありますっていう回答でもいいです。 

1:06:49 はい、日本イシハラでございます。 

1:06:53 これもですねの監視、安城の場合は、火災として見なきゃいけないし、

とじ込みとしても見なきゃいけないし両方込みかな、ちょっとその辺

は、すみませんさせていただきたいと思います 

1:07:05 ちょっと計測は確かにがんに今、整理ができてないところもありますの

で、必要な多分ちゃんとぶら下がってるっていう整理ができればいいの

かなと思ってますけども、意識の整理をさせていただければと思います

以上です。 



1:07:19 はい規制庁コサクです計装関係は、許可のときから悩ましくて話をさせ

ていただきましたけど、今の閉じ込めなり火災という関係での機能の関

係での見え方と、 

1:07:32 あと通信連絡なり、 

1:07:36 ものとの関係でそちら側に入っていたりと幾つかあったかと思いますの

で、その辺りの 

1:07:44 設工認の設備申請の扱いとしてこうなってますっていうのがわかるよう

になればいいかなと思いますのでよろしくお願いします。 

1:07:57 次のやつ。 

1:07:59 それは共通 0発注全体で、本当に添付の構成なり仕様書の記載なりで共

通では、認定等してきて町側からの確認事項ございましたらお願いしま

す。 

1:08:16 規制庁岡です。先ほどちょっと初めの方で説明があった溢水の、 

1:08:23 間建屋が移行高さの考え方で、 

1:08:26 基本的には、今の説明としては先ほどの平面図断面図の、 

1:08:33 ところでちゃんと開口部というのを明記した上で、ＴＭＳＬルーの差と

かで補足説明とかで説明を受けてるような内容で読むと、 

1:08:43 これ一応建屋としての担保事項なので、基本設計方針の流入防止、 

1:08:49 この辺りで読むとそういう。 

1:08:52 ふうに整理されているということでしょうか。 

1:09:04 配慮エリアでございます。図面が作業としてはおっしゃっていただいた

り溢水 0域とかでお示しをした開口部のところに高さがわかるようにと

いうことで今回の担保事項が明確になるように記載を拡充をさせていた

だきます。それとしたＣＡＰＥ図面ですので、 

1:09:25 リンクが張られるとすると、 

1:09:27 添付書類でリンクある。 

1:09:31 読む。 

1:09:32 それでマルつける。 

1:09:36 添付 4ではない。 

1:09:38 当分と受注し、今の申請書でですよね申請書でもいいからどうなるかっ

ていうご質問ですが、規制庁申請書上をどういうふうに担保してどうい

うふうに表現するか。 

1:09:50 審査上の作業の表現の仕方を伺って、 

1:09:59 古作です。それで言うとあれですか、図面っていうのは、関連する 

1:10:06 添付書類で呼び込む形で整理しているんでしたっけ先ほどの検査性とか

だと、案いうの健全性説明書の中に検査性っていうところを語る。 

1:10:18 部分があって、 



1:10:20 そこで系統となり何なりでっていうことを書くようになってるかどうか

っていうことと同じような気はするんですけどいかがですか。 

1:10:27 はい。乳井の石原でございます。現状でいきますと、を呼び込む形には

してないのでさっきの岡さんの質問にどう答えようか悩んでるところで

した。 

1:10:37 ただこっちに必要なところがある場合は個別の添付書類説明書の中でい

ろいろとズーリングしたりとかいう展開はしていてその説明とのリンク

が張られると。 

1:10:50 いう形にはなってたと思ってました。はい。ちょっとそこも含めて整理

が必要ですかね。 

1:10:58 はい。規制庁甲斐です今それの表現できてないっていうところでちなみ

になんですが、念のための確認ですけど、仕様表上は今、そういうこと

は全く、 

1:11:08 表現してませんがそこら辺は、の考え方というか何か整理されてます

か。 

1:11:26 はい。稲毛の石田でございます。仲井新評価では建物の大体の外径とし

ての寸法であったりあとは、遮へいとか要求として評価をする前提にな

っていたりというものを、 

1:11:40 仕様表上は展開をさせていただいてると思ってます一方それでは、外部

溢水のが流入しないような高さを確保すると言って結果して 80センチ

以上ありますというところが、 

1:11:54 直接的にその必要な高さとのリンクではないので収集所特に担保するこ

となくなる、担保する必要性はないかなということで今、仕様表には、

あえて書いてないというのが現状でございました。以上です。 

1:12:07 はい。規制庁岡です。でしたらやっぱり 

1:12:10 どっかでしっかり、 

1:12:12 リンクを飛ばすっていう作業が必要になってくるという認識で、 

1:12:17 今ちょっとそれ表現できてないっていう。 

1:12:20 こちらもちょっと申し訳ありませんでしたというところなんですが、仲

井でありますでしょうか。 

1:12:29 コサクで、コサクですけど基本的には方針で整理を、00の資料でまとめ

られたと思いますので、その方針を受けるのは、添付書類の説明書であ

り、 

1:12:44 その説明書の中で具体にその開口部の高さが云々というところで、書か

れるんでしょうからそこに図面のリンク、図面に幾つ参照とかっていう

ような形で付記されれば、 

1:12:58 繋がるんじゃないかとは思いますけどいかがですか。 



1:13:01 はい。乳井西浦でございます。私のイメージも各直接的にコヤマおっし

ゃっていただいたり添付書類の溢水の、 

1:13:13 説明の中で、その他、相川リースに対するということで必要な高さ以上

確保しますというようなことで書いてますので、そこでとリンクして、

必要な高さが、ある程度の高さが確保できているというか実際数字が見

えると。 

1:13:29 リンクをさせていただければと思ってました。以上です。 

1:13:34 はい、規制庁下ですそうの方針が一番シンプルというか、わかりやすい

と思いますので、ちょっと溢水、すでに 1回出していただいてるんです

が、また、 

1:13:48 00－02 も含め、 

1:13:51 ちょっとその辺 

1:13:52 記載を検討いただいて、再提出いただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

1:14:00 はい、乳井西田でございますはい。まずは、使いに予定してます補正の

中でしっかりと今お話をしたようなリンクをとらせていただきますその

上で、 

1:14:11 シリーズはそのをお互いを反映したものとしてお出しをするということ

で整理をさせていただければと思います。以上です。はい、規制庁です

よろしくお願いします。 

1:14:23 もう 1件、 

1:14:24 許可制もう、 

1:14:26 説明書を今回たくさんつけていただいて、 

1:14:29 ちょっとずっと気になってたところがありまして遮へいなんですが、 

1:14:33 172ページ目。 

1:14:36 の遮へい条文の、 

1:14:39 許可本文の④に相当する遮へい材は主としてコンクリートを用いるとい

うところの、 

1:14:46 対応する、まず、設工認申請書のところもですし、整合性のところの付

番もですし、 

1:14:55 この辺の何かちょっと、 

1:14:57 今まででし 100－02ペーシ 1とかで聞いてた内容と違ってきているんで

すが、 

1:15:03 ちょっとまず説明いただけます。 

1:15:22 日本イシハラで少々お待ちください。 

1:16:00 はい、与儀西原でございます。 

1:16:03 現状の記載でいきますと、これが決して正しい姿と言ってるわけではな

くて現状を説明します 



1:16:11 272ページの④番の遮へい材を主としてコンクリートを用いるというと

ころについては、現状は放射線遮へいするための壁床天井と言うのも含

めて書いてある時点で、 

1:16:26 コンクリート前提だということでそれを一対一の意向を張っているとい

うことでございます実際多分コンクリートを使ってるということで使用

標高載せて、人口と本文整合討論との整合という意味では、 

1:16:39 説明が要るかなと思いますが現状の設定の考え方としては以上でござい

ます。 

1:16:44 はい、規制庁下です。今野氏、整理では仕様表対象になってましてで、

一方で、 

1:16:52 遮へい設備は、テンプ側で、 

1:16:56 説明されているものをリンクしていたと思います。で、あと付番整合性

のところにある付番なんですが、 

1:17:03 ロポツ、（ロ）の－6ってこれは、 

1:17:07 何なんでしょうか。 

1:17:09 大きいでしょうか。 

1:17:27 日本の石田でございます今整合性ところに書いてあるボポツ（オ）－6

ですよね。はい。 

1:17:34 ちょっと見当たらなかったというか、何を書いているのかなと思いま

す。 

1:17:48 はい。読売社でございます。失礼いたしましたこれ誤記ですすいませ

ん。ＮＲＡのところになるように左側の番号とリンクをとらなきゃいけ

ないので、 

1:18:00 6ポツ（5）（2）の④って書かなきゃいけない。 

1:18:05 久野清剛 

1:18:07 丸運じゃないな、 

1:18:10 本文が、ボツ括弧（2）④、設工認側、 

1:18:18 安保先生かあわせて生後同じ番号で、具体的に記載をしており整合して

いるということで、現行あるべきところちょっとどうもない、違う番号

が書いてますはいすいませんでした。 

1:18:30 はい、規制庁岡です。ただ、おそらく動きだろうと思いながらもちょっ

とここがだから対応していないものなので、 

1:18:39 本文と設工認申請書で、一方で、05等、 

1:18:45 は、ここは何で付番をつけてないんでしょうか。 

1:18:49 ここは対応していると思うんですが、 

1:19:04 はい、日本原燃石田でございます。左側と、設工認申請書の該当事項の

ところに、或いはのところは、同じような番号を振ってこれとこれが手

対応関係だというのがわかるようにしているけども、 



1:19:21 ⑤番のところは、再開てないのはなぜかという、委員のところに特に番

号が振ってないのはなぜかというご指摘だと思います。 

1:19:30 現状、ルールとしては、⑤番に書いてることとポツに書いていること

が、同じことを書いてる場合は、特に付番をしないということ。それで

一対一だということがわかるので、特段この番号付けとしてのリンクが

とらないということで、 

1:19:47 主化して整理をしてました。 

1:19:50 以上です。光岡です。いや完全に同じであれば、 

1:19:54 とか、そういう感じなんです。具体的に記載している場合は、 

1:19:58 整合性のところに書いて、 

1:20:01 完全に同じやら、 

1:20:04 付番取らないと、そういう整理なんですけど。はい、西田でございま

す。もう一度こちらでも確認しますがルール上はそういうことでやって

ました。完全に一致する場合は、番号を振らないということでございま

した。以上です。 

1:20:18 はい、規制庁わかりますわかりました。 

1:20:21 私から以上です。 

1:20:26 成長シミズですとか、共通 08について規制庁側から確認ございますで

しょうか。 

1:20:35 それでは続いて材料構造関係で、規制庁側から確認を進めたいと思いま

す。規制庁側から確認ございましたらお願いします。 

1:20:47 規制庁の竹田です。 

1:20:50 まず、ちょっと 1点確認させていただきます。 

1:20:54 共通 08 との絡みになってくるところなんですけれど、 

1:21:04 数年ちょっと少々お待ちください。 

1:21:18 ちょっと最後の方になるんですけれど材料構造の 18ページ目でのまと

めのところなんですけど、 

1:21:29 結局、 

1:21:31 この条文に書くの条文に該当するものっていうのが、 

1:21:36 まず、ＤＢで言いますと、ポツの二つ厚いＰＥＥＫ分が再処理を第 1種

から 5時に該当する要請及び、 

1:21:46 宇田。 

1:21:47 安全上充実に属する要求及び国土、 

1:21:54 で、 

1:21:56 また書き以降で、 

1:22:01 安全機能を有する節のＲＩ大きいマターは、 

1:22:05 ＭＳＡの利用権接続するポンプや面も対象になると。 



1:22:10 いうことなんですけれど。 

1:22:13 今挙げた三つっていうのは、共通 08で言う、 

1:22:20 3ページの 

1:22:24 ところ一番上に当たるところなんですけど 15条の、 

1:22:28 に挙げられてる三つ。 

1:22:32 例の関係で言いますと、だとやっぱり対応はしていないのかなと思うん

ですけれど。 

1:22:42 もうコスト再処理、 

1:22:44 の更新っていうのはやっぱ事業間で、少し違うという理解で正しいので

しょうか。 

1:22:51 はい。日本原燃志賀でございます。まずあの、すいません竹田さんさっ

き、今何ページっておっしゃいました。 

1:22:59 8の病棟の 30ページです。30ページ。 

1:23:08 はい日本イシハラでございます。まずう、 

1:23:15 会計順番。 

1:23:17 ぐらい合わせるよという感じはしますが、先ほどあった、漢字安全上重

要な施設に属する要求に感と言っているのが、この表で言う安全上重要

な施設の間ぽつ容器です。 

1:23:35 最初に第 1種から第 5週に外属する容器及び管と言っているのは、加工

施設でいきますと、加工施設、加工の第 1種から第三種の機器。 

1:23:47 なので、ここの、 

1:23:51 容器及び 2ポツ、陥没用地区を書くところです。ちょっと書き方がおか

しいですけど、プラス、先ほどのまた書きで主要弁とポンプ、弁とポン

プが対象に入りますと、いうことでけど、 

1:24:07 フライアッシュと言ってる区分は、加工会社で違いますので、そこで差

があると考えてることはおんなじだと思ってますそれがちゃんとわかる

ように、 

1:24:17 記載は、その見直しをさせていただきたいと思います。以上です。 

1:24:24 規制庁の竹田です。 

1:24:27 この共通 08－30ページの記載って言いますと、一番最後のポツ三つ目

のポツは、主要弁とポンプは安全上、 

1:24:37 ような施設の主要弁とポンプということなんですけど、 

1:24:42 これが在校の方であれば、 

1:24:48 釜田木野。 

1:24:50 安全機能を有する者に接続するものということだったので、在庫へとい

うのが再処理の話なので、最初の方が若干、意味としては広くなっちゃ

うのかなと思ったんですけどそういうわけではないんですか。 



1:25:12 はい。 

1:25:13 茂木の石原でございます。 

1:25:15 えっとですね、この資料の記載が、 

1:25:21 よくないんだと思います右下 3ページ、在校 01の右した 3ページです

かね。 

1:25:30 2、 

1:25:32 技術基準規則第 17条に規定された安全機能を有する施設に毒性容器及

び管並びにって書いてあるのうちに再処理施設が安全性を確保すべき重

要なもの。 

1:25:43 先ほどの第 1種から第 5週であったり、 

1:25:47 安重であったりというものをやりますと言ってる部分を対象を、安全機

能を有する施設容器等と書いてますので、先ほどのまた書きのところ

は、 

1:25:58 安全機能を有する施設の容器等と書いてあるので安全機能を有する施設

全般を見てる 2てしまってますけど対象は安重ですということだと思っ

てます。以上です。 

1:26:09 規制庁の武田です。わかりました。そういえば最初にこういった説明が

あったなとすいません今思い出しました。では整合がとれているという

ことで理解はしました。 

1:26:21 とりあえず私からは以上です。 

1:26:24 すいません日本イシハラです。そういう意味でですね説明をうまくでき

てなかった 5ページとか 7ページ、例えば特に 5ページですけど、 

1:26:35 ③番という区分新しく入れてるんですけどこれだと、今ご説明したこと

の趣旨がうまく伝わらない気もしてまして、 

1:26:44 もともと考えていた安重としての範囲に対はける容器の関係も含めたベ

ントポンプを対象にしますってことで 

1:26:54 今のような、このやりとりの誤解も生まれるような図になってしまって

いるのでそこはもう誤解がないような図として整理をさせていただけれ

ばと思ってました。以上です。 

1:27:06 はい。規制庁の竹内です。ちょっとこの図は確かに適切ではないのかな

ということは思っておりましたので、あわせて数字が伝わるように修正

をいただきたいと思います。 

1:27:21 を、 

1:27:22 ひとまず私から以上です。 

1:27:25 規制庁コサクです。 

1:27:28 そうですね。 

1:27:30 レンズでありながらいまいちわからないというところが非常に問題があ

るんじゃないかなと思います。 



1:27:38 で、 

1:27:40 藤。 

1:27:42 先ほどもお話したように、ポンプ弁というだけではなくて他にもいろい

ろと考慮事項があるような気がしますので、 

1:27:51 あわせて整理いただければと思うんですけど、ちょっとどこだか忘れま

したけどフィルターについてもうなんかあの容器アカン容器、管でもな

いし、ポンプ弁でもないから対象外ですが云々っていうふうに、 

1:28:06 なってるんですけど、 

1:28:08 フィルター特にその換気系のフィルターという関係だと、ダクトと基本

的には変わらなくて流路としてっていう古藤だと思うんですけど。 

1:28:22 その関係で言えばそのダクトと同じような関係で整理がされてますって

いう説明があるんじゃないかなと思えばポンプ弁と変わんないんじゃな

いかっていう気がするんですけどそのあたりってどうなってます。 

1:28:45 40年オオクボでございます 

1:28:48 今おっしゃっていただいたのが資料でいきますと、 

1:28:53 右下 30 ページのフィルターのところで、 

1:28:56 換気空調系のところは今バーとさせていただいているところかと思いま

す。フィルターにつきましては今おっしゃっていただいた通り 

1:29:06 9棟を同様に風呂としての機能を持ってましてダクト以上の厚さのもの

を基本的に使用することになりますのでそういった説明を記載させてい

ただくのかなというふうに考えてございます。以上です。 

1:29:21 はい。補足ですそうだろうなと思うので何か言われた弁ポンプだけ一生

懸命やっててっていう感じがして凸凹感が強いので、 

1:29:30 内容としてちゃんと整理をいただければと思います。その点ではダンパ

も同じような気がしますけどいかがですか。 

1:29:39 はい。日本原燃大久保でございます今の整理でいきますと換気空調とい

うラインではダンバーもフィルタも同じ整理になろうかと思いますんで

整理させていただきます。以上です。 

1:29:51 はい。規制庁草場です。そういった点で部材の関係は整理をいただけれ

ばと思う。部材というか、機器の関係は、一連で整理していただければ

と思うんですけど。 

1:30:02 あと先ほどお話したところでＤＢとＳＡの関係っていうところも、わか

るようにしていただければと思っ 

1:30:12 ていて、特にですね、5ページと 7ページのベン図の書き方が余りにも

違いすぎて、ちょっと何言ってるのかわかんないっていう感じになって

るんですよ。 

1:30:23 これ何でこういう図が違うんですかね。 



1:30:29 はい。大窪でございます。デービーの安全機能を有する施設の 5ページ

のところの整理でいきますと大きくは安重という区分があるかどうかっ

ていうところ。 

1:30:43 エッセイの 7ページとちょっと変わってくるのかなというふうに考えて

ございまして、Ｄの 5ページですと、 

1:30:51 安全機能を有する施設の中にまたその中の安重という区分があります。

ありますのでこういった 

1:30:58 二重の丸がつくような形になってるんですけども性としてはそういった

区分が現状ないので、一つの丸で表現させていただいてるというところ

でございます。以上です。 

1:31:16 ごめんなさい。 

1:31:20 ちょっとよくわからなくて 

1:31:25 今言われたのは、四角として安全機能を有する施設という大枠があっ

て、その内数として安重があるというので左側は東さん、右側の、 

1:31:40 丸囲みがある。 

1:31:42 ていうことですかね。左の丸囲みの放射数、放射能濃度という関係から

の要求に対する 0って思っ 

1:31:52 てるんですけど。 

1:31:56 はい。2番目の行でございます。今おっしゃっていただいた通り、は

い、ＤＢとしては安重のマルが一つ。 

1:32:04 追加されるというところでございます。以上です。 

1:32:08 規制庁コサクですけど、今言われた話でいうと、 

1:32:12 ＳＡは左側のマルしかなくて右側の丸がありませんって言われてるんで

すか。 

1:32:23 すいません日本原燃の仲村ですけれども、設計基準の場合においては要

件、機器区分というものを持ったものと、安重を対象にしておりますん

でこれが完全一致しておらず、 

1:32:37 重大事故の場合はピーク分のものが、重大準この中に含まれているって

いうことでちょっと、 

1:32:45 この人数として見え方が大分違ってきているといったことになっており

ます。 

1:32:52 規制庁長田ですそうだとは思うんですけど、 

1:33:01 すいません。 

1:33:04 言いつつですね須江一井とかＤ、 

1:33:10 でもこれも違うのか、一定の放射能農道以上の云々っていうので、 

1:33:17 ＤＢの左側の丸と関連付けたように、何か書いていたりもして、何なん

だろうって感じがするんですけどそこは関連あるんですかないんです

か。 



1:33:30 日本原燃仲村ですけれども、さっき、今おっしゃっていただきました一

定の放射能濃度以上っていうところが機器区分に該当するところでし

て、こちらが設計基準の方だと、 

1:33:43 安重の区分と完全一致していないと、重大事故の方ですと、この機器区

分のところが重大事故対象設備の中にすべて含まれるというそういった

整理になってございます。 

1:33:57 規制庁コサクです。そ、今の言われ方だとすると、何らか関係があって

配置をして 

1:34:08 ていうと右側ＳＡすいません、Ｂの方の右側の丸あん中の丸が、 

1:34:18 ＳＡだと。 

1:34:20 重大事故の 0対象設備の 0ということになるんだけどその範囲が、ＤＢ

よりも広がるっていうことなんですか。 

1:34:34 日本原燃仲村です。はい。そういった理解でございます。 

1:34:39 規制庁コサクです。 

1:34:41 土肥。 

1:34:43 いうふうに見えちゃうんですけど本当ですか。 

1:34:47 ＳＡＴ、安重より広いですか。 

1:35:01 非安重を使うＳＡもＳｓもある、是正対象もあるっていうことで言えば

広いのかもしれないんですけど、 

1:35:12 そういうことですかね。 

1:35:20 ホールディングのセガワですけれども、 

1:35:22 放射性物質を内包するという観点でいけば、 

1:35:28 ＳＡの範囲が安重より広がることはなくて安重の範囲内に、 

1:35:35 エスエーがいるってことになるんですけれども、今コサクさんがおっし

ゃっていただいた通りですね 

1:35:40 放射性物質を内包するところ以外になると、 

1:35:43 生産系の設備もですね設備のラベル張って、 

1:35:49 いろいろ対処で使用しますので、そういった観点の範囲が広がる。 

1:35:54 というのが実態かと思います。 

1:35:59 はい。そう、そう言われるとそうなんですけど。 

1:36:05 端的に言うと、ＤＢとＳＡで関連がありつつ、違うところがあるという

ときに、このベン図を並べられると何か、 

1:36:15 逆に混乱してしまうという気がしてですね。 

1:36:19 ジツウ設備として、ＤＢもＳＡも関係しますっていうところとＳＡだけ

ですだったり、ＤＢだけですっていうのがあるんであれば、 

1:36:30 一体として書くことってできませんかね。 



1:36:43 はい、上西でございます。ちょっと多分、頭を抱えているので、他の人

間の知恵も使っておっしゃったような趣旨を理解をしました全く違う図

ができるとやっぱおかしいな話で、 

1:36:56 同じような分類額で、ＤＤＳだと言っている、そこに入るものが、名称

が変わったりということがまず大前提なのかなという気もしますのでち

ょっとこちらで、 

1:37:08 今もして同じような整理、まずはちょっと設備としてどんなものがあっ

て、どういう分類でということを整理した上で、 

1:37:18 絵としてどう示すかということを、考えたいと思います。以上です。 

1:37:23 はい。規制庁コサクです。 

1:37:25 物の設計はすでにされてきているところなので、類型として何を示さな

きゃいけないかというのを整理いただいて、 

1:37:34 とは思うんですけど、その意味ではＳＡの方が、こんだけ細分化する必

要があるのかどうかっていうところも、 

1:37:44 あるのかもしれないなというふうには思います。ＳＡで放射性物質を内

包するか否かっていうのは、何かその設計条件として違って、 

1:37:56 この在庫の関係から違ってくるっていうことなんでしょうか。 

1:37:59 変わんないけど、 

1:38:01 日本イシハラでございますが、変わらないっていうことをわざわざ分類

をしてることによっておかしな話になってる気がしますので、いろいろ

こう機能からすると分類する必要多分一切ないと思います 

1:38:16 求むＤＢの設備区分点を引きずったまま、整理を持ち込んだ結果、よく

わからなくなったんじゃないかなと思いますのでそういうことも考えた

上で整理させていただければと思います。以上です。 

1:38:29 はい、古作です。わかりました。それで言うとＤＢのほうの枠に、この

部分、ＳＡがどういうふうに重なってくるのかという絵があってで、 

1:38:40 ＳＡが入るんだけどＳＡ条文には直接は、先ほど言ったようなところで

絡まないものがあるけどＤＢのほうでわかってて、 

1:38:48 いうのが見えてるというような絵になるんじゃないかなというふうに思

いますので、そんな整理をしていただいたらというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

1:39:02 はい。メディアでございます。検討させていただきます。 

1:39:17 規制庁の竹田です。ちょっともう 1個確認させていただきたいんですけ

れど、在庫の 01。 

1:39:25 ちょっと教えていただきたいんですが、 

1:39:31 ページが 25ページ、お願いします。 

1:39:40 ここ、主要弁のところ、弁が対象かどうかが三角で短波はバーになって

るんですけど、この二つってどういう違いになるんでしたっけ。 



1:39:57 やっぱり日本原燃久保でございます。 

1:40:02 主要弁として 

1:40:04 大きく長計についてるところの、 

1:40:07 今ダンパーとしてましてそれ以外の特設系統についてるところは弁とし

てございましてちょっと弁のところだけを今三角にしておったんですけ

ども、先ほど小崎さんからご指摘いただいた通りで換気空調系のところ

につきましても、 

1:40:21 それと同等の取り扱いということでそこは見えるような形で整理したい

と思います。 

1:40:28 以上です。 

1:40:31 はい。規制庁の武田です。今日そういう整理されるということで理解し

ました。そのときに、この時の、 

1:40:44 対象条文としましては、 

1:40:48 当然、いや 

1:40:51 15条には、丸がつくと、いうことだと思うんですけれど。 

1:40:57 関係空調用のダンパについては、 

1:41:01 中部署に加えて、住所この二つに丸がつくとかそういう整理だと思って

いいんでしょうか。 

1:41:11 はい。弓削石田でございます。まさしく今言われたのが、先ほど我々い

ただいた宿題だと思ってましてそういうものがちょっと意味合いがわか

るように、同じ丸を付けるのかちょっと記号を変えるなりして意味合い

を示すか検討させていただくと。 

1:41:28 いうことだったと思ってました。以上です。 

1:41:32 はい。規制庁だけです。わかりました。その辺ちょっと重複してるみた

いで、申し訳ございません。 

1:41:40 はい。私から確認以上になります。それでは、その他規制庁側から確認

ありますでしょうか。 

1:41:49 規制庁コサクです。すいません。 

1:41:53 んのは話したんですけど、類似でですね、 

1:41:59 23、通し 23ページＧ2燃料機関の燃料系タンクっていうのを、 

1:42:07 どっかがあるんですけど、 

1:42:10 この辺りもですねえ、何なんだろうなっていう感じがしていて、 

1:42:19 実用炉の方は、別途火力基準とかに準じてやるというような基準があっ

て、江本の原子力での材料構造とは別に管理をしているっていう古藤の

範疇のような気がするんですよ。 

1:42:37 で、 

1:42:39 もうそい 



1:42:41 先ほど消火設備ということでそれもまた別枠っぽいような部分もあって

っていうところの話だったんですけど、こちらは火力関係でということ

で、 

1:42:52 これを実用炉は火力に飛ばされてるからいいんですけど、飛ばされてい

ないこの再処理に於いて、 

1:43:00 実用炉がこうだからこうっていうわけにもいかず、何でこういう表現に

なるのかなっていうのはわかんなかったんですけど、どういう整理なん

でしょう。 

1:43:11 はい日本原燃大窪でございます。今おっしゃっていただいた通り 

1:43:16 年度の整理のところをちょっと参考にさせていただいておりまして、発

電炉では内燃機関、燃料タンクも含めて内燃機関として整理されて、火

力基準側の方で整理されてございますので、 

1:43:32 すいません発電炉の材料構造というよりはその準用側で整理されている

というところで、三角とこちらでも三角とさせていただいてるんですけ

ども、その火力基準に基づく設計がされてるっていう、ご説明しよう

と。 

1:43:46 いうふうに考えてございます。以上です。 

1:43:49 規制庁コサクでそれは先ほどの安重は入れますといったところの判断と

整合するんですかね。 

1:43:58 日本原燃大久保でございますはいすみません、こちらはまず、どういっ

たものが容器になるかとかいうところの整理を示してましてこの中で、

先ほどの区分の 

1:44:11 安重ですとか要件対象になるところがまだ在庫の退出対象になってくる

ものというふうに考えてございます。 

1:44:19 以上です。 

1:44:20 ごめんなさい。この燃料系単価は、4号機と言われようキーだと思うん

ですけど、 

1:44:27 その上で安全。すいません。正式名称忘れちゃった。 

1:44:33 安全上重要なものでしたっけ。 

1:44:36 といったところから外れるっていうことなんですか。 

1:44:41 はい日本原燃大窪でございます。安重の来年期間の容器も容器といいま

すか燃料タンクありますので、そういったものを価格基準で設計してい

る旨を、 

1:44:53 ご説明するものというふうに考えてございます。 

1:44:56 以上です。 

1:44:57 そうするって、規制庁コサクでそうすると、条文の対象からは外れない

から 0なんだけどその 0としたときの設計、 

1:45:07 方法としては火力基準に準じるっていうことですか。 



1:45:16 0オオクボでございますすいません私の理解としましては三角なんです

けど火力基準で説明するものというふうに考えてございます。材料、 

1:45:29 ストール規制庁コサクですそれでいうとやっぱりそのベン図の右側の丸

の考え方をちゃんと整理してもらわないといけなくて、どの範囲をもっ

て 

1:45:40 案、 

1:45:43 と容器、有能用機関であって、 

1:45:47 安全上重要な、というのかと。 

1:45:52 いうことになっちゃうんですよね。 

1:45:56 今のやつ、燃料は安重じゃないってわけじゃないですよね。 

1:46:02 日本原燃大窪です。燃料系のタンクも安重に所属しますので、 

1:46:07 はい、安重です。 

1:46:11 アイホン石原でございますすみません、ちょっと社内でもうまく意思疎

通ができてなくてこの話聞いた時に私はノーだと言って、 

1:46:22 理由は、火力のやつを今持ってきてる発言度はそちらで同等のことを見

てるから、在庫の対象にしない、じゃあここの最初にとか、加工施設に

行った時にじゃあ同等のことをどこで見てるんですかっていうと、人が

いない以上は、在庫の条文で見るんじゃないのかと。 

1:46:42 んじゃないと、結局決定がなくなるんじゃないのかっていうのがもとも

とやりとりをしててまだちょっと全然社内でうまく統一できてなかった

ところですそれも含めて、一旦ちょっと整理をさせていただければと思

います。以上です。 

1:46:56 はい。規制庁コサクですそうだろうなと思ってます。一方再処理規格の

溶接との関係はとかって言われるとそれは再処理として放射性物質を取

り扱う範囲っていうのを、 

1:47:12 主眼として規定をしているのかなっていう気もするので、 

1:47:17 実際の設計を火力基準でとかっていうのは内容としてはおかしくないと

思うんですけど、そこら辺の対象範囲をよく整理をして、 

1:47:27 いただければと思います。で、幸いというか、技術基準上ワー、民間規

格はエンドースはしてませんし、 

1:47:37 具体は細かく決めてないので事業者の選択の余地はあるということです

からその余地の中で、何を使うかということで整理がされるんだろうな

というふうに思ってます。よろしくお願いします。 

1:47:51 はい。与儀西田でございます。はい。整理させていただきます。 

1:48:00 選挙かけたですその他、材料構造関係で確認ございますでしょうか。 

1:48:07 はい。規制庁浜崎です。すいません。 

1:48:10 次、ちょっと 1点 16ページなんですけれども、真ん中ぐらいのところ

ですねなお以下のところですので、ここの部位はその接続する配管が、 



1:48:22 相対的に弱いから、その評価に思って、ポンプ及び弁の共同を確認する

と。 

1:48:28 できるという表現になってるんですけども、これ実際問題として、 

1:48:34 その共同さだとかですね、取りつけるは配管との条件によって、かなり

鉱産あると、いうふうに考えてます。それで、実際その配管の 

1:48:46 評価を行う。 

1:48:48 ことだけでもって、ポンプ弁の強度を有することを確認すると。 

1:48:54 いう最終形としては、配管のみの評価になると、いうふうに、 

1:49:01 この文章から読めるんですけども、その理解でよろしいんでしょうか。 

1:49:08 はい。日本原燃大窪でございますすいませんちょっとページを確認させ

てください。はい。今言われ、16ページです。16ページの真ん中のパ

ラグラフになります。 

1:49:22 はい。 

1:49:23 はい。ポンプ、弁の接続で配管側で見るという話のところかと思います

けども、基本的に配管弁の評価、 

1:49:34 すいません本部の評価となりますと最高主圧力温度が加わっている状態

で、その口径に対して、必要な厚さが出てきますので、その厚さ以上あ

ることということの確認になりますので、 

1:49:47 接続している配管ポンプは同様の圧力温度条件になります。接続も口径

同様になりますんで配管の方で十分にかつであればさらにポンプ弁とい

うのは肉厚、 

1:50:00 となりますので、配管側の評価に包絡されるものというふうに考えてご

ざいます。 

1:50:05 以上です。 

1:50:07 規制庁浜崎です。説明理解しましたけれども 

1:50:10 配管の条件と、ポンプ弁の条件、いろんなものがあると思うんですけれ

ども、基本的には配管だけの評価で代表させるという、 

1:50:21 ふうに理解すればいいということですね。 

1:50:25 規制庁コサクです。 

1:50:28 若干その説明が不足してるなと思ってるんですけど、配管の計算 

1:50:36 寸法等、ポンプ弁の寸法は違うわけですよ。 

1:50:40 弁ワー、ある程度その配管に類似したものにはなるもののですね、弁た 

1:50:50 弁箱の寸法の方が大きくなるのが普通であって、 

1:50:57 同等ですっていうのはちょっと言い過ぎだなと思いますし、ポンプの方

も、ポンプの方がどう考えても大きくてですね。 

1:51:05 そこから管台が出て 



1:51:10 間に繋がるわけで、同じ等々でそれ以上あるからっていうのはちょっと

言葉足らずなんじゃないかなというふうには思います。 

1:51:22 最終的にワーポンプとかは体暑う試験なり何なり押す、合わせてスルー

たリース、 

1:51:30 或いは単体でやってたりっていうなことは、 

1:51:33 あるんでしょうから、 

1:51:34 もう少し説明性を上げるということは必要なんじゃないかなというふう

に思います。 

1:51:41 はい。日本原燃大窪でございます。はい。ありがとうございますちょっ

とその辺も含めてですね説明ちょっと拡充したいと思います。以上で

す。 

1:51:50 はい。規制庁浜崎ですパラグラフの最後に詳細は表の右側のページの表

を参照って書いてあるんですけど、その表を読んでも、ちょっと理解で

きなかったので、もう少し詳しい説明といいますか。 

1:52:04 丁寧な説明の方をお願いします。以上です。 

1:52:11 規制庁加来です。その表の部分でいうと材料選定は配管等と一緒でとい

うことですけど、 

1:52:21 配管と違う材料で設計されてるポンプ弁とかってあるんですか。当然駐

在だ鋼材だっていうのの違いはあるんでしょうけど、 

1:52:33 それ以外で、違う材料であり剤、 

1:52:38 継ぎ手なりをしてとかっていうなものってありますか。 

1:52:43 5年オオクボでございます基本的にはそういったものはないというふう

に認識してございます。 

1:52:49 はい。以上です。 

1:52:51 はい。規制庁コサクですそういうのがあったりすると、材料の適切性の

説明とか何とかっていうのは、個別にやってもらわなきゃいけなかった

りもするので、 

1:53:01 その関係とかも、わかるように説明をしておいてもらうといいかなとい

うふうに思いますよろしくお願いします。 

1:53:11 はい、2番目の久保です。承知いたしました。 

1:53:19 規制庁課計画するその他規制庁側から、在庫について確認ございますで

しょうか。 

1:53:25 規制庁コサクです。最初に石原さんから説明ありましたけど、グローブ

ボックスとかで容器って書いてあるのは、グローブボックス自体じゃな

くてドリップトレイだと。 

1:53:38 言う古藤なんですけどそれはそれでわかるように書いていただいて、大

元のグローブボックスとかを、どういう扱いのもとに対象。 

1:53:49 するしないとかっていうところの整理をするか。 



1:53:52 というのも明確にしていただきたいんですけど。 

1:53:56 基本はあれですかね、閉じ込め機能はあるものの、容器というものでは

ないと。 

1:54:03 どちらかというと構造、 

1:54:05 鬱だっていうことなんですかね。 

1:54:09 はい。宮城西田でございます。そうですね構造物と、いわゆる漏れ率な

んかも見ているところを考えると容器、 

1:54:19 何ですか、密閉されたというか、溶接で、 

1:54:24 閉じ込められた容器というよりは構造物として見るということで後は、

閉じ込め側の条文で、先ほど他の条文で、同等のことなり必要な機能を

過去確認してますっていうのと、 

1:54:37 同じだと思ってます閉じ込め側でグローブボックスとして見た時に必要

な 

1:54:43 要件というのは確認ができているということの整理だと思ってました。

以上です。 

1:54:50 はい。その辺りをいくつかは書かれてはいるんですけど、 

1:54:55 もう少しクリアになればなと思います。で、結局そのグローブボックス

のパネルとかの材料とかって言っても、 

1:55:05 構造強度を持たせるような材料での話ではないので、なんでそれでいい

のかっていうと、 

1:55:16 構造体としてその隙間管理ができるようなものであればいいのでと。 

1:55:20 いうことなんだろうとは思いますのでその辺り整理をしていただいて、 

1:55:28 その辺の耐食性っていう関係からはどうなります。 

1:55:49 乳井伊勢でございます。少々お待ちください。 

1:56:03 はい、日本イシハラでございます牛を動態というか 

1:56:10 入っていったらおかしいですね、フレームみたいのは早速出てきてます

しパネル自体は交換できるということで、いろんな意味でのそういった

意味での維持管理の中で、 

1:56:23 対応できるという設計だと思ってました。以上です。 

1:56:27 規制庁日下です。そのあたりをどう説明していくのかっていうことだと

思うんですね、直接のヨッキではなくて直接の対象条文じゃないってい

うのはそれはそれでいいかなと思うんですけど。 

1:56:41 一方でその着眼点として必要なものっていうのは漏れなく説明いただき

たいと思いますので、 

1:56:48 在校の中でなのか、 

1:56:52 勧誘なのか、何かわかりませんけど、或いは閉じ込めなのか、わかりま

せんが整理をしていただければと思いますそのときに、構造体っていう

意味だと工程室なり何なりでの、 



1:57:04 壁面なり壁の管理という壁区画の管理というようなところとかも照らし

合わせながら、適切な整理というのをしていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

1:57:18 はい。日本原燃志田でございます。はい。ご指摘の件、理解しました会

を検討させていただきます。 

1:57:33 規制庁タケダとその他規制庁側から確認ございますでしょうか。 

1:57:40 よろしければ、修正方針について現状の方から説明をお願いします。 

1:57:47 はい、弓削西浦でございます。 

1:57:53 そうですね。これは共通 08と都築でしたっけ。 

1:57:58 続きですね。はい。 

1:58:00 共通の間違わちょっとまずは、丸付けはもう 1回確認をするということ

と、 

1:58:09 あとはテイン。 

1:58:11 他の 100。 

1:58:14 1ページじゃないな、基本設計方針て載っている、ちょっと 96ページと

かのいわゆる 

1:58:23 その他設備の構成の方は、全体の機能をそれぞれの機能というのを考え

て、ちょっと構成含めて一度検討させていただくと。 

1:58:32 いうことです。あとは 

1:58:38 パルスを、 

1:58:43 その前にやったっていうと部面。 

1:58:46 各申請回ごとの添付書類の構成書いてますけど、ここに添付図面の開示

ごとの条文との関係と、いうのを整理をさせていただくと。 

1:58:57 あとは、日の告示の中である系統図のところのタンケツの関係とももう

ちょっと見える化というか整理をさせていただくということです。あ

と、 

1:59:10 あとは、強化するところはちょっと誤記もありました。全体通して資料

表で書かないといけないところの説明も足りないところもありましたの

で全体通して、 

1:59:24 今一度確認をして、必要な修正をかけます。 

1:59:28 いうことです。はい。当在庫の方は、まず全体として 5ページと 7ペー

ジの図は全体でちょっとＤＳＡでコラボして全体の見え方整理させてい

ただきます。 

1:59:44 あと在庫自体でまだ直しきれてないところもありますのでそこの整理を

すべく修正をするということと、下 16ページでいくと先ほど言ったポ

ンプと弁棒は、配管等の関係ですね、もうちょっとちゃんと心が伝わる

ように、同じ意味合いが伝わるように名称を修正をすると。 

2:00:03 いうことは、 



2:00:06 剤第 5とあと、先ほど協定を 8分ですけども合わせて 

2:00:13 来航側で 2、 

2:00:15 相当するものと他の条文で見るもの、あとは直接的な対象じゃないけど

関係するものとして見なきゃいけないもの事前ちょっと 039 の付け方。 

2:00:26 一度整理をさしていただいて、ば以降では 23ページ。 

2:00:32 以降のですね表での整理を見直すのと合わせて、第 1回の申請対象にな

ってる共通全発の設備リスト化にも同じような考え方を反映をしていく

と。 

2:00:46 いうことだと思ってますそういった修正をさせていただきます。 

2:00:53 規制庁タケダつありがとうございます。今の説明についてコメントござ

いますでしょうか。 

2:01:01 はい。よろしいでしょうか。 

2:01:04 それでは予定としましては今日のヒアリングのメニューとしては 10時

もあるんですけど、 

2:01:12 これは改めるということでよろしいですか。 

2:01:16 日本原燃いかがでしょうか。 

2:01:20 乳井西浦でございます。 

2:01:23 ボリュームはそれほどないのであれですけど今、明日の午後でしたっ

け。 

2:01:30 もうヒアリングが入っていたような気もしてますその中でやらしていた

だくか、 

2:01:38 でも構いません 

2:01:41 今日でなくてもという気はしてますけど、 

2:01:44 1003から出とるんですけど、すべてを直さなきゃいけないっていうこと

になりますので、明日説明とさせていただくよう、直さないといけない

という認識してるところを宣言させていただいて今日のところは、 

2:01:58 明日に送るということでも構いませんということですが、いかがいたし

ましょう。 

2:02:05 すいません大橋ですけれども、規制庁オオハシですけれども、 

2:02:11 こちらの方も事前に読んでまして、それほどポイントがないところです

ので、できたらこの場でやってしまいたいんですけど、去年よろしいで

すか。 

2:02:21 はい、西田でございますはい。そちらでも全然対応可能でございますの

で、よろしくお願いします。はい。 

2:02:30 それでは銀聯から十時 03 

2:02:33 －405を通して説明をお願いいたします。 



2:02:39 はい。日本原燃石田でございます。十時 03から 15分でＩＳ01が 13、

資料がございますそれに基づいて吸って、重大事故版として整理をさせ

ていただきました。 

2:02:53 十時 03 はそれぞれ環境条件として整理をする健全性に係る条件ですね

として整理する部分を、表のフォーマットに考え方なりが書いてあるも

の。 

2:03:06 常時 04 については、 

2:03:11 適合性に係る評価方針として圧力温度湿度放射性に関する評価の方法手

法を、 

2:03:17 記載をしているもの。 

2:03:19 実際の環境条件の設定については十時 0305でございますすいません 10

時 05の中で整理をして、具体の数字を書いているということでござい

ます。 

2:03:31 十時 0。 

2:03:33 ご飯の中で 

2:03:36 一部すでにちょっと記載が足りないというところは、右下 24ページの

ところで、（2）番ということで、グローブボックスを設置する工程室

内の温度ということで、 

2:03:48 真ん中ぐらいに 20分程度短いことからというので書いてございます。

実際この 

2:03:55 今、何のためについてるから一緒ぐらいが 27ページのグラフがあるん

ですけど、20分の説明はこのグラフではできないので、20 分を根拠に

なるものを、許可の時にも整理していたものを 

2:04:08 計上させていただくということが 1点。 

2:04:11 あともう 1点は入社 30ページのところでこちら、すいませんこちらの

作り方の失敗で、ＤＢと同じようなことを書いてしまいましたというこ

とで、2ポツの放射線の設定に係る基本的な考え方の、建屋内の各部屋

については書いてあるグローブボックス内に、 

2:04:27 放射性物を閉じ込めるためと書いて文章がございます。ＤＢは当然これ

でいいんですけどＳＡになってくると、グローブボックス内の火災によ

っての移行割合というのをそれぞれ設定していて、 

2:04:39 背景にいくもの以外に、プロセスに、パネルの隙間から抜いていくもの

を設定してます。そういったことも踏まえた上で有意な線量にはならな

いと思うんで 50マイクロ出てきます。 

2:04:51 いうのが、展開をして説明を展開していくということが、必要な記載だ

と思いますけども、今、ＤＢの記載をそのまま展開してしまっているの

で、別途修正をさせていただきたいと思ってたところでございました。

説明は以上です。 



2:05:11 ありがとうございました。それでは規制庁の方からご質問ある方、お願

いいたします。 

2:05:19 はい規制庁の大橋ですけれども、今、 

2:05:24 衛藤イシハラさんからちゅ、05に関してはここを修正するというふうに

言っていただいたので、 

2:05:33 当間畑中店しかないんですけれどもまず十時－03ですけれども、 

2:05:40 12ページですけれども、 

2:05:44 こちらが 12ページで、 

2:05:47 第、 

2:05:49 ポツの 1ということで表がついてるんですけども、これ、括弧一位はそ

の条文機能って書いてあるんですけれども、こちらは設備区分、 

2:05:58 家の方見ると、設備区分というふうに書いてあるんですけれども、こち

らは、 

2:06:02 上部機能ということでよろしい。 

2:06:22 日本石田でございます。音声が途中で切れてしまったんですけどあれで

すかね、兵頭（1）の項目が、 

2:06:31 場所が違うということですかね。 

2:06:34 はい。そうですね。12ページの（1）が 

2:06:40 条文機能って書いてあるんですけども項目の下のところが、 

2:06:45 これが施設区分っていう。 

2:06:47 ふうな、 

2:06:50 ことの、 

2:06:51 こと、ただし書き節区分で書くべきところじゃないかなと思ったんです

けども、いかがでしょうか。 

2:06:57 はい。日本原燃石原でございますちょっとこれは事実確認を勉強した上

で適切な記載にさせていただきたいと思います清野発電所の記載を見

て、作ったものとしてはやったようですので、ＳＮ、 

2:07:11 ＤＤ発電の場合での補足説明資料が記載が違うのか本来ここに書くべき

ことは何なのかと、いうことを我々としての整理というのも含めた上で

も、 

2:07:22 確認した上で、必要な記載にへの見直しが必要であればさせていただき

たいと思います。以上です。はい。多分記載の適正化のレベルだと思い

ますので、正しく伝えていただければ、 

2:07:36 0300があります。 

2:07:38 はい。規制庁の藤原です。同じようなところなので、同じく精査してい

ただいたと思いますけど、両括弧 2のところも安易だと、設備区分って

いうところがこちらは設備分類ってなっているということ。 



2:07:51 あとすいません、これは誤記だと思いますけれども、その 12ページの

両括弧 2のところの、記載内容のところなんですけど、 

2:07:58 常設の設備の後に、可搬型事例事項等対処設備かなっていう会話だけに

なっているのでこれは種を適切に修正してください。 

2:08:08 で、実際に言いたいのはその次なんですけど、両括弧 5のところで、 

2:08:13 環境条件における健全性のところをガクッと書かれてるように思うんで

すが、ああいうだとえと項目細分化されてる項目 1個 1個に対しての説

明をされているところこちらってどう。 

2:08:26 整理されたのかっていうところを説明していただけますか。 

2:08:41 はい。まず先ほども誤記等については適切な記載に見直しをさしていた

だきます。（5）2012ページの（5）については、ここも確かに記載を大

分はしょって書いていて、 

2:08:56 必要な記載が適正に書かれてるかどうかは、すいません今一度、 

2:09:00 ああいう場の資料との横並びということも含めて発電のものも参考にし

ながら、記載を、必要な記載を展開できるようにさせていただきたいと

思います。 

2:09:13 正直力及ばずでございましてあまりちょっと動機記載委員会適切なのか

私の中で今パッと出てこないので、 

2:09:23 実際のものを見ながら、整理をさせていただければと思います。以上で

す。 

2:09:29 規制庁の藤村ですよろしくお願いします。そういう点でいうとＩＲ少し

悩ましいのが、 

2:09:37 容量の 3分の 1からで始まっていて、 

2:09:41 今言っていた両括弧 5のところと、共通要因故障同士のところの 13っ

てどういうふうに書き分けるのかっていったところも、工夫が必要なの

かなと思いますのでそちらも含めてで、 

2:09:54 どういうふうに記載していくのかって言った、記載要領をどう変えてい

くのかっていったところは検討ください。 

2:10:02 はい、乳井西浦でございます承知いたしました。 

2:10:08 はい。続け、十時－04ですけれども、こちらも、私からは笹の件しかな

いんですけれども、3ページ目をお願いします。 

2:10:20 こちらは動きだと思うんですけれども、3ページ目のその概要とありま

すけれども、そこの下から二つ目のパラグラフの下から 2行目のその適

合性の手法というふうに書いてある、適用性確認の手法とかそういうこ

と。 

2:10:35 かと思いますので、 

2:10:37 この誤記という方の文字が抜けている点は修正していただければと思い

ます。私から以上ですけども、他、 



2:10:46 はい。 

2:10:48 カバー04はないようですので、最後 05ですけれども、こちらの誤記の

類に関して、指摘をします。 

2:11:01 5ページ目ですけれども、 

2:11:04 これちょっと確認なんですけれども、4ポツ、2.4放射線の（1）番です

けれども、あ、すいません。失礼しました 2.3環境湿度の（2）番です

けれども、 

2:11:17 これ、 

2:11:19 国内の環境湿度は重大事故等の特徴を踏まえてというふうに書いてある

んですけれども、これ、漫遊とか、あと、あとその 5ページ目の一番上

の記載だと、 

2:11:29 換気空調設備による管理、と重大事故等を踏まえてその管理空調設備っ

ていう言葉による管理という言葉が抜けてるのかなとも思えるんです

が、この辺いかがでしょうか。 

2:11:47 はい、日本石田でございます。ちょっと他のところの記載も並べて、確

認をしなさい。 

2:11:55 確かに 4ページとかにも環境温度にはがん聞く場による管理というのが

あるのでそこも含めて、 

2:12:06 はい。記載を整理させていただきます。はい。 

2:12:11 はい。あと、誤記だと思うというか、言葉が抜けてるだけだと思うんで

すけど、同じ 5ページの件 4の（1）の施設が定めているというのがそ

の各施設課という課が抜けてるのかなっていうのが、1点と、 

2:12:26 ここは 

2:12:28 あとは 23ページですけども、 

2:12:33 23ページで、 

2:12:35 これもご披露を強く受けてるだけだと思うんですけど、 

2:12:39 1パラグラフ目の換気空調が事故、事故時に期待できないことをした運

転ですね。 

2:12:47 ことを考慮した云々ってことだと思うんで考慮って言葉が抜けてるのか

と思いますので、この辺、修正していただければと思います。 

2:12:59 はい、三品でございますはい。大変失礼いたしました。先ほどの記載、

あと号機も含めて、全体もう一度整理をして見直したいと思います。以

上です。すみませんあともう 1点ですけども、 

2:13:11 次のパラグラフのなお書きの重大事故等として想定するっていうそのサ

トウというのはいるんですかね。 

2:13:20 重大事故としてということです。 

2:13:27 ちょっと他の理事者でございます。ネーミングとしてちょっとまとめて

何でしょう。 



2:13:35 ある設備の状態を、直す時に重大事故等と書いていただいてもおっしゃ

っていただいてる通りグローブボックス内の火災云々で閉じ込める機能

が、 

2:13:45 喪失するという事故自体は重大事項になりますのでちょっと表現、中身

を見た上で、適切な表現にさせていただきたいと思います以上です。は

い。ちょっと 

2:13:58 今ちょっとぱっと出てこないんですけど他のところだと何か重大事故っ

て書いてあったり等が書いてあったりとか何かまちまちだった感じもあ

るので、見直しをいただいて 

2:14:08 適正にしていただければということですのでよろしくお願いします。 

2:14:12 他、05 でありますでしょうか。 

2:14:14 規制庁の藤原です。4ページの、 

2:14:18 2.2の環境温度両括弧 1の最後の蓋からなんですけど、これに基づきっ

ていったところで、37℃っていうこ外の環境温度とするとした後に、 

2:14:31 具体的にはっていう形でまた 29度の話があって、ＦＩＲＥ資料を見て

いるところ本当はもうちょっと文章があったんではないかと思ってい

て、 

2:14:41 聞きたかったでちょっと失敗したような感があるんですけど、いかがで

すか。 

2:14:51 はい、日本イシハラでございます。重大事故の設備のことを考えます

と、外屋外の温度の設定はもう 37度までで、 

2:15:01 要員とおんよかったと思いますちょっと中途半端に具体的な後の文章を

出してしまった感がありますので、ＡＢではこの後設備側の設計との関

係で、評価云々、29度が 37と 1.5なんてもどうのこうのという説明が

ありますけど、実際例えば、 

2:15:19 ＤＢ側の設備の貯蔵設備としての安全機能の説明をしているだけですの

で、ＳＡとして見ればその前の屋外の環境温度とする 0で終わりかと思

いますその辺はちょっと適正化をさせていただきたいと思います。以上

です。 

2:15:33 規制庁の藤村ですよろしくお願いします。続いて通しページの 11ペー

ジとか 12ページ。 

2:15:42 なんですけど、これは多分動きかと思っていて、安易な資料を見て、こ

こを見てっていうところもあるのかもしれないんですが別紙の 2－3と

か 2－1 とかっていうのが出てくるんですけどこちら別紙は 1から、 

2:15:55 1の早道とかしかないので、ちょっとこれは適切に修正してください。 

2:16:01 はい。大変失礼いたしました。完全にコピペでございましたごめんなさ

い。はい。適切に見直しをします。はい。 

2:16:10 規制庁の藤村ですよろしくお願いします。 



2:16:13 あと、すいません規制庁コサクです。今、すいません、どこの、ちょっ

とポケットしちゃってちゃんと聞けてなかったんですけど、何の話だっ

たか教えてもらっていいですか。うん。 

2:16:22 規制庁藤原です。通しページ 0防止、1105の資料の通し 11 とか 12ペー

ジのところの表の中の、 

2:16:32 記載で別紙 2－3参照とか、三野 2参照とかっていうところが散りばめ

られてるんですけど、今回この十字の 05っていうのは、別紙の 2－1と

か 2－2 とかっていうのは存在しないので、ちゃんとこちらで、はい。 

2:16:45 対処する部分をきちんと書いてくださいっていうコメントをしました。 

2:16:50 規制庁コサクです。ありがとうございます私もそこがちょっとよくわか

んなかったんですけど、対応としてはどうされるんですか。 

2:16:57 はい。これＤＢの表をぺたっと張って、安心して終わってしまったパタ

ーンですので、こちらの別紙 1の 1からの出てくるやつとリンクロード

番号を適切な番号にします。 

2:17:12 実際Ｄの場合はこの前に最初の別紙 1Ｇ図がいて、僕が別紙 2のシリー

ズでしたのでその点等ありましたけど、これ自体はＳＯＸの資料とし

て、必要な別紙の番号を呼び込む。 

2:17:25 いう形で対応させていただきます。はい。失礼いたしました。 

2:17:30 規制庁コサクです。それはあれですか後ろの別紙 1の云々、今オン、何

だ、 

2:17:39 1－1が圧力 1－2が本当ですかねとかっていうについてますけど、そっ

ちの方見てくれっていうことですか。はい。そういうことです。はい。 

2:17:48 わかりました。だから、温度だと、別紙 1－2。わかりました。はい。 

2:17:56 規制庁の藤原ですあと 1点ちょっと言葉じりかなと思いつつも気になっ

ているのが、25ページとかなんかまとめとして、重大事故等の発生を想

定するグローブボックスを設置する工程室内の温度は通常時の環境温度

と変わらないことからって書いて、 

2:18:14 五つも後でグローブボックスの近傍は 100度なんだっていうふうに書か

れてるんですけど、これって工程室として、通常の環境温度って、 

2:18:23 最初に書いてるのとの関係ってどうなってます。 

2:18:44 逃げにシェアでございます。ですねおそらく、かなり中途半端ですね。

おっしゃってる意味は何となくわかりました。 

2:18:53 工程室の建屋外のもので 

2:18:56 12ページに書いてある温度のお話をしたいんでしょ。を作った人間はそ

う思っていながら、 

2:19:04 工程室の温度とリンクしねいいだろうということで工程室が、でも違う

か。2番か 12ページの 2番が、を提出。 



2:19:15 そこにおるのが、40度っていうのが、室内に設置する機器と発熱等を考

慮した値ということで、40度をまず基準に考えて、 

2:19:26 グローブボックスで火災が起これば火災の温度の上昇に応じてグローブ

ボックス近傍は 100度になりますという説明だと思ってましたが、何

か、そこのリンクがわからないってことですかね。 

2:19:39 規制庁の藤原です。言葉としてちょっと引っかかってるのかもしれない

んですけど、基本的には通常時の温度って、許可の時には、肯定しない

って 16 度から 26度ぐらいって聞いていて、 

2:19:51 事故時はそれが 16度から 100℃ということで、グローブボックスの近傍

になるともちろん、100℃って高くなりますよねって話で、なので重大

事故の発生。 

2:20:01 ていうか、通常時の環境温度と変わらないことからって言ったところ

が、 

2:20:06 事故時の話。 

2:20:08 なんですよね。衛藤やっぱ多いから、その辺は変わらないんですってこ

とを書きたいってことですかね。 

2:20:15 はい。宮城です。内田でございます。そういうことだと思いますが、私

が今読んでもそうは読めないので記載は修正します。はい。 

2:20:23 はい。規制庁の藤原です若干言葉足らずなのかなと思っている程度です

ので、そういったところ圧力なんかに関しても、そういった視点で確認

いただいて、 

2:20:34 きちんと許可の時に言っていたことが、から流れてきて、うんそうだね

って思えるような文章にしていただければと思います。 

2:20:42 私からは以上です。 

2:20:47 規制庁コサクです。 

2:20:49 私もちょっと安堵とこれよくわからない。 

2:20:52 期待してたものが全然書いてなかったんであれなんすけど通し 24ペー

ジ。 

2:21:00 通常の 40度のところろう、どんな説明があるんだろうと思ったら、飛

ばし元のところと同じことしか書いてほとんど書いてなくて、 

2:21:10 なんですけどこれってＤＢもこの程度だったってことなんですか。 

2:21:17 はい。日本円者でございます。 

2:21:21 ちょうどＤの直接私も書きながら記憶が曖昧ですけど、 

2:21:28 もちょっと書いてたような気もしますが、実際は、 

2:21:34 最初のリード文はこのぐらいで、あとは、 

2:21:37 換気空調とか機器とかの考慮すべきもの云々っていうのはありがとう。

それほど、これからさらに何か大幅に触れるっていうことではなかった

と思ってます。はい。 



2:21:49 規制庁コサクです。少なくとも先ほど藤原が言ったような話があって、 

2:21:55 室内の機器の発熱としてもこの程度だからとかっていうようなことがあ

るんだろうなと思ってたんですよ。 

2:22:05 補足なの 

2:22:08 今回じゃないのかもしれませんけど、 

2:22:11 設備設計があるときにはそういう説明をしていただかないとなっていう

気はします。 

2:22:21 はい、日本イシハラでございます。はい。ちょっとまずは事実確認し

て、必要な記載の拡充なりを検討したいと思います。以上です。 

2:22:40 他 0項に関してありますでしょうか。 

2:22:49 それでは 

2:22:50 なければ、全体、最後に全体通じて何かありますか。すいません。 

2:23:00 1203005について振り返りをお願いいたします。 

2:23:05 はい。野木西原でございます。030405、通していろいろご祈祷ご指摘ご

ざいましたそこの点については全体見た上で修正をさせていただきた

い。あとＤＢとの 

2:23:20 違いといった部分適切な記載を整理していると、いうこと。あとは常時

0．あっては表を完全にＢが及び込んだ形で同じのパクっていう感じが

あって全然別紙とのリンクがとれてないので、そこの整理を、 

2:23:37 させていただくということ。 

2:23:39 あとは、先ほどあった温度のところですね、の記載であったりあと私が

ご説明した 20分の設定の根拠の記載の拡充、 

2:23:50 あとは、温度のところをまとめてあたりの表現といったころの修正。 

2:23:57 あともう一つ私の方で口頭提示前と最初に説明させていただいた放射線

の設定のところ、ＤＢ 

2:24:06 白川がある記載は、衛星に合わせて記載を修正するといったところを、

全体やらせていただければと思います。はい。以上です。 

2:24:16 ありがとうございます。 

2:24:19 では全体として、 

2:24:23 いつぐらいに集計とかありますでしょうか。 

2:24:32 表現西田でございます。修正の提示時期でございましょうか。1週間ほ

どいただければと思ってました。以上です。はい。 

2:24:45 すいません。それでは全体通して何かありますでしょうか。 

2:24:50 規制庁コサクです。 

2:24:53 今の話が終わってからなんですけど、 

2:24:58 補正との関係でいうと、補足ってどういう。 

2:25:03 レベル感にあり、 



2:25:04 ていうことなんですかね。 

2:25:07 はい。 

2:25:09 10年以降の添付書類ＳＡの 30条絡みの添付書類で、環境条件として、

共通的に設定すべきものを今回第 1回として示させていただきました。 

2:25:23 あそこの数字を見てその根拠の部分を、今補足で説明をさしていただい

てると実際数字の設定自体は当協会の中で、添付書類等で設定をさせて

いただいたものを、 

2:25:37 展開をして共通関心にしてますので、その具体的なバックボーンをご説

明する上では生徒のリンクでいくと、あまりそのあとでも、 

2:25:47 対応できるのかなと思って、スケジュールを 1週間ということで言わさ

していただきました。以上です。 

2:25:56 はい、わかりました。そういう意味では、本文は影響ないけど、添付の

ところろう、 

2:26:03 もし数字おかしいぞって話になれば添付が変わると。 

2:26:07 いうことだけど、内容としては許可から話を聞いてるんで大きく変わる

ものじゃないので、 

2:26:13 1週間まで大丈夫と思われてるってことですね。 

2:26:17 はい。二本木西原でございます。おっしゃっていただいた通りでござい

ます。 

2:26:21 はい、了解しました。 

2:26:27 全体通して何かありますでしょうか。 

2:26:30 大橋ですけれども、少しちょっと事前に電話をさせていただきましたけ

れども、ちょっと最初の関係ですけれどもちょっと状況だけ確認をさし

てください。 

2:26:44 ＩＡＥＡの保障措置の関係ですけれども、 

2:26:50 今年の 3月にそのグローブボックスのその火災が発生してＩＡＥＡの一

次分析業務を行うことが行えないことがあったということがありまし

て、今後そのＩＡＥＡの立ち会いのもと原燃が分析業務を行うことが、 

2:27:02 を考えているというような話がありました。で、こちらに関して、その

認可との許可ですかね、の関係に関して原燃からちょっと面談相談があ

るかもしれないという話はちょっとなかったらないんで聞いてるんです

けれども。 

2:27:17 その辺に関する現状の今の状況いかがでしょうか。 

2:27:23 はい。日本原燃狩野です。 

2:27:25 えっとですね、今お話いただいたＯＳＬのバックアッププランというこ

とで我々検討しております。これはＩａａＳＧを保障措置室殿、各室管

理センターで当社を構成員としてタックタスクフォースを立ち上げて検

討しておりますこれ 



2:27:44 ですね我々の施設の、を使ってそういったＩＡＥＡ側の保障措置分析で

すねそういったものができるかどうか、課題はないかといったところを

検討しておりますけども、 

2:27:56 その中で我々が許可の中でですね、 

2:28:00 我々の再処理施設をＩＡＥＡの分析の目的で使用していくかどうかとい

うところでいろいろ社内でも検討したんですけども、 

2:28:11 なかなかその根拠となる部分がはっきりしないなというところで、ちょ

っと迷いがあったというところでございます。 

2:28:18 リアルＢ町はですね、 

2:28:21 書類、 

2:28:22 この 1ところに、国際約束の実施のために必要な措置を講ずるというと

ころがあって、これーで、実施は可能ですよというふうなことをですね

保障措置室、 

2:28:35 ルーバからは言われてはおるんですけども、 

2:28:39 ちょっと我々の中でその根拠として自信がなかったというかそういうと

ころで、お考えをお聞きしたいなというのが、趣旨でございました。以

上です。 

2:28:50 今後、 

2:28:52 ちょっとアタックコースを作ってるというお話ありましたけれども、今

後そのまとまった後、こちらに面談等あるということで理解していいで

すか。 

2:29:08 あ、すいません聞こえましたか。 

2:29:10 規制庁コサクですけど一応念のため申し上げると、 

2:29:14 ＳＧ室が言ってる通りこちらは何も問題があると思っていない状態なの

ですけど、そちらに懸念があるということであれば面談を打診されれば

お聞きはしますよと。 

2:29:28 いうことなんですけど、現状はまだそちらは検討中というこ等で、 

2:29:34 あってその検討の結果によっては今、 

2:29:40 大橋が言ったようなところで面談とか審議をするかもっていうのは進ま

ず、 

2:29:45 そういったことも含め検討中ということですかね。 

2:29:49 えっとですね日本原燃加納です。そういった懸念を晴らすといいますか

そういうところで 1度面談をしていただいて、 

2:30:00 見解をいただきたいなというところが我々の気持ちでございます。は

い。 

2:30:05 以上です。規制庁コサクです気持ちというところで言うと、いつぐらい

にその気持ちを表し、 



2:30:15 ていただけるでしょうかというようなところでいうとどんな感じなんで

す。 

2:30:19 社内としての人、日本原燃狩野です。社員としての意思統一は面談をし

ていただきたいということでまとまっておりますので、 

2:30:30 早々に保障措置室さん、ずっとですねそちらとですね、 

2:30:37 調整させていただいて時期は決定したいと思っておりますけども、 

2:30:42 社員としての検討は終わっておりますので、可能な限り早い時期にお願

いしたいなと思っております。 

2:30:51 規制庁コサクです。 

2:30:53 であれば、 

2:30:54 なぜ今日お話を聞くまで打診がなかったのかなっていう気がしますけ

ど、整理をしていたし、していただければと思います。 

2:31:04 何だろうな、 

2:31:08 ＳＧのそちらの分析の話から入っちゃいましたけど、大本でいうとＭＯ

ＸＳＧ効いの、何つうんすかね。 

2:31:20 波及影響防止というよりは、双方の目的、 

2:31:25 調和して他、両方の目的を達成できるようにどう設計をしていくかとい

うところの連携の花ＣＯ、 

2:31:35 この場では主として話をしてたんですけど、そちらの話ってどうなって

ますか。 

2:31:47 はい、日本イシハラでございます。今、体制としてはＳＧ側ＭＯＸのＳ

Ｇを担当してる部署が、規制庁さんのＳＧ部門とそういった設計の話を

するときに当然今まで、 

2:32:03 各設計部署を呼んでいたんで、同じように会議をしてましたけどそこに

我々許認可部隊も参画をしてあと事前の調整なり何なりということを含

めてやらしていただくという体制を組んで今、 

2:32:15 進めさせていただいております 

2:32:18 合いながらというところで言い訳をさせていただきますと、体は一つし

かなくてですね、非常にあっぷあっぷしている状況ではありますけどそ

ういった形で他の許認可も絡んだ上で全体整合であったり、情報共有で

あったりというのをさせていただくという体制で今進めているところで

ございました。以上です。 

2:32:37 規制庁コサクです。実務を 

2:32:41 連携がとれる体制をとってや。 

2:32:44 言い始めたということはお聞きはしてるんですけど、そういう取り組み

をするんだっていう方針みたいなのを、基本設計方針なり何なり、 

2:32:55 或いは今日ヒアリングをした、品質管理の体制であったりと、 



2:33:01 いうようなところで何らか見えるのか見えないのか、どういう認識でい

ればいいのかって言ったところは補正までにお聞きしたいなと思ったん

ですけど、どうですかね。 

2:33:20 はい。日本原燃石田でございます。 

2:33:24 まずは設計上の考慮という意味でいくとちょっと私が燃えてくってのが

そのまま、今資料に反映されてるかもう一度確認しなきゃいけないです

が、 

2:33:36 相互に機能が発揮できること、お互いがお互いに対して影響を及ぼさな

いことっていうのを、ちゃんと設計方針として述べるというのは、今の

別紙シリーズの中で 

2:33:49 波及的影響はＳＧ側から波及的影響を及ぼさないっていうところもそう

ですし、あとは汎用設備にもＳＧＳ字ＳＡ設備にも、 

2:34:01 悪影響防止ってのがありますので自分が人に対して影響されてそういっ

たところでちゃんと、ああいう以外だったりそういう設備以外だったり

の設備に対しても、悪影響を及ぼさないように、あと保守性とか何とか

に影響を及ぼさないようにということで設計方針を述べると。 

2:34:16 いうような時代連携で、設計側はフォローしようと思ってました。そう

いう体制でやっていくっていうところですねなかなかちょっとすいませ

んどこに入れるかは、悩んだまま、回答がまだできてないかつ、 

2:34:30 答えがフィニッシュできてない状況でした。すいません。はい。すいま

せん。 

2:34:37 規制庁小阪ですまず体制でいうと、保安規定の方に、その連携ワーある

と思うんですね。 

2:34:46 その連携の具体というのがなかなか上手く、 

2:34:50 できてなかったと、いうことだと思ってます。狩野さんのところで言え

ば類型わかるのに、その設計の大元である、担当せん。設計所管部署で

すかね。 

2:35:03 いうところに問い合わせをしてたということだと思うんですけど、その

人たちが、安全全体の考えというところで、許認可業務課なりといった

ところの 

2:35:13 意見も聞きながらということをやれてなかったということなんだろうな

と。 

2:35:17 思ってますけど、そういう関係からすれば 

2:35:23 なんつうかね又聞きのような形で展開するのではなくて、もっと所管す

るところにしっかりと話を通してと。 

2:35:30 いうことなんだろうなと思ってますけど。 

2:35:34 実態の認識はそういうことですよね。 



2:35:37 はい。二本木志田でございますはい。おっしゃっていただいてる通りで

ございます 

2:35:42 また議事部又聞きで答えるには直接主幹となっているところが話をし

て、影響するということにしたということでございます。 

2:35:53 はい。規制庁コサクですって。そうだとすると大本のその保安規定上を

図るというようなところの具体ということの展開なので、 

2:36:04 設工認の方ＱＭＳ体系っていうのが保安規定等、 

2:36:10 リンクが張られたような形にもなってるので、そういったところからど

ういうふうに説明がー作るつけるのが適切かと、いうようなことを考え

て説明いただければというふうにまず大勢の方は思います。 

2:36:25 で、内容の話は先ほど言うなり、 

2:36:31 10Ｇの整理の中での話で言われたような気がするんですけど、 

2:36:36 その範疇だけでいうと、 

2:36:41 相手方なりの配慮っていうのはそれはやっぱり安全設備池だけになっち

ゃうので、ＳＧへの影響とかっていうようなところまではいかないよう

な気がするんですけどそれを拡張して書かれる書かれているっていうこ

となんですかね。 

2:36:57 はい。与儀志田でございます。そうですねよく 

2:37:03 はっきり言って興味という時に向小とかとかに出てきますその他加工施

設にある施設設備っていうような表現で、ああいうとか、ＦＡ以外のも

のが入るような対象となるような書き方をした上で、 

2:37:18 それに対して影響を及ぼさないということで、設計上の配慮が展開でき

ればなと思ってました。以上です。 

2:37:28 はい。規制庁コサクですそのあたりは、 

2:37:34 どの資料でどう見ていけば良いっていうことなんでしょうか。 

2:37:39 日本原燃社でございますちょっと実態を、まず、すいません私もバタバ

タしながら講師の芦野と言いながら、ちょっとフォローがうまくできて

なくて、ＳＦを 30条の悪影響で書き切れたかどうかちょっと実態をも

う一度確認して、 

2:37:56 必要な修正があれば修正をかけるということをさせていただければと思

ってました。実際は非常時の 0002の別紙海野 1、 

2:38:07 後はＩＯでいけばＩＵ前々02の別紙 4－1、それぞれ健全性の説明書に

なりますので、そこで展開できればという、すいません私が夢をいただ

けていたかもしれないですけど、 

2:38:19 実際あるといった声もあるので実際そうなってるかどうかもう一度確認

したいと思います。以上です。 



2:38:26 はい。規制庁コサクです私も確認をしますけどそちらで確認して足りな

い部分も反映をなければ、足りない分の反映というのをどうするのかっ

ていうのを整理をして、 

2:38:38 事務的に連絡いただければというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

2:38:47 他も、 

2:38:48 でしょうか。 

2:38:50 これは、ちなみすみません、古作ですけど今の聞こえました。 

2:38:55 はい。日本原燃志田でございますはいすいません聞こえました。はい。

対応させていただきます。 

2:39:00 はい、知久ですよろしくお願いしますちょっと自分の発話が音がこれま

でと聞こえ方が違うかと不安になっちゃう。すいません。 

2:39:06 以上です。 

2:39:09 では 

2:39:10 なければ本日予定していただきたい所。 

2:39:15 ほか 

2:39:22 乳井委員特にございません。 

2:39:25 それではこれに 

2:39:26 ヒアリングを終わりたいと思います。それでは録音止めていただいてい

るか。 

 

 


